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１．沿　革（年表）  

年　度 水 道 事 業 法 ・ 制 度 関 係 等

昭和２年 旧古市町上水道の創設事業の認可を受け、工事に着手

昭和３年 創設事業が完成し、旧古市町に給水を開始

昭和２３年 旧古市町上水道の拡張事業に着手し、完成

昭和２７年 旧駒ヶ谷村・駒ヶ谷簡易水道に着手し、完成 地方公営企業法公布

昭和２８年 旧埴生村・埴生簡易水道に着手し、完成

昭和２９年 旧駒ヶ谷村・飛鳥簡易水道に着手し、完成

昭和３０年 旧高鷲町・高鷲簡易水道に着手

旧西浦村・西浦簡易水道に着手

隣接の２町４村（古市町、高鷲町、埴生村、西浦村、駒ヶ谷村、丹比
村）が合併し、南大阪町が誕生

高鷲簡易水道が完成

昭和３２年 西浦簡易水道が完成

昭和３３年 壺井通法寺簡易水道に着手し、完成

市制の施行により、羽曳野市が誕生 伊勢湾台風

丹比簡易水道に着手着手し、完成 第１次拡張事業認可

壺井通法寺簡易水道拡張事業に着手し、完成する。この事業の完成
により、駒ヶ谷・飛鳥の各簡易水道を、壺井通法寺簡易水道に統合

水道総合事業に着手

昭和３６年 地方公営企業法改正

地方公営企業法の一部を適用

水道料金徴収事務の一部委託

昭和３９年
水道総合事業が完成。この事業の完成により、高鷲・埴生・西浦の各
簡易水道を廃止し、上水道に統合

東京オリンピック

地方公営企業法の全部を適用 第２次拡張事業認可

財政再建団体となる

第２次拡張事業に着手

水道課を水道局に改める

水道料金改定

水道料金計算事務を電算委託する

水道料金徴収事務を全面委託し、量水器検針事務を一部委託する

昭和４３年 水道事業管理者を設置

量水器検針事務を全面委託 大阪万博

給配水管修繕工事を一部委託（昼間） 第３次拡張事業認可

分担金制度を採用

第３次拡張事業に着手

検針・徴収の隔月制を実施

水道料金口座振替制度を採用

第２次拡張事業が完成。この事業の完成により、駒ヶ谷・丹比の各簡
易水道を廃止

沖縄県復帰

水道料金改定

昭和４８年 財政再建を完了する オイルショック

量水器使用料改定

分担金改定

第３次拡張事業が完成

昭和５０年 水道施設整備事業に着手

昭和５１年 水道料金改定 市公共下水道事業着手

昭和５２年
石川浄水場取水井において、職員５名、公認業者１名、酸素欠乏事故
により死亡（３月１５日）

水道法改正

昭和４６年

昭和４２年

昭和４７年

昭和４１年

昭和３４年

昭和４５年

昭和３１年

昭和３５年

昭和３８年

昭和４９年
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年　度 水 道 事 業 法 ・ 制 度 関 係 等

分担金改定 渇水（府営水道取水制限）

水道施設整備事業が完成

送配水施設改良事業に着手し、完成 第４次拡張事業認可

給配水管修繕工事を全部委託（昼夜間）

配水施設整備事業に着手し、完成

水道料金改定

第４次拡張事業並びに配水管整備事業に着手

分担金改定

出納取扱金融機関・水道局派出所の開設

日本水道協会第５２回関西地方支部総会を羽曳野市で開催

昭和５９年 配水管整備事業が完成 渇水（府営水道取水制限）

第２次水道施設整備事業に着手

第４次拡張事業が完成

昭和６１年 渇水（府営水道取水制限）

昭和６２年 水道料金計算事務の電算導入

平成元年 石川河川改修に伴う壺井浄水場取水施設工事 消費税法施行

財務会計システムの電算化

第２次水道施設整備事業が完成

配水管改良事業に着手し、完成

検針業務にハンディターミナルの導入

石川河川改修に伴う石川浄水場取水施設工事

日本水道協会大阪府支部総会開催（事務局）

配水管改良事業に着手し、完成

配水管改良事業に着手し、完成 新水質基準施行

水質基準４６項目となる

配水管改良事業に着手し、完成 渇水（府営水道取水制限）

水道料金改定（６月） 水源二法施行

量水器使用料廃止（６月） 阪神・淡路大震災（平成７年１月１７日）

阪神・淡路大震災に係る応援給水（宝塚市） 地下鉄サリン事件（平成７年３月）

第３次水道施設整備事業に着手

契約システムの電算化

管路管理システムの電算化

近隣１３市町村災害相互応援協定締結

水道管理センター棟が完成（第３次水道施設整備事業） Ｏ－157集団感染

壺井浄水場沈澱池上屋が完成（　　　　　〃　　　　　　　） クリプトスポリジウム集団感染

旧飛鳥配水池跡地市長部局へ移管

石川浄水場集中管理システム完成（第３次水道施設整備事業） 消費税法改定（３％→５％）

壺井浄水場無人化（10年３月）

水道法改正に伴い公認業者制度を廃止し、指定工事店制度開始 改正水道法施行

分担金改定 市制４０周年

通水７０周年記念式典を開催 府営水道高度浄水処理水受水開始

第３次水道施設整備事業が完成

水道局庁舎移転（市役所別館総合福祉センター）

Ｙ２Ｋ対策体制設置 コンピューター２０００年問題（Ｙ２Ｋ）

コンビニエンスストアでの料金収納方式の導入

受配水場防犯設備（ＩＴＶ、センサー）設置

水道事業懇談会設置

昭和５８年

昭和６０年

平成４年

平成８年

平成１１年

平成６年

平成７年

平成３年

昭和５４年

平成１０年

平成９年

平成２年

昭和５３年

昭和５５年

昭和５６年

平成５年
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年　度 水 道 事 業 法 ・ 制 度 関 係 等

集金制度の廃止 大阪府営水道料金改定（１０月）

水道料金改定（１０月）

水道整備基本計画策定 大阪府広域的水道整備計画改定

経営業務改善委員会設置 市情報公開条例・個人情報保護条例施行

第４次水道施設整備事業着手 米国同時多発テロ事件（９月１１日）

水道局ＬＡＮ運用開始

配水池施設機械警備委託開始 改正水道法施行（４月）

検針徴収事務の法人委託（４月） 琵琶湖・淀川渇水（府営水道取水制限）

浄水場運転管理業務の一部委託化（１０月）

鉛製給水管更新事業開始（鉛対策）

水道局ホームページ開設（１１月）

寒波による給水管凍結事故（１月）

平成１５年 水道料金・分担金改定（消費税転嫁）　（４月） 水質基準改定（鉛濃度0.01mg/ℓ）

消費税法改正（総額表示方式）

水道事業ガイドライン制定（１月）

設計積算CADシステム導入 石綿障害予防規則施行（７月）

水道法第39条第１項の規定に基づく立入検査実施（９月）

第４次水道施設整備事業が完成（３月）

石綿セメント管更新事業開始

電子入札の導入

緊急連絡管の接続（松原市）（３月）

羽曳野市上下水道震災対策本部設置に関する要綱制定（３月）

水道料金お客様センターの開設（４月） 水質基準改定（塩素酸が水質基準項目に変更）

ステンレス製給水車配備（１０月）

大阪市水道局と技術協力提携（１１月）

緊急連絡管の接続（太子町）（３月）

水道整備基本計画改訂版（３月）

浄水場運転管理業務の全面委託（４月） 市制５０周年

壷井浄水場管理棟耐震補強 水道ビジョン改訂（７月）

緊急連絡管の接続（藤井寺市）（３月） 新型インフルエンザ流行

中区配水池解体撤去（５月）

羽曳野市水道事業ガイドライン公表

第５次水道施設整備事業着手

石川浄水場更新に伴う浄水処理検討委員会設置

羽曳野市水道事業の設置等に関する条例改正施行（水道事業管理
者非設置）（４月１日）

大阪府営水道料金改定値下げ（４月）

羽曳野市水道事業の設置等に関する条例改正施行（給水人口、１日
最大給水量の変更）（１０月１日）

大阪広域水道企業団設立（１１月）

水道料金等管理システム更新（１０月） 東日本大震災（平成２３年３月）

水道事業変更認可取得（第５次水道施設整備事業）（１１月２２日）

ホームページのリニューアル（１１月）

藤井寺市と緊急連絡管の接続２箇所（３月）

給水工事受付システム導入（３月）

東日本大震災に係る応援給水（岩手県）（３月）

東日本大震災に係る応援給水（岩手県）（４～５月） 大阪広域水道企業団事業開始（４月）

石川浄水場更新工事詳細設計委託（２月～１０月） 台風１２号による水害（奈良県・和歌山県）（９月）

新水質基準施行(4月）・水道ビジョン公表（６月）平成１６年

平成１８年

平成２２年

平成２１年

平成１７年

平成１４年

平成２０年

平成２３年

浄水場運転管理委託業務の拡大（４月）

台風２３号被害に係る京都府宮津市への応援給水（１０月）

平成１２年

平成１３年

平成１９年
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年　度 水 道 事 業 法 ・ 制 度 関 係 等

石川浄水場更新工事詳細設計委託（２月～１０月） 地方公営企業法改正（４月）

石川浄水場更新工事着工（１１月～）

水安全計画の策定（初版）（３月）

平成２５年 羽曳野市水道整備基本計画の一部見直し 新水道ビジョンの公表（４月）

石川浄水場新ろ過池棟が完成（第５次水道施設整備事業） 消費税法改正（５％→８％）

水道料金改定（１０月）

新会計制度適用開始

石川浄水場更新工事竣工（第５次水道施設整備事業）

第５次水道施設整備事業が完成（３月）

ボトルドウォーター製造開始

羽曳野市水道事業ビジョン・水道整備基本計画の見直し

木津川市と災害相互応援協定の締結

水道法第39条第１項の規定に基づく立入検査（２月）

水安全計画改訂（３月）

藤井寺市・羽曳野市の相互応援給水に関する協定の締結

藤井寺市・大阪広域水道企業団と非常用連絡管の維持管理運用に関
する協定の締結
１２企業体との災害時における水道施設の応援活動の支援に関する
協定の締結

第６次水道施設整備事業着手 市制６０周年

大阪府北部地震に係る応援給水（高槻市） 大阪府北部地震（６月１８日）

中央監視制御設備改良工事竣工

水道事業認可変更【水源の種別及び取水地点の変更】（３月１３日） 消費税法改正（８％→１０％）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行

改正水道法施行

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）にかかる対策として水道基本
料金全額を半年間減免

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染拡
大に伴い緊急事態宣言発令

指定給水装置工事事業者更新制度の開始

水道施設台帳システム改良

羽曳野市水道事業ビジョン等検証業務の実施

ボトルドウォーターをペットボトルからアルミ缶に変更

SDGｓの推進

羽曳野市水道事業ビジョン等検証業務の結果公表

モバイル決済サービスによる水道料金の支払い開始

モバイル決済サービスの種類の拡大

物価高騰の影響への支援として、水道基本料金全額を４か月減免

大阪河南地域７事業体による水道施設管理業務等実施

大阪河南地域７事業体による水道営業業務等の共同業者選定実施

羽曳野市水道事業水道整備基本計画の見直し

平成２９年

平成２６年

平成２７年

平成２４年

令和２年

令和元年

平成３０年

平成２８年

令和４年

令和５年

令和３年
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創   設 

羽曳野市の水道事業の創設は、旧古市町上水道として昭和の初期に工事の設計を大

阪市立都島工業学校土木科長山下直一氏に委嘱して、石川左岸の浅井戸を水源とし、

給水 人口２，５００人、一日最大給水量３７５㎥、事業費５万円とした事業計画に基づき、

昭和２年３月に大阪府知事の認可を受けて、同年８月に工事に着手し、翌昭和３年５月に

完成して通水を開始した。この通水は大阪府下の町村営水道の先駆をなすものとして各

方面から注目をあびた。しかし、第２次大戦後の町勢の発展と人口の増加によって使用水

量が伸び、給水量が不足する状態となったので、昭和２３年４月に取水井、ろ過池の改良

及びポンプ場の増設等の工事に着手し、同年８月に完成した。これによって旧古市地区へ

の円滑な給水をはかることができた。 

 ・認可年月日   昭和 2 年 3 月 20 日 

 ・着工年月日   昭和 2 年 8 月 16 日 

 ・竣工年月日   昭和 3 年 5 月 6 日 

 （基本計画） 

 ○計画給水区域      旧古市町全域 

 ○計画給水人口         2，500 人 

 ○計画一日最大給水量      375 ㎥ 

 ○総事業費           50，000 円          〔創設時の配水池〕 

 

（ 1 ） 水道総合事業（第１次拡張事業） 

昭和２０年代後半より、産業の発展、人口の増加等によって給水量の伸びは著しくなり、

また昭和３１年９月には隣接の２町４村（古市町、高鷲町、埴生村、西浦村、駒ヶ谷村、丹

比村）が合併して南大阪町が誕生し、さらに昭和３４年１月には市制の施行により、羽曳野

市が発足した。このようなことから、創設当時からの施設能力では十分な給水活動ができ

なくなり、水道施設拡充の必要性が高まり、昭和３５年３月に給水人口５０，０００人、１日最

大給水量１２，５００㎥、事業費１億８千万円とする事業認可を受けて、同年４月から昭和４

０年３月までの５ヵ年計画で実施した。なお、この事業の完了によって、旧古市町上水道と

高鷲、埴生、西浦地区の各簡易水道が統合さ

れた。 

 ・認可年月日   昭和 35 年 3 月 8 日 

 ・着工年月日   昭和 35 年 4 月 1 日 

 ・竣工年月日   昭和 40 年 3 月 31 日 

 （基本計画） 

 ○計画給水区域 

駒ヶ谷・丹比地区を除く市内一円 

 ○計画給水人口           50,000 人 

 ○計画一日最大給水量    12,500 ㎥                

 ○総事業費        203,978,885 円           〔羽曳山配水場〕 
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（２） 第２次拡張事業 

昭和４０年に完了した水道総合事業によって、古市上水道と３ヶ所の簡易水道を統合し

て施設の整備拡充を図ることができた。しかし、本市の人口は年々急激な上昇をつづけ、

昭和４０年において総人口が５０，０００人を超え、当初の計画を大きく上回る結果となった。

このような情勢により、水の需要も増え現有施設能力では安定給水が不可能となったため、

昭和４０年に給水人口７２，４５０人、一日最大給水量２５，３６０㎥、事業費４億３千８百万

円とした第２次拡張事業を計画し、同年１２月に認可を受け、昭和４１年４月に着手し、昭

和４７年６月に完了した。なお、この事業における拡張分の新水源は、すべて大阪府営水

道に依存することになった。また、駒ヶ谷地区及び丹比地区の簡易水道は廃止され、それ

ぞれの給水区域を本事業の区域に統合し、全市給水の一元化が達成された。  

・認可年月日   昭和 40 年 12 月 23 日 

・着工年月日   昭和 41 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   昭和 47 年 6 月 30 日 

（基本計画） 

○計画給水区域 

羽曳野市一円（ただし、南宮 438 番地の 1 から 

457 番地まで及び北宮 506 番地、535 番地、55 

0 番地の 3 から 9 まで並びに埴生野 1 番地から 

9 番地までを除く）美陵町野中 462・463 番地 

○計画給水人口         72，450 人 

○計画一日最大給水量     25，360 ㎥               

○総事業費        717，049，253 円      〔高区配水池〕（平成 21 年解体撤

去） 

 

（３） 第３次拡張事業 

第２次拡張事業の完了によって、昭和５０年度までの安定給水を見込んでいたが、折か

らの高度成長下、地勢的な環境に恵まれた本市は最適な住宅地として伸展し、あわせて

住民生活の向上による使用水量の増加が著しく、これらの需要に対処するため、第２次拡

張事業の完了を待つことなく、昭和４６年４月に別途第３次拡張事業に着手した。この事業

は主として自己水の開発と配水施設の整備拡充をはかるものであり、目標年次を昭和５０

年度、計画給水人口１００，０００人、１日最大給水量４０，０００㎥とした事業計画に基づき、

昭和５０年３月に完了した。 

・認可年月日   昭和 46 年 2 月 20 日 

・着工年月日   昭和 46 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   昭和 50 年 3 月 31 日 

（基本計画） 

○計画給水区域 

羽曳野市一円（ただし、高鷲 3 丁目 1 番から            

3 番まで及び 9 番、10 番、高鷲 4 丁目 1 番 

から 9 番まで及び高鷲 5 丁目 1 番から 5 番          〔壺 井 浄 水 場〕  

まで並びに埴生野 73 番地から 79 番地までを除く）藤井寺市綾南町全域                      
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○計画給水人口          100，000 人 

○計画一日最大給水量      40，000 ㎥ 

○総事業費        1，271，400，873 円 

 

（４） 水道施設整備事業 

水道事業の創設以来第３次拡張事業までは、水需要の増加と施設の建設との追いかけ

あいという状態であった。 

しかし、昭和５０年の第３次拡張事業の完了によって、当面の水需要に対応する施設を

備えることができた。そこで、現有施設の維持、改良を目的とした水道施設整備事業を計

画し、昭和５０年度より４ヵ年継続事業として実施した。この事業の主な内容は、河川汚濁

防止対策として汚泥処理施設の新設、配水

管の 

新設と老朽管の入替えによる配水系統の 

整備、赤水対策としての配水管モルタルラ 

イニング工事等であり、さらに集中管理装 

置を改良し、充実させたことにより、伊賀受 

水場の無人化をはかった。 

・着工年月日   昭和 50 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   昭和 54 年 3 月 31 日 

・総事業費         763,671,325 円         〔石川浄水場汚泥処理設備〕 

 

（５） 送配水施設改良事業 

水道施設整備事業の完了に伴い、送配 

水設備における動力面の改良が必要とさ 

れ、さらに電気系統設備の安全性を確保 

しながら施設の有効利用をはかり、もって、 

給水を円滑にするため、送配水施設改良 

事業を昭和５４年度に単年度で実施した。 

・着工年月日   昭和 54 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   昭和 55 年 3 月 31 日 

・総事業費         212,093,638 円        〔石川浄水場送水ポンプ設備〕 

 

（６） 配水施設整備事業 

主として配水系統の整備に伴う配水管新設と老朽管の改良及び増口径工事を行い、円

滑な給水体制づくりを目的としたもので、配水施設整備事業として、昭和５５年度に単年度

で実施した。 

・着工年月日   昭和 55 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   昭和 56 年 3 月 31 日 

・総事業費         130,400,228 円 
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（７） 配水管整備事業 

古市、西浦地区の配水方法を加圧方式から自然流下方式に転換するための工事を一

部実施するとともに、市内各所に創設以来埋設されている相当年数の経過した老朽配水

管（特に石綿セメント管）の増口径布設替工事並びに水圧低下地域の配水管新設工事を

計画的に施行し、これに起因する出水不良、 

赤水、漏水の防止をはかるため第４次拡 

張事業と併せて、昭和５６年４月から昭和 

６０年３月までの４ヵ年継続事業として実 

施した。 

・着工年月日   昭和 56 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   昭和 60 年 3 月 31 日 

・総事業費         603,245,601 円       〔配水管布設工事φ400・φ600・φ500〕 

 

（８） 第 ４ 次 拡 張 事 業             

第３次拡張事業の完了によって、当面の水需要に対応してきたが、人口並びに使用水

量は年々増加し、昭和５４年度末には給水人口９９，５２５人、１日最大給水量４１，９００㎥

に達し、既に公称能力を１，９００㎥／日も上回る状態となり、次期拡張を検討していたが、

自己水源の開発が困難な本市において水源確保は、大阪府営水道からの分水の増量以

外にはなかった。幸い昭和５４年度末に大阪府営水道の第７次拡張事業が認可され、本

市への分水量４１，０００㎥（昭和６５年における１日最大）が決定したので、将来の水需要

に対応するため、目標年次を昭和６５年度、計画給水人口１３０，０００人、１日最大給水量

５８，５００㎥とする第４次拡張事業を計画し、昭和５６年３月に事業認可を受け、同年４月

に着手し、昭和６１年３月に完了した。なお、この事業により低区第２配水池を１池増設し、

また受水施設についても西浦受水場を築造し

たことにより、 

伊賀受水場との２ヶ所となった。 

・認可年月日   昭和 56 年 3 月 31 日 

・着工年月日   昭和 56 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   昭和 61 年 3 月 31 日 

（基本計画） 

○計画給水区域                             〔西浦受水場〕 

羽曳野市一円（ただし、高鷲 3 丁目 1 番 

から 3 番まで及び 9 番、10 番、高鷲 4 丁目

1 番から 9 番まで及び高鷲 5 丁目 1 番から

5 番まで並びに野々上 5 丁目 1 番から 2

番の一部を除く）藤井寺市陵南町全域 

○計画給水人口         130,000 人 

○計画一日最大給水量     58,500 ㎥ 

○総事業費        1,490,838,465 円 

〔低区第２配水池〕 
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（９） 第２次水道施設整備事業 

昭和５９年度に完了した配水管整備事業に引続き、古市、西浦、駒ケ谷地区の配水方

法を加圧方式から自然流下方式に転換するための工事並びに出水不良、赤水解消及び

漏水防止をはかるため、配水管の新設及び布設替を実施し、一方、受・配水施設につい

ては、伊賀受水場、羽曳山配水場の電気

設備 

及びポンプ設備等の全面的な改良を目的 

とした第２次水道施設整備事業を昭和６０

年 

度より６ヵ年継続事業として実施した。 

・着工年月日   昭和 60 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   平成 3 年 3 月 31 日 

・総事業費       1,921,874,654 円                 

                                         〔羽曳山配水場〕 

（10） 配水管改良工事 

 出水不良・赤水解消及び漏水防止をはかるための配水管の新設並びに布設替えを目的

としたもので、配水管改良事業として、平成３年度に単年度で実施した。  

・着工年月日   平成 3 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   平成 4 年 3 月 31 日 

・総事業費         187,124,359 円 

 

（11） 配水管改良工事 

 出水不良・赤水解消及び漏水防止をはかるための配水管の新設並びに布設替えを目的

としたもので、配水管改良事業として、平成４年度に単年度で実施した。  

・着工年月日   平成 4 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   平成 5 年 3 月 31 日 

・総事業費         231,410,144 円 

 

（12） 配水管改良工事 

 出水不良・赤水解消及び漏水防止をはかるための配水管の新設並びに布設替えを目的

としたもので、配水管改良事業として、平成５年度に単年度で実施した。  

・着工年月日   平成 5 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   平成 6 年 3 月 31 日 

・総事業費         331,548,573 円 

 

（13） 配水管改良工事 

 出水不良・赤水解消及び漏水防止をはかるための配水管の新設並びに布設替えを目的

としたもので、配水管改良事業として、平成６年度に単年度で実施した。  

・着工年月日   平成 6 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   平成 7 年 3 月 31 日 

・総事業費         253,400,911 円 
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（14） 第３次水道施設整備事業 

浄水プラントの改修設計と計装設備の集中管理システムの導入による、浄水場施設の

近代化及び出水不良・赤水解消及び漏水防止をはかるための配水管の新設並びに布設

替えを目的としたもので、平成７年度からの４ヵ年継続事業として実施した。 

・着工年月日   平成 7 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   平成 11 年 3 月 31 日 

・総事業費        2,133,759,704 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔中央監視設備〕                     〔水道管理センター〕 

 

（15） 第４次水道施設整備事業 

 将来を展望する水道整備基本計画に基づき、災害に強く、安全な水を安定して供給し

続けるため基幹施設の増強及び更新を図ることを目的としたもので、高区配水池の新設、

送水管の新設及び送水系統の再整備、配水幹線の整備、水道施設の耐震性能を把握す

るための詳細耐震診断等を平成１３年度からの５ヵ年継続事業として実施した。 

・着工年月日   平成 13 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   平成 18 年 3 月 31 日 

・総事業費        3,238,033,269 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     〔φ600 低区系配水幹線〕                  〔高区配水池〕     
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（16） 第５次水道施設整備事業 

第４次水道施設整備事業で実施した、水道施設詳細耐震診断の成果や近年の水需要

の動向を反映させた水道整備基本計画の改定（平成１９年）を受け、災害に強く、安全な

水を安定して供給し続けることを目的として、石川浄水場の全面更新、基幹管路の更新及

び配水管の整備等を図るため、平成２１年度からの７ヵ年継続事業として実施した。 

平成２２年１１月２２日には、羽曳野市水道事業変更認可を取得した。  

・着工年月日   平成 21 年 4 月 1 日 

・竣工年月日   平成 28 年 3 月 31 日 

・総事業費       3,459,902,000 円 

 

                   

〔石川浄水場〕                    〔紫外線照射装置〕 

 

（17） 第６次水道施設整備事業 

 第５次水道施設整備事業の完了後、社会情勢の変化や厚生労働省が発表した新水道

ビジョンを念頭に整備基本計画を改定（平成２９年）した。主な内容は施設・管路の耐震化

率の向上で、人口減少に合わせ口径を縮小するなどスペックダウンを盛り込んでいる。主

要な事業は壺井配水池全面更新及び重要給水施設配水管や基幹管路の耐震化であり、

平成３０年度から７ヵ年継続事業として実施中である。 

・着工年月日         平成 30 年 4 月 1 日 

・竣工年月日（予定）   令和 7 年 3 月 31 日 

・総事業費（予定）        5,052,218,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

    

〔伊賀受水場低区第２配水池送水管改良工事〕       〔壺井配水池更新工事〕    
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(単位：千円）

議　　　決 厚 生省 認可 費

年 月 日 年 月 日 起 工 年 月 日 完 成 年 月 日 総 事 業 費 起 債 一般財源（その他）

当 初 S　45．12．11 S　46．2．20 S　46．4．1 S　50．3．31 1,050,000 997,000    53,000

完 成 ─ ─ ─ 同　　上 1,271,400 1,205,500  65,900

─ ─ S　50．4．1 S　54．3．31 763,671 639,000    124,671

─ ─ S　54．4．1 S　55．3．31 212,093 190,000    22,093

─ ─ S　55．4．1 S　56．3．31 130,400 116,000    14,400

─ ─ S　56．4．1 S　60．3．31 603,246 549,000    54,246

当 初 S　55．12．11 S　56．3．31 S　56．4．1 S　61．3．31 1,310,000 1,200,000  110,000

完 成 ─ ─ ─ 同　　上 1,490,839 1,415,000  75,839

当 初 ─ ─ S　60．4．1 H　2．3．31 1,573,000 1,481,000  92,000

変 更 ─ ─ S　60．4．1 H　3．3．31 1,921,878 1,545,000  376,878

─ ─ H　3．4．1 H　4．3．31 187,125 140,000    47,125

─ ─ H　4．4．1 H　5．3．31 231,410 190,000    41,410

─ ─ H　5．4．1 H　6．3．31 331,549 230,000    101,549

─ ─ H　6．4．1 H　7．3．31 253,401 200,000    53,401

─ ─ H　7．4．1 H　11．3．31 2,133,759 1,350,000  783,759

─ ─ H　13．4．1 H　18．3．31 3,238,033 0 3,238,033

─ ─ H　21．4．1 H　28．3．31 3,459,902 0 3,459,902

─ ─ H　30．4．1 Ｒ　 ７．3．31 5,052,218 966,000 4,086,218第６次水道施設整備事業

34,049

21,000

第 ３ 次 拡 張 事 業

水 道 施 設 整 備 事 業

─

5,979

　　　　　　工　　　　　事　　　

第４次水道施設整備事業

8,000

　区　　分

創　　　　　　設 ─
（府知事）
S　2．3．20

S　2．8．16

２ . 拡 張 事 業 等 の 総 括

　　　　　　　項　　目
工　　　　　　期

S　3．5．6 50            50            

S　39．3．31 180,000    172,000    

水 道 総 合 事 業

当 初 S　35．2．25 S　35．3．8

完 成

S　45．3．31 438,000 417,000    S　41．4．1

─ S　40．3．31 203,979

完 成 ─ ─

─ ─

S　35．4．1

第 ４ 次 拡 張 事 業

第 ２ 次 水 道
施 設 整 備 事 業

配水管改良事業（H3年度）

198,000    

717,049 683,000    

第 ２ 次 拡 張 事 業

当 初 S　40．11．24 S　40．12．23

送 配 水 施 設 改 良 事 業

配 水 施 設 整 備 事 業

─ S　47．6．30

第５次水道施設整備事業

配水管改良事業（H4年度）

配水管改良事業（H5年度）

配水管改良事業（H6年度）

第３次水道施設整備事業

配 水 管 整 備 事 業
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目標年次 給水人口 １日最大給水量 １人１日最大給水量

人 ㎥ ℓ
     2,500         375        150

S　50 100,000 40,000 400

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

─ ─ ─ ─
石川浄水場汚泥処理設備
伊賀受水場の遠隔操作（無人化）

─ ─ ─ ─
石川浄水場送水設備改良
高区加圧ポンプ（INV)

─ ─ ─ ─ 配水管整備改良

─ ─ ─ ─ 自然流下方式

S　65 130,000 58,500 450

同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ 配水管整備改良

─ ─ ─ ─ 配水管整備改良

─ ─ ─ ─ 配水管整備改良

─ ─ ─ ─ 配水管整備改良

─ ─ ─ ─
水道管理センター（集中管理システム）の完成
壺井浄水場の遠隔操作（無人化）
配水管整備改良

─ ─ ─ ─
高区配水池（ＳＵＳ製上下2層6,000㎥）
送配水管整備改良・電気計装設備更新・配水ﾓﾆﾀｰ整備

─ ─ 46,200   ─
石川浄水場更新
石川送水管・高区送水管更新

─ ─ ─ ─
壺井配水池更新
伊賀受水場低区第２配水池送水管更新

同　　上 同　　上 同　　上

S　50 72,450

備　　　　　　　　考

─ 旧古市町送水開始

羽曳山配水場（配水池1,800㎥　2池）
石川浄水場取水設備（処理能力13,000㎥/日）
市内に散在する簡易水道を廃止、
石川浄水場に統合する。同　　上 同　　上 同　　上

羽曳山配水場改良（配水池3,500㎥　１池）
伊賀受水場改良
送配水管整備

25,360 350 高区配水池（PC　10,000㎥）（H21解体撤去）
壺井配水池（PC　　3,000㎥）
伊賀受水場（最大受水　12,860㎥/日）
石川浄水場急速ろ過法（処理能力13,000㎥/日）同　　上

伊賀受水場（最大受水22,760㎥/日）
低区第１配水池（PC　10,000㎥）
高区受水池（PC　300㎥）（H17解体撤去）
壺井浄水場（処理能力5,000㎥/日）

低区第2配水池（PC　10,000㎥）
伊賀受水場（最大受水　18,100㎥/日）
西浦受水場（最大受水　22,900㎥/日）

基 本 計 画

S　49 50,000 12,500 250

同　　上
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３．事　業　の　推　移

 区   分

行 政 区 域 内 人 口 （人） Ａ 114,757 113,847 113,152 112,452

給 水 区 域 内 人 口 （人） Ｂ 112,225 111,272 110,562 109,913

給 水 人 口 （人） Ｃ 112,225 111,272 110,562 109,913

給 水 戸 数 （戸） Ｄ 42,608 42,700 42,686 42,882

普 及 率 （％） C/B 100.0 100.0 100.0 100.0

自 己 水 （㎥） Ｅ 6,083,954 4,571,016 6,278,344 6,219,843

企 業 団 水 （㎥） Ｆ 6,177,130 7,681,290 5,947,870 5,841,895

総 水 量 （㎥） Ｅ+Ｆ 12,261,084 12,252,306 12,226,214 12,061,738

年 間 配 水 量 （㎥） Ｇ 12,261,084 12,252,306 12,226,214 12,061,738

１ 日 最 大 配 水 量 （㎥） Ｈ 38,349 38,570 38,358 36,117

１ 日 平 均 配 水 量 （㎥） Ｊ 33,592 33,476 33,496 33,046

１ 日 最 小 配 水 量 （㎥） Ｋ 30,678 30,162 30,915 29,438

１人１日最大配水量 （ℓ） H/C 342 347 347 329

１人１日平均配水量 （ℓ） Ｊ/C 299 301 303 301

年 間 有 効 水 量 （㎥） Ｌ 12,128,075 12,182,870 12,104,901 11,999,237

有 効 率 （％） L/G 98.9 99.4 99.0 99.5

年 間 有 収 水 量 （㎥） Ｍ 11,871,369 11,774,547 11,711,721 11,582,108

有 収 率 （％） M/G 96.8 96.1 95.8 96.0

事 業 収 益 （千円） Ｎ 2,493,363 2,487,311 2,416,347 2,355,376

事 業 費 用 （千円） Ｏ 1,929,839 2,077,285 1,914,379 1,899,599

純 損 益 （千円） Ｎ-O 563,524 410,026 501,968 455,777

資 本 的 収 入 （千円） Ｐ 346,198 387,983 279,478 170,861

資 本 的 支 出 （千円） Ｑ 1,096,488 1,549,788 650,495 824,744

差 引 （千円） P-Q △ 750,290 △ 1,161,805 △ 371,017 △ 653,883

財

政

状

況

               　　 　 年    度

普

及

状

況

水
源
状
況

給

水

状

況

H２９年度H２８年度H２６年度 H２７年度
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111,631 110,742 109,810 109,377 108,651 107,800

109,084 108,174 107,215 106,778 106,047 105,162

109,084 108,174 107,215 106,778 106,047 105,162

43,099 43,348 43,513 43,792 43,798 43,911

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

6,216,740 6,292,368 6,201,526 6,302,960 6,256,375 6,108,407

5,698,680 5,511,155 5,707,103 5,375,448 5,220,540 5,281,072

11,915,420 11,803,523 11,908,629 11,678,408 11,476,915 11,389,479

11,915,420 11,803,523 11,908,629 11,678,408 11,476,915 11,389,479

36,186 36,463 36,796 35,834 36,016 34,161

32,645 32,250 32,626 31,996 31,444 31,119

29,688 29,094 29,198 28,403 28,912 27,415

332 337 343 336 340 325

299 298 304 300 297 296

11,846,445 11,738,663 11,857,151 11,636,357 11,439,720 11,359,483

99.4 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7

11,485,668 11,307,141 11,566,345 11,385,733 11,206,786 11,013,532

96.4 95.8 97.1 97.5 97.6 96.7

2,525,162 2,335,948 2,195,693 2,307,992 2,299,987 2,185,445

1,981,161 1,892,115 1,906,207 1,847,984 1,925,824 1,897,336

544,001 443,833 289,486 460,008 374,163 288,109

209,403 78,914 72,088 509,454 548,047 494,823

940,479 660,601 930,061 1,435,123 1,483,769 2,071,922

△ 731,076 △ 581,687 △ 857,973 △ 925,669 △ 935,722 △ 1,577,099

R5年度R４年度R３年度R元年度 R２年度H３０年度
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４．普及状況の推移・自己水・企業団水の推移

５．配水量分析(令和５年度）

有 収 水 量 料金水量
11,013,532 ㎥ 11,013,532 ㎥
96.70% 96.70%

有 効 水 量 消防用水量
11,359,483 ㎥ 859 ㎥

配 水 量 99.74% 0.01%
11,389,479 ㎥ 無 収 水 量 局事業用水量等
100.00% 345,951 ㎥ 174,250 ㎥

3.04% 1.53%
メータ不感水量

170,842 ㎥
1.50%

無 効 水 量 調定減額水量
29,996 ㎥ 14,044 ㎥
0.26% 0.12%

漏水量等
15,952 ㎥
0.14%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R4年度 R5年度

自己水・企業団水の推移 自己水 企業団水

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

H26年度H27年度H28年度H29年度H30年度R元年度R２年度R３年度 R4年度 R5年度

（人・戸）

普 及 状 況 の 推 移

行政区域内人口

給水人口

給水戸数
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Ⅱ 機    構 
 

 

 

 

 

 
 

石川浄水場 

 

 



1．歴代管理者

水道局長が職務代理

水道局長が職務代理

水道局長が職務代理

水道局長が職務代理

水道局長が職務代理

2．機構図 （令和5度）

　総務課
　会計年度任用職員（一般）1名を含む

　再任用職員1名を含む

　工務課
　再任用職員1名を含む

　再任用職員3名を含む

※平成２２年４月から管理者非設置   会計年度任用職員（一般）1名を含む

（市長は職員数に含めない）

3．職員構成
  (1) 職員構成(職員数及び配置)　　（令和5度）

局長 次長 課長 参事
課長
補佐

主幹 主査 主任 主事 計

1 1

0 0 1 0 2 1 0 3 7

総務担当 1 1 1 （1） 3（1）

財務担当 1 2 3

0 0 1 0 5 2 0 2 2 12

管路担当 2 1 　 1 （3） 4（3）

浄水担当 1 1 1(1) 3（1）

建設担当 2 1 　 １(3) 4（3）

 1 0 2 0 7 3 0 5 2 20

氏        名
任                       期

備　　　　考
就       任 退        任

西　川　源一郎 昭和43年 7月 1日 昭和52年 7月 8日

北　辻　寿　男 昭和52年 7月 9日 昭和52年 8月 2日 水道局次長が職務代理

松  本  市太郎 昭和52年 8月 3日 昭和55年 1月 4日

西　田　菊　次 昭和55年 1月 5日 昭和63年 3月31日

河　徳　久　雄 昭和63年 4月 1日 平成２年 3月31日

杉　本　雅　己 平成２年 4月 1日 平成７年 3月31日

潮　田　洋　右 平成７年 4月 1日 平成９年12月31日

潮　田　洋　右 平成10年 1月 1日 平成15年12月31日

植　田　信　也 平成16年 1月 1日 平成16年 3月31日

浅　田　幹　男 平成16年 4月 1日 平成20年 3月31日

田　仲　義　己 平成20年 4月 1日 平成21年 3月31日

鎌　田　孝　司 平成21年 4月 1日 平成22年 3月31日

 総務課

 工務課

合    計

（　）は再任用・会計年度任用職員（特定・一般）で職員数に含めない

※平成２２年４月１日より羽曳野市水道事業の設置等に関する条例第４条第１項の規定により管理者は非設置。

　　　　            　　補職名
 課・担当

課長（１）

課長（１）

市
長
（１）

局
長
（１）

総務担当（４）

財務担当（３）

建設担当（7）

浄水担当（4）

管路担当（７）
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（２）　年齢別・経験年数別構成　　
（単位：人、％）

５６才以上 5 17.9 8 32.0 9 37.5 7 29.2 3 15.0

５１～５５ 5 17.9 3 12.0 3 12.5 2 8.3 4 20.0

４６～５０ 5 17.9 4 16.0 4 16.7 5 20.8 3 15.0

４１～４５ 7 25.0 8 32.0 4 16.7 2 8.3 2 10.0

３６～４０ 3 10.7 1 4.0 1 4.2 2 8.3 2 10.0

３１～３５ 2 7.1 1 4.0 2 8.3 5 20.8 6 30.0

２６～３０ 1 3.5 1 3.5 2 8.3 1 4.2 0 0.0

２１～２５ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

２０才以下 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

平　均

２５年以上 3 10.7 4 16.0 4 16.7 4 20.8 2 8.3

２２～２４ 2 7.1 2 8.0 4 16.7 4 4.2 1 4.2

１９～２１ 2 7.1 2 8.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

１６～１８ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

１３～１５ 1 3.6 1 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

１０～１２ 0 0.0 1 4.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2

　７～９ 3 10.7 4 16.0 1 4.2 1 8.3 1 4.2

　４～６ 6 21.5 5 21.5 5 20.8 5 20.8 5 20.8

　３年以下 11 39.3 7 28.0 11 45.8 10 41.7 10 41.7

平　均

平均年齢 ４６．０才 平均経験年数 ７年７月

R5年度

４６．０才

７年７月

R元年度 R4年度

４６．６才

９年９月

４８．２才

経

験

年

数

別

構

成

R2年度 R3年度区 分

年

齢

別

構

成

４６．８才

１１年５月９年２月

４８．２才

１０年６月

２５年以上
２２～２４

７～９

４～６

３年以下

経験別構成
５６才以上

５１～５５

４６～５０
４１～４５

３６～４０

３１～３５

２６～３０年齢別構成

40.0

44.0

48.0

52.0

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

(才) 平均年齢経年変化

0

4

8

12

16

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

(年)
平均経験年数経年変化

40.0

44.0

48.0

52.0

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

(才) 平均年齢経年変化

0

4

8

12

16

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

(年)
平均経験年数経年変化
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４．事 務 分 掌    

  

 総 務 課 

 (1) 水道事業経営の企画及び総合調整に関すること。 

 (２) 財政計画及び資金計画に関すること。 

 (３) 条例、規程等に関すること。 

 (４) 職員の給与、人事その他労務に関すること。 

 (５) 入札、契約及び検査に関すること。 

 (６) 予算及び決算に関すること。 

 (７) 出納その他会計事務に関すること。 

 (８) 企業債、一時借入金等に関すること。 

 (９) 局の資産の取得、管理及び処分に関すること。 

 (10) 水道事業の広報活動に関すること。 

 (11) 水道料金及び下水道使用料（以下「水道料金等」という。）の調定及び徴収に関すること。   

 (12) 使用水量の計量及び認定に関すること。 

 (13) 水道料金の未納による給水停止処分に関すること。 

 (14) 水道の開閉栓及び名義変更に関すること。 

 (15) 量水器に関すること。 

 (16) その他水道料金等に関すること。 

 (17) その他局の庶務に関すること。 

 

工 務 課 

 (１) 浄水場の管理に関すること。  

 (２) 受水及び配水施設の管理に関すること。  

 (３) 浄水場、受水場、配水施設の運転及び配水に関すること。  

 (４) 水質検査及び上水水質管理に関すること。   

 (５) 水源保全に関すること。  

 (６) 水道の管路管理に関すること。  

 (７) 給水装置に関すること。  

 (８) 指定給水装置工事事業者に関すること。  

 (９) 受託工事、開発協議及び申請に関すること。   

 (10) 拡張、整備、改良工事に関すること。  

 (11) 整備事業に係る進捗管理に関すること。  

 (12) 課の所管する事務に係る関係機関との調整に関すること。  

 (13) 貯蔵品（材料）、工具の管理及び保管に関すること。 

 (14) 課の庶務に関すること。 
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５．安 全 衛 生 

（１）羽曳野市水道局職員安全衛生委員会要綱 

制 定  昭 52.11.10 

  最近改正  平 27. 4. 1 

 (目的) 

第 1 条 職員の労働安全衛生に関する事項について、調査審議し安全衛生の円滑な推進を図ることを目的

とする。 

 (設置) 

第2 条 前条の目的を達成するため羽曳野市水道局職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

 (所掌事務) 

第3 条 委員会は、次の事項について調査審議し、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以

下「管理者」という。)に意見を述べる。 

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。 

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。 

(3) 職員の公務災害に関する申請及び認定に関すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する事項 

 (構成) 

第4 条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。 

(1) 水道事業の実施を総括管理する者若しくは、これに準ずる職員のうちから管理者が指名した者1名 

(2) 前号以外の職員のうちから管理者が指名した者 若干名 

2 管理者は、前項第2号に掲げる委員については、労働組合の推せんする者を1名以上選任するものとす

る。 

 (委員長) 

第5 条 委員会の委員長は、前条第1項第1号に掲げる者とする。 

2 委員長は会務を掌理し、委員会を代表し、採決権をもたない。 

3 委員長に事故あるときは、委員長はあらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。 

(安全衛生推進者) 

第6 条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2に規定する安全衛生推進者は、労働安全衛生

規則(昭和 47年労働省令第 32号)第 12条の 3に規定する必要な能力を有すると認められる者であって、

委員であるもののうちから、委員会が1名選任する。 

2 安全衛生推進者は、羽曳野市職員安全衛生管理規則(平成12年羽曳野市規則第41号)第7条第2項各号

に掲げる業務を担当する。 

3 安全衛生推進者がやむを得ない理由により職務を遂行することができないときは、委員会は代理人を選

任し、その職務の代理をさせるものとする。 

 (任期) 

第7条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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 (運営) 

第8条 委員会は、委員長が招集し議長となる。 

2 委員会は、定例会を毎月 1 回開催するようにしなければならない。ただし、緊急の議事があるときは、

この限りでない。 

3 委員会は、特別な場合を除くほか委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その者に意見を聴くことができる。 

 (専門部会) 

第9条 委員会は、安全衛生の専門事項について調査させ、又意見を聴くため、次の 

 各号に掲げる専門部会を置くことができる。 

(1) 安全部会 

(2) 衛生部会 

(3) 安全運転部会 

2 専門部会は、委員のうちから委員会において選出した会長及び専門部会委員をもって組織する。 

3 専門部会は、委員会の議決による付議された事項についてすみやかに調査し、その結果を委員会に報告

しなければならない。 

4 委員長が必要と認めるときは、委員会の同意を得て職員の中から専門部会委員を選出することができる。 

5 前各号に定めるもののほか専門部会の会議については、第8条第1項及び第3項から第4項までの規定

を準用する。 

  (庶務) 

第10条 委員会の庶務は、総務課で行う。 

 (その他の事項) 

第11条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営について、必要な事項は委員長が定める。 

     

 

      
 〔安全衛生への思いを込めて〕                        〔車両点検〕 
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（2）安全衛生管理体制図（令和5年度）

火元責任者

低区第2配水池

電気室

水道管理センター

伊賀受水場

水質試験室棟1F
事務所

石川浄水場
（ろ過池棟・浄水池棟・

発電機棟含む）

水質試験室棟2F

水質試験室棟1F
守衛室

水質試験室棟
1F・2F書類倉庫

壺井浄水場

羽曳山配水場

高区配水池
電気室

低区第1配水池
危機管理防災倉庫

安全衛生委員長

防火担当責任者 

安全部会長

安全運転部会長

衛生部会長

安全衛生委員

本庁事務所4F

安全衛生推進者

火元総括責任者 

低区第1配水池
倉庫

西浦受水場

低区第1配水池
電気室
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(3)地震・風水害・その他出動体制組織

① 地震時出動体制組織図

【震度５弱以上配備】

　　（全員参集） 　本部長

　副本部長

　

　（13名）【震度４以上】

総務班

１．震度４以上の場合には、事前指定職員が参集する。

２．震度５弱以上の場合は、全員参集とする。(上下水道震災対策本部体制）

３．各班担当は本部に参集し、施設担当は水道管理センターに参集する。

４．地震発生直後、送配水担当は給水活動を優先し、発生後４日目以降は、水道施設の調査及び緊急対応を行う。

② 風水害・その他出動体制組織図

【三次参集】（全員参集）

【二次参集】

【一次参集】

　本部長 （市　　　長）

　副本部長（局　　　長）

水道局役員

※機動班
一次参集で市防災より待機・出動の要請を受けるが、局が緊急事態である場合、水道局体制に戻る。

③ その他市長が必要と認めた場合

震度３以上の地震時に市内において局地的な被害が発生したとき。
休日・夜間に台風等により気象警報の発表が予想されるとき。　など

（工務課長）

給配水・復旧班

（技術管理者）

（市　　　長）

（局　　　長）

局　　　長

技術管理者

サブチーフ

送・受水担当 配水・復旧担当 給水担当

スタッフ

サブチーフ サブチーフ サブチーフ サブチーフ

チーフ チーフ チーフ チーフ

スタッフ スタッフ スタッフ

庶務・広報担当

班長　（工務課長）

スタッフ スタッフ

　　班長 班長 （総務課長）

総務班

チーフ

水道局災害対策本部

送受水担当 配水復旧担当 給水担当

チーフ

　　　班長　（総務課長）　

庶務・広報担当

チーフ

地震災害対策本部

サブチーフ

給配水・復旧班

サブチーフ

チーフ

スタッフスタッフ

サブチーフ

スタッフ
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Ⅲ 財    政 
 

 

 

 

 

高区配水池 

 

 

 



１．令和５年度　　決算の概要

2,185,445 100% 494,823 100%

1,606,516 74% 390,000 79%

350,654 16% 97,842 20%

228,275 10% 6,981 1%

1,897,336 100% 2,071,922 100%

734,523 39% 1,974,367 95%

380,237 20% 97,575 5%

343,415 18% 1,577,099

181,183 10% 　

21,527 1%

85,788 4%

150,663 8%

288,109

収益的収支（税抜）
　　　　（単位：千円）

資本的収支（税込）
　　　　（単位：千円）

収入

 工事負担金

支出

 建設改良費

 企業債

 他会計負担金

 水道料金

 その他

収入

 長期前受金戻入

支出

 減価償却費

 受水費

 委託料

 人件費

 資産減耗費

 動力費

 その他

利益

 企業債償還金

不足金

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

千円

収益的収支 収入 支出

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

千円

資本的収支 収入 支出
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　(1)　収  益  的  収  入

第１款

事業収益

第１項

　営業収益

第２項

　営業外収益

第３項

　特別利益

　（２）　収 益 的 支 出

区 分

第１款

事業費用

第１項

　営業費用

第２項

　営業外費用

第３項

　特別損失

第４項

　予備費

0 0 0

0

0

0

01,000,000 0 0 454,000△ 546,000

2,000,000 0 0 2,000,0000 0

0 2,892,000 0 107,963,000

546,000 △ 2,892,000 0 2,156,419,000

2,266,836,000

区 分

予 算 額

 地方公
 営企業
 法第24
 条第３
 項の規
 定によ
 る支出
 額

予 算 額

2,019,239,000

409,451,000

0

当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 流用増減額

88,658,000

△ 47,898,000

△ 64,311,000

16,413,000

2,314,734,000

当  　初  　予　 算  　額

2,428,690,000

2,223,076,000

0

補　　正　　予　　算　　額

24,869,000

△ 155,730,000

180,599,000

予備費
支出額

0

 地方公営企業法第24条
 第３項の規定による支出
 額に係る財源充当額

小             計
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（単位：円）

（単位：円）

00 314,107 314,107

454,000 0

23,970

0 86,580,005 1,362

0

000 454,000

2,000,000 263,599 0 1,736,401

87,749,212

0 107,963,000 21,382,995

87,774,544

0 2,156,419,000 1,962,352,736 0 194,066,264

0 2,266,836,000 1,983,999,330 0 282,836,670

予 算 額

 地方公営
 企業法第
 26条第２
 項の規定
 による繰
 越額

合       　　   計

2,453,559,000

1,863,509,000

予 算 額

3,544,866

170,236,416

決　　　　　算　　　　　額

584,278,390 △ 5,771,610

166,691,550

2,438,941,947

1,854,349,450

△ 14,617,053

予算額に比べ決
算 額 の 増 減

備　　　考
（うち仮払消費税）

備　　　考
（うち仮受消費税）

△ 9,159,550

不    用    額

 地方公営
 企業法第
 26条第２
 項の規定
 による繰
 越額

590,050,000

合　　　計 決　　　算　　　額
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　(3)　資 本 的 収 入

　(4)　資 本 的 支 出

流
用
増
減
額

 地方公営企
 業法第26条
 の規定によ
 る繰越額

継続費逓次
繰   越   額

第１款

 資本的支出

第１項

  建設改良費

第２項

  企業債償還金

　企業債

第１項
900,000,000 △ 510,000,000 390,000,000 0

108,928,000 0

97,575,000

小        計

0

△ 627,441,000

　固定資産売却代金

7,000,000

1,133,379,000

10,000

第３項

　工事負担金
200,369,000 △ 91,441,000

97,575,000

7,000,000

10,000

第４項

　他会計負担金

当  初  予  算  額

0

△ 17,476,000 0

第５項

2,239,663,000

2,142,088,000

0 0

区       分

小　　　　計

949,302,767

当  初  予  算  額 補  正  予  算  額

 地方公営企
 業法第26条
 の規定によ
 る繰越額に
 係る財源充
 当額

505,938,000

補  正 予  算  額

区           分

第１款

資本的収入

2,124,612,000

0

0

0

2,222,187,000

0

0

0

△ 17,476,000

0

949,302,767

0

予 算 額

予 算 額

　国庫補助金

第２項
26,000,000 △ 26,000,000 0 0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,577,099,367円は当年度消費税資本的収支調整額167,919,538円、 当年度損益
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（単位：円）

（単位：円）

合 計

 地方公営企
 業法第26条
 の規定によ
 る繰越額

合 計

390,000,000 0 00

855,487,390

97,575,000 97,574,869 00

0

継続費逓次
繰   越   額

855,487,390

10,000

2,071,921,8673,171,489,767

　継続費逓次
　繰越額に係
　る財源充当
　額

390,000,000

△ 19,400

△ 11,115,500494,822,500505,938,000

△ 11,086,100108,928,000 97,841,9000

0

7,000,000

0

0

1,974,346,998 0

0

△ 10,000

244,080,379 176,277,156

131 0

855,487,3903,073,914,767

0

176,277,156

予 算 額 に 比 べ
決 算 額 の 増 減

備　　　　　　　　　考

（うち仮受消費税）

不 用 額

8,357,618

0

0

備     考

（うち仮払消費税）

8,357,618

0

合　　　計
決　　算　　額

244,080,510

予 算 額

予 算 額

6,980,600

翌 年 度 繰 越 額

855,487,390

決 算 額

0 0 0 0

円、 当年度損益勘定留保資金405,395,322円、減債積立金18,800,000円及び建設改良積立金984,984,507円で補てんした。
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２．収益的収支の推移
（単位：千円）

年　　度

  科　　目

事業収益 2,335,948 2,195,693 2,307,992 2,299,987 2,185,445

営業収益 1,861,326 1,710,332 1,854,841 1,833,598 1,687,658

給水収益 1,784,406 1,635,688 1,790,085 1,762,650 1,606,516

受託工事収益 14,751 11,451 9,888 9,458 19,690

その他営業収益 62,169 63,193 54,868 61,490 61,452

営業外収益 474,622 485,361 452,497 466,158 497,473

受取利息 1,523 1,033 386 1,942 991

受託工事収益 0 0 0 0 0

他会計補助金 1,880 1,400 1,320 1,460 1,228

他会計負担金 0 0 0 0 93,101

長期前受金戻入 393,065 377,972 375,887 361,144 350,654

雑収益 78,154 104,956 74,904 101,612 51,499

特別利益 0 0 654 231 314

固定資産売却益 0 0 0 0 0

過年度損益修正益 0 0 0 0 0

その他特別利益 0 0 654 231 314

事業費用 1,892,115 1,906,207 1,847,984 1,925,824 1,897,336

営業費用 1,842,274 1,830,227 1,803,675 1,854,339 1,874,604

原水及び浄水費 646,523 637,006 634,970 648,684 654,281

配水及び給水費 144,538 150,422 113,074 148,458 135,752

受託工事費 21,855 19,996 23,125 21,933 18,500

業務費 134,705 121,798 130,828 138,826 160,462

総係費 144,447 151,022 144,048 139,022 149,559

減価償却費 722,673 719,981 730,853 723,578 734,523

資産減耗費 27,533 30,002 26,777 33,838 21,527

その他営業費用 0 0 0 0 0

営業外費用 48,802 75,533 43,747 71,334 22,492

支払利息 21,068 17,696 14,256 14,009 16,983

受託工事費 0 0 0 0 0

雑支出 27,734 57,837 29,491 57,325 5,509

特別損失 1,039 447 562 151 240

固定資産売却損 0 0 0 0 0

過年度損益修正損 1,039 447 562 151 240

その他特別損失 0 0 0 0 0

収 支 差 引 443,833 289,486 460,008 374,163 288,109

R５年度R４年度R３年度R２年度R元年度
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３．資本的収支の推移
（単位：千円）

年　　度

　科　　目

資本的収入 78,914 72,089 509,454 548,047 494,823

企業債 0 0 458,300 480,800 390,000

政府資金 0 0 0 0 0

       公庫資金 0 0 458,300 480,800 390,000

     　その他 0 0 0 0 0

国庫（府）補助金 0 0 0 0 0

工事負担金 78,476 72,089 48,751 66,338 97,842

       分担金 43,159 42,022 39,744 38,472 36,194

       配管負担金等 35,317 30,067 9,007 27,866 61,648

他会計負担金 438 0 2,403 909 6,981

出資金 0 0 0 0 0

固定資産売却代金 0 0 0 0 0

資本的支出 660,601 930,061 1,435,123 1,483,769 2,071,922

建設改良費 551,914 818,003 1,323,608 1,373,378 1,974,347

企業債償還金 108,687 112,058 111,515 110,390 97,575

政府資金 61,744 63,661 65,643 67,692 60,889

地方公共団体
金融機構資金

46,943 48,397 45,872 42,698 36,686

その他 0 0 0 0 0

収 支 差 引 △ 581,687 △ 857,972 △ 925,669 △ 935,722 △ 1,577,099

R５年度R４年度R３年度R２年度R元年度
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４． 貸借対照表の推移（借方）
（単位：千円）

年　　度

科　　目

資産 23,705,148 23,445,279 24,269,425 24,843,761 24,879,530

固定資産 19,640,529 19,721,644 20,211,369 20,763,746 21,872,764

有形固定資産 19,482,306 19,568,607 20,063,519 20,621,082 21,735,286

土地 1,495,273 1,520,083 1,520,083 1,520,083 1,520,083

1,514,379 1,514,379 1,514,379 1,514,379 1,514,379

(505,336) (535,884) (566,432) (596,543) (626,654)

28,265,552 28,806,756 29,334,844 29,967,238 32,214,204

(12,760,334) (13,247,275) (13,800,365) (14,270,974) (14,818,371)

2,584,156 2,656,306 2,658,971 2,701,508 2,697,907

(1,218,281) (1,330,300) (1,449,113) (1,549,929) (1,645,807)

29,377 28,453 25,415 25,842 25,842

(24,549) (24,197) (19,286) (19,319) (20,354)

50,584 50,784 52,372 54,912 55,943

(36,769) (39,794) (42,197) (42,728) (44,307)

建設仮勘定 88,254 169,296 834,848 1,316,613 862,421

無形固定資産 158,223 153,037 147,850 142,664 137,478

施設利用権 152,535 148,502 144,469 140,436 136,404

電話加入権 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074

ソフトウェア 4,614 3,461 2,307 1,154 0

投資 0 0 0 0 0

投資有価証券 0 0 0 0 0

流動資産 3,929,619 3,723,635 4,058,056 4,080,015 3,006,766

現金預金 3,681,881 3,439,008 3,785,171 3,786,371 2,729,303

未収金 232,914 265,470 251,983 271,676 255,407

貯蔵品 14,824 19,157 20,902 21,968 22,056

保管有価証券 0 0 0 0 0

短期有価証券 0 0 0 0 0

前払金 0 0 0 0 0

        （　　　　　　）は減価償却累計額

R４年度R元年度 R２年度 R５年度R３年度

工具器具及び備品

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具
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（単位：千円）

年　　度

科　　目

負債 11,318,830 10,904,476 11,268,613 11,468,788 11,216,446

固定負債 783,790 673,363 1,017,049 1,337,013 1,645,201

企業債（建設改良費等の財源たる) 548,386 436,871 784,781 1,168,006 1,471,417

引当金 235,404 236,492 232,268 169,007 173,784

流動負債 775,639 702,845 1,012,867 1,135,191 761,853

企業債（建設改良費等の財源たる) 112,058 111,515 110,390 97,575 86,589

未払金 350,903 328,518 700,390 821,562 457,729

前受金 57,003 45,969 40,107 49,906 37,180

引当金 110,413 63,845 23,951 19,470 17,290

預り金 145,262 152,998 138,030 146,678 163,065

預り有価証券 0 0 0 0 0

繰延収益 9,759,401 9,528,268 9,238,697 8,996,584 8,809,392

補助金 12,993 12,272 11,799 11,326 10,875

受贈財産評価額 1,413,202 1,448,053 1,437,684 1,446,095 1,461,970

工事負担金 8,189,852 7,929,945 7,653,977 7,407,187 7,201,760

他会計負担金 143,354 137,998 135,237 131,976 134,787

資本 12,251,318 12,540,804 13,000,812 13,374,974 13,663,085

資本金 7,747,815 7,932,859 8,357,163 8,789,675 9,213,756

自己資本金 ※H26より「資本金」 7,747,815 7,932,859 8,357,163 8,789,675 9,213,756

借入資本金 0 0 0 0 0

剰余金 4,503,503 4,607,945 4,643,648 4,585,299 4,449,329

　　資本剰余金 1,382,089 1,382,089 1,382,089 1,382,089 1,382,089

　　国庫府補助金 0 0 0 0 0

　　受贈財産評価額 461,477 461,477 461,477 461,477 461,477

　　寄付金 0 0 0 0 0

　　工事負担金 920,612 920,612 920,612 920,612 920,612

　　他会計負担金 0 0 0 0 0

　　利益剰余金 3,121,414 3,225,856 3,261,559 3,203,210 3,067,240

　　減債積立金 0 0 0 0 0

　　建設改良積立金 1,247,389 1,141,284 916,273 821,292 85,308

　　未処分利益剰余金 1,874,025 2,084,572 2,345,286 2,381,918 2,981,932

R元年度 R５年度

  貸借対照表の推移（貸方）

R２年度 R４年度R３年度
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５．事業費用構成
(１) 経常費用構成比 （受託工事費等を含む）

（単位：千円）

 年　度

 科　目

職 員 給 与 費 224,751 220,968 202,818 201,493 181,183

支 払 利 息 21,068 17,697 14,255 14,009 16,983

減 価 償 却 費 722,673 719,981 730,853 723,578 734,523

受 水 費 396,803 392,258 387,032 375,879 380,237

動 力 費 67,488 63,268 68,842 93,987 85,788

修 繕 費 0 0 0 44,274 36,654

材 料 費 10,219 6,898 2,878 4,790 2,900

薬 品 費 4,057 5,736 5,607 5,874 3,087

路 面 復 旧 費 8,760 11,544 15,286 9,531 7,081

そ の 他 435,257 467,410 419,851 452,259 448,660

合 計 1,891,076 1,905,760 1,847,422 1,925,674 1,897,096

(２) 経常費用構成比 （受託工事費等を除く）
（単位：千円）

年　度

 科　目

職 員 給 与 費 204,978 201,467 181,715 180,022 163,072

支 払 利 息 21,068 17,696 14,255 14,009 16,983

減 価 償 却 費 722,673 719,981 730,853 723,578 734,523

受 水 費 396,803 392,258 387,032 375,879 380,237

動 力 費 67,488 63,268 68,842 93,987 85,788

修 繕 費 0 0 0 44,247 36,593

材 料 費 10,219 6,898 2,878 4,790 2,900

薬 品 費 4,057 5,736 5,607 5,874 3,087

路 面 復 旧 費 7,311 11,514 13,786 9,531 7,081

そ の 他 434,624 466,947 419,329 451,824 448,332

合 計 1,869,221 1,885,765 1,824,297 1,903,741 1,878,596

R3年度

R3年度

R2年度

R2年度

R元年度

R元年度

R５年度

R５年度

R４年度

R４年度
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（３）　有収水量１㎥当たりの費用

　　　性質別給水原価 （単位：円）

科 目　　　    　年 度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

職 員 給 与 費 14.32 13.93 12.67 13.02 12.04

支 払 利 息 1.47 1.22 1.00 1.01 1.26

減 価 償 却 費 50.47 49.77 50.96 52.32 54.24

受 水 費 27.71 27.11 26.99 27.18 28.08

動 力 費 4.72 4.37 4.80 6.79 6.34

修 繕 費 0.00 0.00 0.00 3.20 2.70

材 料 費 0.71 0.48 0.20 0.35 0.21

薬 品 費 0.28 0.40 0.39 0.42 0.23

路 面 復 旧 費 0.51 0.80 0.96 0.69 0.52

委 託 料 20.57 20.88 20.08 20.77 25.36

量 水 器 取 替 費 1.23 1.03 1.22 1.06 1.28

そ の 他 8.56 10.37 7.94 10.84 6.47

計 130.55 130.36 127.21 137.65 138.73

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

(円)

有収水量1㎥当たりの性質別給水原価

その他

量水器取替費

委託料

路面復旧費

薬品費

材料費

修繕費

動力費

受水費

減価償却費

支払利息

職員給与費
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６．経営分析

R元年度

固 定 資 産

固定資産＋流動資産（＋繰延資産）

固 定 負 債

負 債 資 本 合 計

資 本 金 ＋ 剰 余 金 ＋ 繰 延 収 益

負 債 資 本 合 計

固 定 資 産

資本金＋剰余金＋固定負債＋繰延収益

固 定 資 産

資 本 金 ＋ 剰 余 金 ＋ 繰 延 収 益

流 動 資 産

流 動 負 債

現金預金＋（未収金－貸倒引当金）

流 動 負 債

現 金 預 金

流 動 負 債

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

（期首自己資本＋期末自己資本）×1/2

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

(期首固定資産 ＋ 期末固定資産)×1/2

当 年 度 減 価 償 却 費

償却資産（有形＋無形）＋当年度減価償却費

(営業収益 － 営業・受託工事収益 )

(期首流動資産 ＋ 期末流動資産)×1/2

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

(期首未収金 ＋ 期末未収金 )×1/2
7.2

83.3

3.3

93.4

86.2

（％） ×100 506.6

（％） ×100

×100

固 定 負 債 構 成 比 率

固 定 比 率

固定資産対長期資本比率

自 己 資 本 構 成 比 率

474.7

（％）

×100

504.7

（％）

（％）

（％）

89.2

未 収 金 回 転 率

固 定 資 産 回 転 率

酸 性 試 験 比 率

自 己 資 本 回 転 率

減 価 償 却 率

0.1

流 動 資 産 回 転 率

（％）

（回）

（回）

（回）

（％） ×100

（回）

×100

項 目 算 定 式

現 金 比 率

流 動 比 率

固 定 資 産 構 成 比 率 ×100（％）

×100

×100

×100

0.1

3.8

0.5
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R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 説 明

6.9

357.5

333.5

0.1

0.1

3.6

0.5

83.6

5.4

90.0

87.6

92.8

359.4

6.7

3.5

97.3

0.1

0.1

営業未収金等の回転速度を示すもので、高いほど未収金の回収期間
が短いことを意味する。

この比率が高ければ、負債の返済に追われ、金利負担により企業経営
が悪化することになる。

企業経営上は、この比率が高いほど良いが、通常公営企業は施設を
企業債で建設するので全般的に低率である。

この比率が100％以上の場合は固定資産の調達原資の一部が短期資
金で賄われていることを意味する。

固定資産の調達原資は自己資本によって賄われるべきであるとする企
業財政上の原則から100％以下が望ましい。

この比率が高ければ短期債務に応ずる流動資産が豊富なことを意味
する。流動性を確保するためには２倍以上が理想である。

この比率が高いほど運転資金が豊富で支払能力があることを意味す
る。一般的には、100％以上であることが要求される。

6.2

394.7

この比率が高いほど、投下資本に比して営業活動が活発なことを意味
する。
※自己資本＝資本金＋剰余金＋繰延収益

この比率が高ければ、固定資産が利用されていることを示し、低いこと
は過大投資を意味する。

391.8

529.8

358.2

527.1

この比率は、償却対象固定資産に対する平均償却率であり、水道事業
においては３％前後で団体間、年度間でほとんど差異はない。

この比率が高いほど企業の資本運用効率が良いことを意味する。0.5

この比率は、当座の支払能力を測定するために用いられるもので
100％以上であることが望ましい。

この比率が高ければ、資本が固定化の傾向にある。公営企業の場合
は設備投資型企業であるので、この比率が高い。

87.9

6.6

90.3

90.7

84.1

94.1

2.9

91.6

86.9

89.4 90.9

86.7

83.3

4.2

489.3

400.7

398.6

373.7

7.0

0.1

0.1

3.6

0.5

0.1

0.1

3.8

0.4
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R元年度

当 年 度 純 利 益

（期首負債資本合計＋期末負債資本合計）×1/2

総 収 益

総 費 用

(支払利息 + 企業債取 扱諸 費 )

負債(他会計借入金＋一時借入金)＋借入資本金

企業債償還元金対 建設改良のための企業債償還元金

減価償却費比率 当 年 度 減 価 償 却 費

企業債償還元金対 建設改良のための企業債償還元金

料金収入比率 料 金 収 入

企業債利息対 企 業 債 利 息

料金収入比率 料 金 収 入

企業債元利償還金対 建設改良のための企業債元利償還金

料金収入比率 料 金 収 入

経 常 収 益

経 常 費 用

(営業収益 - 営業・受託工事収益 )

(営業費用 - 営業 ・受託工事費 )

職員給与費対 職 員 給 与 費

料金収入比率 料 金 収 入

(営業収益 - 営業・受託工事収益 )

(期首未払金 + 期末未払金 )× 1/2

累 積 欠 損 金

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

流動負債－（流動資産－翌年度繰越財源）

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

123.5

1.9

7.3

1.2

3.2

6.1

15.0

－

－

4.4

項 目 算 定 式

総 収 支 比 率

総 資 本 利 益 率

（％） ×100

利 子 負 担 率

×100

×100

（％）

×100

×100

×100

×100

×100

（％）

（％）

（％）

（％）

×100

（％） ×100

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

×100

不 良 債 務 比 率

経常収益対経常費用比率

営業収益対営業費用比率

未 払 金 回 転 率

累 積 欠 損 比 率 ×100

（回）

101.4

123.5

11.5
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R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 説 明

119.4

99.5

10.2

2.4

－

－

1.5

119.4

1.1

15.3

6.3

0.8

－

1.2

2.6

－

3.6

7.9

6.9

115.2

－

－

－

93.8

12.3

1.6

7.0

0.8

15.6

3.2

115.2

1.1

1.9

115.2

89.9

10.2

124.9

103.6

10.2

124.9

15.3

1.1

7.1

6.2

7.1

この比率が10％を上回る企業については、現在、地方公営企業の再
建措置要領や赤字企業に対する起債制限等の指導が行われる。

営業活動の能率を示すもので、経営活動の成否が判断される。この比
率が100％以下である場合は、原価に見合う収益の確保に努める必要
がある。

職員給与費の分析上最もよく用いられる指標の１つである。この比率が
高いほど労働分配率が高く、固定費の増嵩を意味する。

5.0

企業活動の能率を示すもので、100％以上が良い。

企業債償還能力を示すものである。この比率が小さいほど企業債への
依存が小さく経営は安定している。

企業債償還能力を示すものである。この比率が小さいほど企業債への
依存が小さく経営は安定している。

13.3

1.1
この比率が高ければ、金利負担が多く、企業経営が圧迫されていること
を示す。財務の健全性を確保するためには最小の負担にとどめる必要
がある。

この比率が高ければ、未払債務が少なく債務の弁済期間が短いことを
示す。

この比率は経営悪化の度合を示すもので、赤字の出た場合には早速
解消する必要がある。

－

営業成績の良否を判定するもので、独立採算制の原則により100％以
上が良い。

上記比率と同じ意味をもつ。

この比率は、投下した総資本に対してどれだけの純利益が生じている
かを示す。比率の高低よりもすう勢の変化を見るべきである。

企業債元金の償還は、減価償却費等の損益勘定留保資金から支払わ
れることとなるので、この比率が低い方が良い。

1.2

115.2

6.1
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７．業務分析
R元年度 R２年度 R３年度

職員１人当り

有形固定資産

項 目

普 及 率
行政区域内人口

給 水 人 口
×100

１ 日 平 均 配 水 量
年 間 総 配 水 量

年 間 日 数

計 算 式

（ℓ）
給 水 人 口

（％）

（㎥）

１ 人 １ 日 最 大 配 水 量

施 設 利 用 率
１ 日 平 均 配 水 量

有 収 率
年間総有収水量

１ 人 １ 日 平 均 配 水 量 （ℓ）
給 水 人 口

負 荷 率
１ 日 平 均 配 水 量

×100
１ 日 最 大 配 水 量

（％）

１ 日 平 均 配 水 量

×100
年 間 総 配 水 量

 （㎥／ｍ）

配 水 能 力
（％）

×100
配 水 能 力

（％）

年 間 総 配 水 量

（％）

固 定 資 産 使 用 効 率 （㎥／万円）

年 間 総 配 水 量

(万円)
有 形 固 定 資 産

最 大 稼 動 率
１ 日 最 大 配 水 量

配 水 管 使 用 効 率
導送配水管延長

１ 日 最 大 配 水 量

× 1000

× 1000

×100

職員１人当り営業収益
営業収益－受託工事収益

損益勘定所属職員
（千円）

（人）

年間総有収水量
職 員 １ 人 当 り 給 水 量 （㎥）

職員１人当り給水人口

職 員 数

有 形 固 定 資 産

損益勘定所属職員

給 水 人 口

損益勘定所属職員

給 水 原 価 （円）
年間総有収水量

供 給 単 価 （円）
給 水 収 益

年間総有収水量

経常費用－受託工事費等

157.22

127.21

97.6

31,996

336

300

97.5

89.3

81.8

91.6

25.2

5.8

66,878

4,271

455,429

73,798

157.81

130.55

97.7

32,250

337

298

95.8

88.4

82.5

93.3

25.6

6.1

67,180

4,507

471,131

76,941

141.42

130.36

97.6

32,626

343

304

97.1

88.7

83.4

94.1

25.7

6.1

67,478

4,467

481,931

70,786
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R４年度 R５年度 説 明

458,897

69,499

145.87

138.73

79.6

87.4

24.6

5.2

77,626

4,382

97.6

31,119

325

296

96.7

91.1

総配水量のうち、料金収入となった水量の割合。

固定資産に投下された資本の投資効率を示す。

上記比率と同じ意味をもつ。

上記比率と同じ意味をもつ。

行政区域内人口と給水人口との割合。

年間の配水量を年間の日数で除したもの。

１人が、１日に使用した最大の水量。

１人が、１日に使用した平均の水量。

この比率が100％に近づくほど施設の稼働状態が良く、水道事業の体質が良いこ
とを意味する。

この比率は、施設の利用状況の良否を示すもので、この比率が高ければ施設の
効率的な利用を意味する。

水１㎥を販売するのにいくらの費用を要するかを見る指標である。

事業の規模に対する職員数の適否を検討することにより、労働生産性の良否を
示す。

物質的投下資本（配水管）が、配水量にどれだけ貢献したのか投資効果を示す。

現有施設の配水能力が過大投資か、逆に将来にわたり適性な能力か判断するも
ので、100％以上の時は施設が不足し、100％を大きく下回る時は過大施設を有
しているといえる。

上記比率と同じ意味をもつ。

水１㎥の販売価格がいくらかを見る指標である。

97.6

31,444

340

297

97.6

87.3

466,949

76,006

157.28

137.65

80.4

92.1

24.8

5.6

71,107

4,419
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８．供給単価及び給水原価

給水収益 有収水量 単価
経 常 費 用 －
受託工事費等

有収水量 単価

円 ㎥ 円 円 ㎥ 円

Ｒ元 1,784,406,287 11,307,141 157.81 1,476,155,696 11,307,141 130.55

Ｒ２ 1,635,688,009 11,566,345 141.42 1,507,792,398 11,566,345 130.36

Ｒ３ 1,790,084,761 11,385,733 157.22 1,448,410,045 11,385,733 127.21

Ｒ４ 1,762,650,134 11,206,786 157.28 1,542,596,996 11,206,786 137.65

Ｒ５ 1,606,515,768 11,013,532 145.87 1,527,941,232 11,013,532 138.73

年

度

供 給 単 価 給 水 原 価

157.81

141.42

157.22 157.28

145.87

130.55 130.36
127.21

137.65 138.73

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

（千㎥）（円／㎥）

年度

供給単価と給水原価の比較

供給単価

給水原価

有収水量
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水道管理センター中央監視室 

（石川浄水場内） 

 

 



１．月別配水状況
（単位：㎥）

年  度
月 配水量

配 水 量 964,507 975,271 961,635 942,831 925,970

前 年 度 と の 増 減 ▲ 9,991 10,764 ▲ 13,636 ▲ 18,804 ▲ 16,861

配 水 量 1,010,123 1,015,565 991,520 973,399 949,756

前 年 度 と の 増 減 5,496 5,442 ▲ 24,045 ▲ 18,121 ▲ 23,643

配 水 量 972,725 980,868 969,472 954,779 927,463

前 年 度 と の 増 減 ▲ 12,356 8,143 ▲ 11,396 ▲ 14,693 ▲ 27,316

配 水 量 1,010,940 996,935 1,012,676 980,165 989,869

前 年 度 と の 増 減 ▲ 45,255 ▲ 14,005 15,741 ▲ 32,511 9,704

配 水 量 1,013,384 1,062,649 993,278 980,047 979,243

前 年 度 と の 増 減 ▲ 23,874 49,265 ▲ 69,371 ▲ 13,231 ▲ 804

配 水 量 961,377 973,480 942,474 931,782 933,628

前 年 度 と の 増 減 324 12,103 ▲ 31,006 ▲ 10,692 1,846

配 水 量 988,004 1,009,724 998,875 978,092 971,946

前 年 度 と の 増 減 ▲ 22,461 21,720 ▲ 10,849 ▲ 20,783 ▲ 6,146

配 水 量 960,859 972,714 960,052 935,454 938,423

前 年 度 と の 増 減 ▲ 16,912 11,855 ▲ 12,662 ▲ 24,598 2,969

配 水 量 1,013,161 1,029,486 1,001,394 991,585 984,779

前 年 度 と の 増 減 ▲ 5,798 16,325 ▲ 28,092 ▲ 9,809 ▲ 6,806

配 水 量 981,754 1,002,010 985,477 968,936 952,396

前 年 度 と の 増 減 ▲ 16,665 20,256 ▲ 16,533 ▲ 16,541 ▲ 16,540

配 水 量 934,344 902,622 886,586 875,139 892,631

前 年 度 と の 増 減 31,272 ▲ 31,722 ▲ 16,036 ▲ 11,447 17,492

配 水 量 992,345 987,305 974,969 964,706 943,375

前 年 度 と の 増 減 4,323 ▲ 5,040 ▲ 12,336 ▲ 10,263 ▲ 21,331

配 水 量 11,803,523 11,908,629 11,678,408 11,476,915 11,389,479

前 年 度 と の 増 減 ▲ 111,897 105,106 ▲ 230,221 ▲ 201,493 ▲ 87,436

対前年度増減率（％） ▲ 0.94 0.89 ▲ 1.93 ▲ 1.73 ▲ 0.76

108,174 107,215 106,778 106,047 105,162

▲ 0.83 ▲ 0.89 ▲ 0.41 ▲ 0.68 ▲ 0.83

R5年度R４年度

2

3

8

9

対前年度増減率（％）

4

5

6

7

３月末給水人口（人）

12

10

11

計

1

R元年度 R２年度 R３年度

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

千㎥

月

月別配水状況グラフ

R元年度

R２年度

R３年度

R４年度

R5年度
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２．給水工事

（1)　給水装置工事状況
（単位：件）

365 276 187 249 214

125 111 126 128 125

125 86 98 79 116

615 473 411 456 455

 (2)　貯水槽（受水槽）設置状況
（単位：件）

３階建以下 11 6 10 6 13
４階建 0 0 0 1 1
５階建 1 0 0 1 0
６階建 0 0 0 1 0
７階建以上 0 0 1 1 1

撤去 0 0 0 0 0
計 12 6 11 10 15

増減 12 6 9 6 13
累計 469 475 484 490 503
増減 0 0 2 4 2
累計 150 150 152 156 158

619 625 636 646 661

R4年度

R４年度

R３年度

R３年度

R２年度

R２年度
区分

新 設 工 事

増 設 改 造 工 事

１ ０㎥
超

対
象
建
築
物

年　度
種　別

R元年度

R元年度

R5年度

R5年度

合 計

口 径 変 更 工 事

合 計

年　度

１ ０㎥
以 下

0

100

200

300

400

500

600

700

R元年度 R２年度 R３年度 R4年度 R5年度

件 給水装置工事状況

口径変更工事

増設改造工事

新設工事

0

100

200

300

400

500

600

700

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R5年度

件 貯水槽設置状況

１０㎥超

１０㎥以下

有効容量
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３．　量　水　器

（１）　新　設　状　況   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (単位：件）
年  度

口  径

20 344 242 434 519 308
25 14 15 14 10 13
40 2 9 11 0 6
50 0 1 5 3 1
75 1 0 1 0 0
100 0 0 0 1 0
150 0 0 0 0 0
200 0 0 1 0 0

合　　計 361 267 466 533 328

（２）　開 ・ 閉　栓　状　況 (単位：件）
年  度

種　　別

新　開　栓 361 267 466 533 328
開　　　栓 2,422 2,334 2,601 2,652 2,671
閉　　　栓 2,441 2,405 2,641 2,980 2,687
撤　　　去 0 370 19 163 528

（3）　取　替　状　況   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：件）
年  度

口  径

13 2,688 1,235 2,176 2,159 1,328
20 4,071 2,342 4,764 3,490 4,424
25 185 107 148 147 103
40 101 26 42 11 22
50 12 0 14 6 12
75 13 1 10 0 4
100 0 0 3 2 0
150 0 0 0 1 0
200 0 0 1 0 0

合　　計 7,070 3,711 7,158 5,816 5,893

R元年度

R元年度

R元年度

R２年度

R２年度

R２年度

R３年度

R３年度

R３年度

R５年度

R５年度

R５年度

R４年度

R４年度

R４年度

200

250

300

350

400

450

500

550

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

件
新設状況

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

件
取替状況
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４．動　　力 ｋWh

(1)　電力使用量・料金
　　　　　  円

電 力 量 2,010,336 2,006,930 2,018,149 2,001,327 1,979,578
料 金 30,721,898 28,828,610 31,649,468 43,365,513 38,712,677
電 力 量 754,796 748,050 762,654 772,041 780,639
料 金 11,566,198 10,799,346 12,020,656 16,862,557 15,395,560
電 力 量 652,413 651,075 574,608 626,508 607,127
料 金 10,308,672 9,718,602 9,475,124 14,020,425 12,478,322
電 力 量 421,944 459,235 488,516 423,057 448,200
料 金 7,882,815 8,031,278 9,034,652 10,671,745 10,709,167
電 力 量 765,543 763,303 783,089 787,730 807,413
料 金 12,318,508 11,592,233 12,914,353 17,854,215 16,604,197
電 力 量 21,193 21,493 21,230 19,592 18,422
料 金 617,723 624,196 632,384 611,071 466,820
電 力 量 4,626,225 4,650,086 4,648,246 4,630,255 4,641,379
料 金 73,415,814 69,594,265 75,726,637 103,385,526 94,366,743

Ｒ３年度Ｒ２年度Ｒ元年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度

合　　　　計

壺 井 浄 水 場

各 配 水 池 等

年度

西 浦 受 水 場

羽曳山配水場

石 川 浄 水 場

施設名

伊 賀 受 水 場

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

Ｈ３１年度 Ｒ２元年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度

円 電力料金

各配水池

羽曳山配水場

西浦受水場

伊賀受水場

壺井浄水場

石川浄水場

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

kＷｈ 令和５年度月別電力使用量

各配水池

羽曳山配水場

西浦受水場

伊賀受水場

壺井浄水場

石川浄水場

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度

kWh 電力使用量

各配水池等

羽曳山配水場

西浦受水場

伊賀受水場

壺井浄水場

石川浄水場

単位
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５．薬　　品

(1)　薬品使用量 　（単位：㎏）

石川浄水場 37,544 38,290 37,049 37,532 41,253

壺井浄水場 13,873 13,274 12,720 12,816 13,337

石川浄水場 6,873 7,014 6,727 6,505 8,406

壺井浄水場 8,732 8,550 8,701 8,634 8,600

苛 性 ソ ー ダ
(水酸化ナトリウ ム )

石川浄水場 7,849 38,868 49,483 50,565 15,974

※平成２７年９月より石川浄水場でpH調整剤として苛性ソーダの使用を開始しました。

　 　 　　　　苛性ソーダ自動注入設備（石川浄水場内）

次 亜 塩 素 酸
ナ ト リ ウ ム

年度

Ｐ Ａ Ｃ
(ポリ塩化アルミニウム)

施設名
R４年度 R5年度R２年度R元年度 R３年度

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

ｋｇ

月

令和5年度月別薬品使用量 (壺井浄水場)

次亜塩素酸

ナトリウム

ＰＡ Ｃ

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

ｋｇ

月

令和5年度月別薬品使用量 (石川浄水場)

次亜塩素酸

ナトリウム

ＰＡ Ｃ

苛性ソーダ
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６．漏水等
(1)　漏水等修繕工事処理状況 （単位：件）

年　度

区　分

止 水 栓 BOX

ﾒ ｰ ﾀ BOX

※　宅地内漏水については、(2)の委託業者からの情報提供による。

(2)　漏水等の修理体制

  羽曳野市管工事業協同組合に委託

　委託修理業務の範囲

量水器までの給配水管

メ

ー

タ

・

止

水

栓

そ の 他

道

路

面

蛇 口 パ ッ キ ン

パ イ プ

蛇 口 取 替

本 管

分 水 栓

配 水 支 管

仕 切 弁

56

13

総 合 計

計

メ ー タ

止 水 栓

計

取

替

宅

地

内

※

水 栓 柱

2

0

0

83

154

消 火 栓

引 込 管

計

17

344

3

0

364

2

1

2

51

173

229

747

50

16

5

0

1

103

270

175

26

321

0

1

348

25

0

1

4

52

213

1

2

353

8

6

793

43

19

0

2

1

68

133

14

325

117

102

247

733

R元年度 R２年度 R３年度

-　48　-



修繕工事の推移
（単位：件） （単位：件）

376

25

4

17

6

2

66

115

15

309

10

17

7

120

30

346

0

16

6

10

5

5

73

0

324

18

11

7

751

120

101

255

0

135

128

299

738

R４年度 R5年度
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200

400

600

800
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1,200
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R元 R2 R3 R4 R5

件

年度

年度別修繕件数

0
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件

年度

道路面

0
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件

年度
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0
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件

年度

メータ・止水栓

0
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側
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　(3)　漏水の内訳

（単位：件、％）

市民からの通報 599 80.2 653 82.3 590 88.7 590 88.7 647 87.7

局 調 査 148 19.8 140 17.7 143 11.3 143 11.3 91 12.3

宅 地 内 ※ 229 30.7 270 34.0 247 56.9 255 33.4 299 40.5

屋 内 360 48.2 348 43.9 353 33.6 376 49.3 324 43.9

道 路 158 21.1 175 22.1 133 9.5 132 17.3 115 15.6

自 然 716 95.9 768 96.8 710 98.2 740 97.0 719 97.4

破 損 31 4.1 25 3.2 23 1.8 23 3.0 19 2.6

メ ー タか ら内部 229 30.7 270 34.0 247 60.9 255 33.4 297 40.2

配水管から止水栓 447 59.8 451 56.9 421 34.2 454 59.5 399 54.1

配水管 （分水栓含
む ）

71 9.5 72 9.1 65 4.9 54 7.1 42 5.7

鉛 管 78 10.4 81 10.2 54 4.3 46 6.0 43 5.8

ビ ニ ル 管 82 11.0 80 10.1 66 8.9 163 21.4 139 18.8

鋳 鉄 管 15 2.4 16 2.0 25 2.0 13 1.7 12 1.6

そ の 他 572 76.2 616 77.7 588 84.8 541 70.9 544 73.8

　　　１３㎜ 110 14.7 101 12.7 107 14.6 114 14.9 100 13.5

　　　２０㎜ 316 42.4 317 40.0 307 41.9 336 44.0 300 40.7

　　　２５㎜ 30 4.0 34 4.3 18 2.5 28 3.7 25 3.4

　　　３０㎜ 0 0.0 1 0.1 2 0.3 0 0.0 0 0.0

　　　４０㎜ 7 0.9 7 0.9 8 1.1 13 1.7 13 1.8

　　　５０㎜ 19 2.5 15 1.9 16 2.2 17 2.2 16 2.2

　　　７５㎜ 17 2.3 12 1.5 16 2.2 7 0.9 8 1.1

　　１００㎜ 8 1.1 9 1.1 11 1.5 9 1.2 8 1.1

　　１２５㎜ 1 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

　　１５０㎜ 1 0.1 7 0.9 6 0.8 4 0.5 6 0.8

　　２００㎜ 2 0.3 0 0.0 0 0.0 1 0.1 1 0.1

　　２５０㎜以上 0 0.0 0 0.0 1 0.1 2 0.3 0 0.0

そ の 他 236 31.6 290 36.6 241 32.8 232 30.5 261 35.3

747 - 793 - 733 - 763 - 738 -

※　宅地内漏水については、委託業者からの情報提供による。

R４年度 R5年度

個 所

口 径

漏 水 件 数 合 計

管 種

漏 水 の 種 別

発 見

場 所

原 因

R２年度R元年度 R３年度
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(4)　漏水発生件数構成

（単位：件、％）

年度

R元 347 46.5 302 40.4 17 2.3 76 10.2 3 0.4 2 0.3

R２ 321 43.0 322 43.1 27 3.6 72 9.6 1 0.1 4 0.5

R３ 326 41.1 355 44.8 27 3.4 65 8.2 14 1.8 6 0.8

R４ 346 45.3 299 39.2 30 3.9 54 7.1 27 3.5 7 0.9

R５ 309 41.9 320 43.4 15 2.0 58 7.9 29 3.9 7 0.9

    （単位：件）

恵我之荘
高  鷲
島  泉

古市 埴生 西浦 羽曳が丘
桃山台
学園前

駒ヶ谷 丹比

76 123 164 101 88 76 17 39 54

地 区

発生件数

蛇口 水栓柱止水栓 給水管 メータ 配水管

0 100 200 300 400 500 600 700 800

R元

R２

R３

R４

R５

件

個所別漏水発生件数

止水栓 給水管 メータ 配水管 蛇口 水栓柱

0

50

100

150

200

250

300

350

400

件 地区別漏水発生件数
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(5) 漏水調査状況　（令和５年度調査結果）
（件)

配水管 仕切弁 ドレイン 分水栓 給水管 止水栓 メータ 宅内 計

低  区  系 1 2 3 13 3 22
高区下部 0
高区上部 0
壺　井　系 0

計 0 0 1 2 3 13 3 0 22

戸別音聴調査作業 流量調査状況（超音波流量計）

(6) 令和５年度 鉛製給水管取替え件数 (R６．３．３１現在）

（件） 　全体に占める鉛製給水管

鉛製給水管取替え工事 37 件数 割合

修繕工事 61 2,682 5.5%
移設・整備・改良工事 111 45,667 94.5%

209 48,349

配　水　施　設 給　水　装　置

計　　　計

内　　　　　訳

管　　　　種
鉛 製 給 水 管

そ の 他

0 5 10 15 20 25

低 区 系

高区下部

高区上部

壺 井 系

計

（件）

配水系統別漏水調査結果
配水管

仕切弁

ドレイン

分水栓

給水管

止水栓

メータ

宅内

0

50

100

150

200

250

300

350

R元 R２ R３ R４ R５

266

332

247

336

209

（件）

鉛製給水管取替件数

鉛管

5.5%

その他

94.5％

鉛製給水管の占める割合

鉛製給水管

その他
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Ⅴ 水 道 料 金 

 

 

 
 

水道料金お客様センター 

（市役所別館４階水道局フロア内） 

 

 

 

 

 



改定年月

用途 事項
基 本 水 量 ㎥ ０～８ ３１以上

基 本 料 金 円 320

超 過 料 金 円 － 60
（１戸につき）

基 本 水 量 ㎥ ０～８

基 本 料 金 円 240

超 過 料 金 円 －

基 本 水 量 ㎥ ０～１５ ３１以上

基 本 料 金 円 800

超 過 料 金 円 － 65

基 本 水 量 ㎥ ０～２０ ５１以上

基 本 料 金 円 1,100

超 過 料 金 円 － 65

基 本 水 量 ㎥ ０～２００

基 本 料 金 円 6,000

超 過 料 金 円 －

基 本 水 量 ㎥ ０～２０ ５１以上

基 本 料 金 円 1,100

超 過 料 金 円 － 70

基 本 水 量 ㎥ ０～５

基 本 料 金 円 500

超 過 料 金 円 －

1 ㎥ に つ き 円 150

　備 考　昭和３８年４月１日の新条例制定以前については省略。
　 古市地区のうち昭和３７年１１月１日以前に給水開始を受けたものについて、メータを設置
するまでの間、下表を適用。

料 金

種別 用途

専 用 せ ん ８０円

共 用 せ ん ６０円

支 せ ん ４０円

浴 場 ( １ ） ６０円

浴 場 ( ２ ) ３０円

一 般 用 ６円

営 業 用 ６円

近 鉄 用 ９円

改定年月

用途  事項
基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

1 ㎥ に つ き 円

〃

〃

〃

１個１ヶ月につき

100

一人増す毎に１ヶ月につき

超　過　料　金

15

０～20

580

23

40

240

35

０～15

230

20

280

35
（１戸につき）

40

０～20

700

０～200

０～15

０～20

500

20

０～200

400

定
 

額
 

制
１ヶ所１ヶ月につき

〃

80

30

０～20

１戸４人まで１ヶ月につき

300

基　本　料　金

計
量
制

１立方米につき

１ ． 水 道 料 金 の 変 遷
(1) 水 道 使 用 料

家
事
専
用

家
事
共
用

(１戸につき）

昭和４２年１０月

０～８

工
事
用

臨
　
時

工
場
用

会
　
社

700

40

０～5

6,000

０～８

530

100

０～5

470

昭和４７年１１月

35

０～８

180

20

９～３０

営
業
用

学
校
用

官
公
署

湯
屋
用

昭和３８年４月

０～８

庭
園
用

3,000

20

昭和５１年１０月

住
宅
用

集
　
団

家
事
用

120

400

３１以上

90

３１以上

100

１０１以上

湯
屋
用

100

－

０～２０

1,600
業
務
用

臨
時
用

45

90

２０１以上

２１～３０

90

５１～１００

80

２１～５０

50

９以上

35

１６～３０

55

２１～５０

60

２０１以上

35

２１～５０

60

６以上

１０円

100

80

８円〃

－

250

０～８

400

－
（１世帯につき）

０～８

２１～３０９～２０

70

９～２０

－

０～２００

9,000
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改定年月

用途  事項

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

1 ㎥ に つ き 円

改定年月

用途  事項

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

1 ㎥ に つ き 円

改定年月

用途  事項

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

1 ㎥ に つ き 円

改定年月

用途  事項

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

1 ㎥ に つ き 円

改定年月

用途  事項

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

基 本 水 量 ㎥

基 本 料 金 円

超 過 料 金 円

1 ㎥ に つ き 円

臨
時
用

260 310

400

－ 60

10,000
湯
屋
用

０～２００ ２０１以上

２１～４０ ４１～１００ １０１以上

－ 130 160 200

735

昭和５５年１２月

一
般
用

平成１５年４月（下記料金に消費税率を乗じた額）

一
般
用

０～８ ９～１０ １１～２０

120100

湯
屋
用

２０１以上

－ 60

臨
時
用

400

80

０～８ ９～１０ １１～２０
550

－

０～２００

10,000

２１～４０ ４１～１００

160

１０１以上

180

平成６年６月

一
般
用

０～８ ９～１０ １１～２０ ２１～４０ ４１～１００ １０１以上
650

180

10,000

－ 110 140 240 280

湯
屋
用

０～２００ ２０１以上

－ 60

臨
時
用

400

平成１２年１０月

１０１以上
735
０～８ １１～２０一

般
用

９～１０ ２１～４０ ４１～１００

－ 130 160

湯
屋
用

０～２００ ２０１以上

10,000

－

200 260 310

60

臨
時
用

400

平成２６年１０月（現行使用料：下記料金に消費税率を乗じた額）

一
般
用

０～８ ９～１０ １１～２０ ２１～４０ ４１～１００ １０１以上
635

－ 130 160 200 260 310

－ 60

10,000

０～２００ ２０１以上

臨
時
用

400

湯
屋
用
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（単位：円）

２．分担金の変遷
（単位：円）

※下段（　　）書は、申込時において本市に在住する期間が引き続き３ヵ年以上の申込者に適用

　管　理　者　が　別　に　定　め　る

3,800

－

150

200

－

平成６年６月

量　水　器

使　用　料

は　廃　止

5,000

2,500

3,000

１３　㎜　　

11,600

２０　㎜　　

２５　㎜　　

30                      

75                      

1,000                  

２００　㎜　　

昭和４９年４月

３０　㎜　　

４０　㎜　　

５０　㎜　　

400

16,500

50

550                    ７５　㎜　　

150                    

(2) 量 水 器 使 用 料

改定年月
口径

昭和３８年４月

30                      

１００　㎜　　

100                    

150                    

550                    

１６　㎜　　

１２５　㎜　　

１５０　㎜　　

－

－

－

昭和49年10月 昭和53年10月 昭和56年4月
（以降消費税率を乗じた額）

60,000

(20,000)
１３　ｍｍ

平成15年4月
平成10年4月

改定年月
昭和45年6月

口径

２０　ｍｍ 30,000

100,000

(30,000)

60,000

(20,000)
20,000

２５　ｍｍ

４０　ｍｍ

５０　ｍｍ

７５　ｍｍ

１００　ｍｍ

１２５　ｍｍ

１５０　ｍｍ

２００　ｍｍ

2,663,000 22,600,00022,600,000
13,900,000

(4,630,000)

11,990,000

(3,995,000)

7,990,000

(2,663,000)

1,849,000

1,183,000

666,000

5,330,000

(1,775,000)

8,330,000

2,000,000

(1,183,000)

294,000

74,000

189,000

80,000 120,000 138,000

(111,000) (128,000)

570,000

(189,000)

2,100,000 2,100,000

188,000 188,000

530,000
(74,000)

4,980,000

990,000

9,330,000

4,980,000

9,330,000

1,290,000 1,290,000

530,000

(510,000)

980,000

(294,000)

(30,000) (45,000) (48,000)

220,000 330,000 380,000

860,000

(666,000)

3,550,000

(284,000) (330,000)

(1,849,000) (2,774,000) (3,210,000)

9,660,000

1,550,000

5,550,000

3,480,000

(1,150,000)

6,180,000

(2,060,000)

1,340,000

(441,000)

3,000,000

(999,000)
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3. 料 金 調 定 と 有 収 水 量

項目
料 金 調 定 有 収 水 量 配 水 量 有収率

年度
（千円） （㎥） （㎥） （％）

H26 2,077,570 11,871,369 12,261,084 96.8

H27 2,029,741 11,774,547 12,252,306 96.1

H28 2,017,125 11,711,721 12,226,214 95.8

H29 1,989,908 11,582,108 12,061,738 96.0

H30 1,968,844 11,485,668 11,915,420 96.4

R元 1,938,906 11,307,141 11,803,523 95.8

R２ 1,799,247 11,566,345 11,908,629 97.1

R３ 1,969,085 11,385,733 11,678,408 97.5

R４ 1,938,757 11,206,786 11,476,915 97.6

R５ 1,649,013 11,013,532 11,389,479 96.7

※臨時用・消費税を含む

1,000

1,500

2,000

2,500

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２ R３ R４ R５

(万㎥：百万円)

年 度

料金調定

有収水量

配水量
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単位　　件　数 ：件
　　　　　金　額 ：円

収納率

年 度 件  数 金    額 件  数 金    額 件  数 金    額 （％）

過年度 27,241 200,702,887 25,593 194,410,368 1,648 6,292,519 96.9

H25 現年度 256,071 2,113,329,126 229,782 1,919,818,036 26,289 193,511,090 90.8

計 283,312 2,314,032,013 255,375 2,114,228,404 27,937 199,803,609 91.4

過年度 27,571 198,629,089 26,042 192,812,376 1,529 5,816,713 97.1

H26 現年度 256,275 2,077,569,531 230,090 1,885,940,611 26,185 191,628,920 90.8

計 283,846 2,276,198,620 256,132 2,078,752,987 27,714 197,445,633 91.3

過年度 27,403 196,168,434 25,900 190,922,800 1,503 5,245,634 97.3

H27 現年度 256,791 2,029,740,664 230,427 1,833,297,124 26,364 196,443,540 90.3

計 284,194 2,225,909,098 256,327 2,024,219,924 27,867 201,689,174 90.9

過年度 27,545 200,390,998 26,095 195,608,907 1,450 4,782,091 97.6

H28 現年度 257,255 2,017,125,073 230,901 1,826,718,043 26,354 190,407,030 90.6

計 284,800 2,217,516,071 256,996 2,022,326,950 27,804 195,189,121 91.2

過年度 27,534 194,046,695 26,122 188,514,736 1,412 5,531,959 97.1

H29 現年度 257,494 1,989,908,223 231,479 1,803,052,203 26,015 186,856,020 90.6

計 285,028 2,183,954,918 257,601 1,991,566,939 27,427 192,387,979 91.2

過年度 27,218 191,766,208 25,870 186,831,187 1,348 4,935,021 97.4

H30 現年度 258,750 1,968,843,976 232,942 1,784,776,397 25,808 184,067,579 90.7

計 285,968 2,160,610,184 258,812 1,971,607,584 27,156 189,002,600 91.3

過年度 26,866 188,198,241 25,635 184,548,388 1,231 3,649,853 98.1

R元 現年度 259,898 1,938,905,262 233,763 1,751,093,327 26,135 187,811,935 90.3

計 286,764 2,127,103,503 259,398 1,935,641,715 27,366 191,461,788 91.0

R２ 過年度 27,166 191,019,619 26,154 187,397,694 1,012 3,621,925 98.1

現年度 230,442 1,799,246,584 204,853 1,611,054,728 25,589 188,191,856 89.5

計 257,608 1,990,266,203 231,007 1,798,452,422 26,601 191,813,781 90.4

R３ 過年度 26,490 190,999,601 25,477 187,827,332 1,013 3,172,269 98.3

現年度 262,402 1,969,085,395 236,302 1,784,197,751 26,100 184,887,644 90.6

計 288,892 2,160,084,996 261,779 1,972,025,083 27,113 188,059,913 91.3

過年度 26,898 187,425,071 25,885 183,920,108 1,013 3,504,963 98.1

現年度 263,848 1,938,757,520 236,859 1,752,254,889 26,989 186,502,631 90.4

計 290,746 2,126,182,591 262,744 1,936,174,997 28,002 190,007,594 91.1

過年度 27,918 189,442,112 26,894 185,867,786 1,024 3,574,326 98.1

現年度 241,271 1,649,012,897 222,222 1,612,686,495 19,049 36,326,402 97.8

計 269,189 1,838,455,009 249,116 1,798,554,281 20,073 39,900,728 97.8

　　　※ 過年度未収額は不納欠損処分額を含む　　

R5

R４

4. 水道料金の収納状況

調　　　　　定 収　　　　納 未　　　　収

（１）年度別収納状況

項 目
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年度
R元年度 R２年度 R３年度

記号・段階

Ａ:　０㎥～ 16㎥ 569,680 103.8 544,524 95.6 564,480 103.7 597,359 105.8 585,335 98.0

Ｂ： 17㎥～ 20㎥ 363,319 105.1 359,958 99.1 370,105 102.8 367,958 99.4 380,759 103.5

Ｃ: 21㎥～ 40㎥ 3,210,017 100.9 3,096,536 96.5 3,148,185 101.7 3,260,880 103.6 3,269,665 100.3

Ｄ: 41㎥～ 80㎥ 4,567,661 97.3 4,885,728 107.0 4,740,777 97.0 4,501,830 95.0 4,369,471 97.1

Ｅ: 81㎥～200㎥　 1,027,639 94.1 1,196,602 116.4 1,076,706 90.0 962,360 89.4 898,272 93.3

Ｆ: 201㎥～ 1,564,960 96.7 1,482,997 94.8 1,477,616 99.6 1,516,399 102.6 1,497,774 98.8

合　　　計 11,479,994 99.2 11,303,276 98.5 11,566,345 102.3 11,377,869 98.4 11,001,276 96.7

※ 臨時用を除く ： ％は対前年度比

　（単位：㎥・％）

R４年度

(２) 階層別使用水量

R5年度

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

R元 R２ R３ R４ R5

千㎥

Ａ・ ０㎥～ 16㎥ Ｂ・17㎥～ 20㎥ Ｃ・21㎥～ 40㎥

Ｄ・41㎥～ 80㎥ Ｅ・81㎥～200㎥ Ｆ・201㎥～
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(3) 地 域 別 調 定
　　　 単位　　水　量：㎥
　　　　　　　 使用料：円

件　　　　数 49,814 43,716 50,017 50,117 49,667

古 市 水　　　　量 2,101,258 2,075,544 2,098,586 2,059,806 2,019,658

水道使用料 344,496,981 313,388,011 345,875,718 338,818,000 304,956,979

件　　　　数 67,210 88,741 68,194 68,375 67,864

高 鷲 水　　　　量 2,694,284 2,990,228 2,745,504 2,704,281 2,645,420

水道使用料 430,641,625 538,047,467 446,586,749 439,040,611 390,409,005

件　　　　数 52,225 45,771 52,658 52,800 52,353

埴 生 水　　　　量 2,422,459 2,391,824 2,428,837 2,384,621 2,341,889

水道使用料 445,531,284 411,843,497 448,691,222 442,744,801 407,396,264

件　　　　数 18,212 15,964 18,315 18,563 18,408

丹 比 水　　　　量 857,639 855,673 851,662 839,376 798,503

水道使用料 163,952,016 154,637,432 162,837,702 159,886,904 137,954,226

件　　　　数 32,295 28,886 32,619 32,810 32,624

西 浦 水　　　　量 1,487,972 1,461,012 1,469,524 1,437,208 1,418,770

水道使用料 255,523,051 230,512,438 250,904,688 244,735,887 223,865,910

件　　　　数 7,505 6,724 7,843 7,871 7,639

駒 ヶ 谷 水　　　　量 355,463 387,112 389,410 403,671 406,150

水道使用料 69,402,933 74,992,764 80,624,773 85,943,392 83,237,666

件　　　　数 27,822 25,670 28,109 28,272 28,154

羽曳が丘 水　　　　量 1,137,706 1,170,916 1,164,851 1,136,905 1,118,420

水道使用料 178,147,588 170,943,691 185,535,933 179,183,975 161,661,958

件　　　　数 4,689 4,300 4,691 4,710 4,671

桃 山 台 水　　　　量 246,495 234,036 229,495 231,396 252,468

水道使用料 49,562,027 42,866,706 44,573,436 45,786,431 50,945,677

件　　　　数 259,772 259,772 262,446 263,518 261,380

合 計 水　　　　量 11,303,276 11,566,345 11,377,869 11,197,264 11,001,276

水道使用料 1,937,257,505 1,937,232,006 1,965,630,221 1,936,140,001 1,760,427,685

R５年度R４年度

　　　　　※　水道使用料は臨時用を除く　（税込み）

地 域　　    区 分
年　度 R元年度 R２年度 R３年度
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（４）令和５年度用途別調定構成

　　件　数 （件） 　　構成比（%） 　金　額　（円） 　　構成比（%）  　水  量 （㎥） 構成比（%）

家 事 用 253,932 96.97 1,383,191,870 78.22 9,168,073 83.28

集 団 住 宅 用 1,522 0.58 76,445,086 4.32 707,959 6.43

営 業 用 3,907 1.49 149,065,576 8.43 539,378 4.90

雑 居 住 宅 用 463 0.18 13,189,054 0.75 125,770 1.14

官 公 署 用 687 0.26 106,851,382 6.04 341,506 3.10

会 社 工 場 用 869 0.33 33,031,302 1.87 118,590 1.08

湯 屋 用 0 0.00 0 0.00 0 0.00

臨 時 用 474 0.18 6,554,689 0.37 8,069 0.07

合 計 261,854 100.00 1,768,328,959 100.00 11,009,345 100.00

100

（5）月別水道使用料調定

     （単位 ： 円）

年度
  月

4 168,709,602 158,162,462 169,345,191 169,813,017 170,446,321 164,698,357

5 157,966,715 147,205,582 159,739,369 158,384,845 158,382,040 152,283,292

6 174,113,543 169,582,890 177,458,241 173,716,360 173,099,764 162,204,568

7 156,484,678 157,797,643 164,586,665 153,456,217 151,065,055 148,959,862

8 178,353,729 166,560,680 153,505,921 183,376,169 183,900,874 166,442,546

9 164,175,175 153,975,763 150,708,432 156,261,502 157,331,940 163,690,998

10 181,346,148 175,095,489 143,998,816 172,024,380 174,661,936 169,320,433

11 155,874,563 152,241,499 156,902,862 154,969,831 159,375,281 146,131,083

12 173,121,784 177,894,513 169,867,441 171,506,372 171,586,869 126,520,870

1 160,839,749 144,581,430 161,665,494 158,169,972 156,176,130 125,596,687

2 175,693,161 177,894,513 185,861,217 176,536,255 176,232,578 129,438,349
3 143,199,376 144,581,430 146,327,125 140,870,475 138,170,073 113,041,914

合　計 1,989,878,223 1,925,573,894 1,939,966,774 1,969,085,395 1,970,428,861 1,768,328,959

　　　※　臨時用　・　消費税額を含む。

R5年度R３年度

区　分
件　　　　　数 有　　収　　水　　量料　　　金　　　調　　　定

R元年度 R２年度H30年度 R４年度

家事用 集団住宅用 営業用 雑居住宅用 官公署用 会社工場用 湯屋用 臨時用

%

件 数

料金調定

有収水量

100

90

80

70

8

4

2

6

10
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５．料 金 収 納 別 一 覧

（１） 年 度 別 状 況

単位 　件数：件
（２） 月 別 状 況 (令和５年度）  　　　金額：円

区
分

月 件数

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

1 0

2 0

3 0

合計 0 718,112,807

0

0

6,434

70,100

60,138,877

63,561,743

58,812,270

47,578,144

59,698,722

192,493

233,933,232

2,545,957,269

186,913,371

213,211,571

14,280

17,125

13,008

17,046

209,803,175

262,593

295,641,931

3,264,070,076

245,725,641

260,789,715

20,527

23,112

18,480

21,820

261,744,337

65,551,647

65,976,728

63,325,728

45,928,841

68,041,050

6,247

5,987

4,299

7,053

61,708,699

5,472

4,774

4,715

6,661

5,536

6,289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201,605,460

199,641,314

239,541,967

217,682,336

249,028,646

218,120,804

202,810,050

0

14,274

18,464

14,201

18,452

18,458

14,299

18,532

273,364,918

259,340,036

305,093,614

283,659,064

312,354,374

270,851,100

18,989

25,125

19,737

24,741

22,757

21,352

24,966

年　度
区　分

収   入   件   数

口   座    振   替

構      成      比

264,049,645

構      成      比

集               金

構      成      比

25.3

R２年度 R３年度 R４年度

259,407 230,786 261,694 262,577

R元年度

24.6

65,509納  入 通  知  書

193,898

74.8

0

0.0

174,132

0.0

56,654

20,987 231,455,701 14,354

収　入　合　計 口　座　振　替

件　　数 金　　　額 件　　数 金　　　額

173,665,343

集　　　　金 納　入　通　知　書

70,100

26.7

0 6,633 57,790,358

金　　　額 件　　数 金　　　額

0 0

66,807 67,635

25.825.5

0

0.00.0 0.0

0

194,887 194,942

75.5 74.5 74.2

　        単位　 件　数：件
　　　       　　構成比：％

R5年度

262,593

192,493

73.3
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６．令和5年度検針件数

494

32

299,178

39

38

2,868

3,100

33

45 27,549

37

54

22,372

22,367

2,772

22,357

41

32

51

39

53

24,629

2,888

3,088

2,837

3,104

19,195

24,631

19,179

262,924 35,760

3,144

3,123

2,862

3,155

2,819

19,190

22,337

24,586

19,205

24,685

27,552

22,317

27,515

22,331

27,455

臨 時 用 件 数

282

212

494

計

165,097

134,081

299,178

18,714

35,760

１２～１月分１／４～１／１８

検  針  期  間

臨 時 用 件 数 計

27,495

６／１～６／２０

８／１～８／２０

３／４～３／１９１～２月分 ２～３月分

１１～１２月分

検  針  期  間

５／１～５／１８

７／２～７／１８

９／３～９／２０

１１／１～１１／１６

１２／３～１２／２０

期      分

７～８月分

９～１０月分

３月

２／１～２／２０

19,196

古市・高鷲・伊賀・埴生野・西浦・野・河原城は区域により奇数月・偶数月の検針となる

島泉・恵我之荘・南恵我之荘・羽曳が丘・羽曳
が丘西・蔵之内・広瀬・尺度・東阪田・樫山・郡
戸

南古市・誉田・白鳥・翠鳥園・軽里・碓井・川向・
栄町・野々上・向野・はびきの・駒ヶ谷・通法寺・
大黒・飛鳥・壺井・桃山台・学園前

１月

２月

８～９月分

１０～１１月分

３～４月分

５～６月分

４～５月分

６～７月分

４／２～４／１９

１０／１～１０／１９

１０月

１１月

１２月

７月

８月

期      分

Ａ         地         区 Ｂ         地         区

計

27,531

６月

地　　　区

Ａ地区（偶数月検針）

Ｂ地区（奇数月検針）

計

９月

開 栓 件 数

24,613

19,190

24,625

月

４月

開 栓 件 数

147,769

115,155

５月

262,924

閉 栓 件 数

閉 栓 件数

17,046
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７．水道料金　・　下水道使用料早見表　(２ヶ月）

使　用 下水道 使　用 下水道 使　用 下水道
水道料金 合　計 水道料金 合　計 水道料金 合　計

水　量 使用料 水　量 使用料 水　量 使用料
 0～16 1,397 1,535 2,932 8 1 14,575 11,094 25,669 1 4 6 33,165 24,679 57,844

1 7 1,540 1,640 3,180 8 2 14,861 11,303 26,164 1 4 7 33,451 24,888 58,339
1 8 1,683 1,744 3,427 8 3 15,147 11,512 26,659 1 4 8 33,737 25,097 58,834
1 9 1,826 1,849 3,675 8 4 15,433 11,721 27,154 1 4 9 34,023 25,306 59,329
2 0 1,969 1,953 3,922 8 5 15,719 11,930 27,649 1 5 0 34,309 25,515 59,824
2 1 2,145 2,079 4,224 8 6 16,005 12,139 28,144 1 5 1 34,595 25,724 60,319
2 2 2,321 2,204 4,525 8 7 16,291 12,348 28,639 1 5 2 34,881 25,933 60,814
2 3 2,497 2,329 4,826 8 8 16,577 12,557 29,134 1 5 3 35,167 26,142 61,309
2 4 2,673 2,455 5,128 8 9 16,863 12,766 29,629 1 5 4 35,453 26,351 61,804
2 5 2,849 2,580 5,429 9 0 17,149 12,975 30,124 1 5 5 35,739 26,560 62,299
2 6 3,025 2,706 5,731 9 1 17,435 13,184 30,619 1 5 6 36,025 26,769 62,794
2 7 3,201 2,831 6,032 9 2 17,721 13,393 31,114 1 5 7 36,311 26,978 63,289
2 8 3,377 2,956 6,333 9 3 18,007 13,602 31,609 1 5 8 36,597 27,187 63,784
2 9 3,553 3,082 6,635 9 4 18,293 13,811 32,104 1 5 9 36,883 27,396 64,279
3 0 3,729 3,207 6,936 9 5 18,579 14,020 32,599 1 6 0 37,169 27,605 64,774
3 1 3,905 3,333 7,238 9 6 18,865 14,229 33,094 1 6 1 37,455 27,814 65,269
3 2 4,081 3,458 7,539 9 7 19,151 14,438 33,589 1 6 2 37,741 28,023 65,764
3 3 4,257 3,583 7,840 9 8 19,437 14,647 34,084 1 6 3 38,027 28,232 66,259
3 4 4,433 3,709 8,142 9 9 19,723 14,856 34,579 1 6 4 38,313 28,441 66,754
3 5 4,609 3,834 8,443 1 0 0 20,009 15,065 35,074 1 6 5 38,599 28,650 67,249
3 6 4,785 3,960 8,745 1 0 1 20,295 15,274 35,569 1 6 6 38,885 28,859 67,744
3 7 4,961 4,085 9,046 1 0 2 20,581 15,483 36,064 1 6 7 39,171 29,068 68,239
3 8 5,137 4,210 9,347 1 0 3 20,867 15,692 36,559 1 6 8 39,457 29,277 68,734
3 9 5,313 4,336 9,649 1 0 4 21,153 15,901 37,054 1 6 9 39,743 29,486 69,229
4 0 5,489 4,461 9,950 1 0 5 21,439 16,110 37,549 1 7 0 40,029 29,695 69,724
4 1 5,709 4,622 10,331 1 0 6 21,725 16,319 38,044 1 7 1 40,315 29,904 70,219
4 2 5,929 4,782 10,711 1 0 7 22,011 16,528 38,539 1 7 2 40,601 30,113 70,714
 4 3 6,149 4,943 11,092 1 0 8 22,297 16,737 39,034 1 7 3 40,887 30,322 71,209
4 4 6,369 5,104 11,473 1 0 9 22,583 16,946 39,529 1 7 4 41,173 30,531 71,704
4 5 6,589 5,264 11,853 1 1 0 22,869 17,155 40,024 1 7 5 41,459 30,740 72,199
4 6 6,809 5,425 12,234 1 1 1 23,155 17,364 40,519 1 7 6 41,745 30,949 72,694
4 7 7,029 5,585 12,614 1 1 2 23,441 17,573 41,014 1 7 7 42,031 31,158 73,189
4 8 7,249 5,746 12,995 1 1 3 23,727 17,782 41,509 1 7 8 42,317 31,367 73,684
4 9 7,469 5,907 13,376 1 1 4 24,013 17,991 42,004 1 7 9 42,603 31,576 74,179
5 0 7,689 6,067 13,756 1 1 5 24,299 18,200 42,499 1 8 0 42,889 31,785 74,674
5 1 7,909 6,228 14,137 1 1 6 24,585 18,409 42,994 1 8 1 43,175 31,994 75,169
5 2 8,129 6,388 14,517 1 1 7 24,871 18,618 43,489 1 8 2 43,461 32,203 75,664
5 3 8,349 6,549 14,898 1 1 8 25,157 18,827 43,984 1 8 3 43,747 32,412 76,159
5 4 8,569 6,710 15,279 1 1 9 25,443 19,036 44,479 1 8 4 44,033 32,621 76,654
5 5 8,789 6,870 15,659 1 2 0 25,729 19,245 44,974 1 8 5 44,319 32,830 77,149
5 6 9,009 7,031 16,040 1 2 1 26,015 19,454 45,469 1 8 6 44,605 33,039 77,644
5 7 9,229 7,191 16,420 1 2 2 26,301 19,663 45,964 1 8 7 44,891 33,248 78,139
5 8 9,449 7,352 16,801 1 2 3 26,587 19,872 46,459 1 8 8 45,177 33,457 78,634
5 9 9,669 7,513 17,182 1 2 4 26,873 20,081 46,954  1 8 9 45,463 33,666 79,129
6 0 9,889 7,673 17,562 1 2 5 27,159 20,290 47,449 1 9 0 45,749 33,875 79,624
6 1 10,109 7,834 17,943 1 2 6 27,445 20,499 47,944 1 9 1 46,035 34,084 80,119
6 2 10,329 7,994 18,323 1 2 7 27,731 20,708 48,439 1 9 2 46,321 34,293 80,614
6 3 10,549 8,155 18,704 1 2 8 28,017 20,917 48,934 1 9 3 46,607 34,502 81,109
6 4 10,769 8,316 19,085 1 2 9 28,303 21,126 49,429 1 9 4 46,893 34,711 81,604
6 5 10,989 8,476 19,465 1 3 0 28,589 21,335 49,924 1 9 5 47,179 34,920 82,099
6 6 11,209 8,637 19,846 1 3 1 28,875 21,544 50,419 1 9 6 47,465 35,129 82,594
6 7 11,429 8,797 20,226 1 3 2 29,161 21,753 50,914 1 9 7 47,751 35,338 83,089
6 8 11,649 8,958 20,607 1 3 3 29,447 21,962 51,409 1 9 8 48,037 35,547 83,584
6 9 11,869 9,119 20,988 1 3 4 29,733 22,171 51,904 1 9 9 48,323 35,756 84,079
7 0 12,089 9,279 21,368 1 3 5 30,019 22,380 52,399 2 0 0 48,609 35,965 84,574
7 1 12,309 9,440 21,749 1 3 6 30,305 22,589 52,894
7 2 12,529 9,600 22,129 1 3 7 30,591 22,798 53,389
7 3 12,749 9,761 22,510  1 3 8 30,877 23,007 53,884 　　で算出した料金に1.10を乗じた額
7 4 12,969 9,922 22,891 1 3 9 31,163 23,216 54,379
7 5 13,189 10,082 23,271 1 4 0 31,449 23,425 54,874
7 6 13,409 10,243 23,652 1 4 1 31,735 23,634 55,369
7 7 13,629 10,403 24,032 1 4 2 32,021 23,843 55,864

7 8 13,849 10,564 24,413 1 4 3 32,307 24,052 56,359
7 9 14,069 10,725 24,794 1 4 4 32,593 24,261 56,854
8 0 14,289 10,885 25,174 1 4 5 32,879 24,470 57,349

　　　　　　　　　　

　　（単位　：㎥、円）

　水　道　料　金
　201㎥ 以上　  １㎥ につき  310円

　下水道使用料
    201～1,000 ㎥　１㎥ につき　 234円　　
  1,001～2,000 ㎥  １㎥ につき　 266円

　　　　　　（令和５年３月31日現在）

　   2,001㎥ 以上　 １㎥ につき　 273円　　
　　で算出した料金に1.10を乗じた額

※上記の料金には消費税が含まれています。　なお、下水処理区域外では下水道使用料を除きます。
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1．水質基準項目及び水質管理目標設定項目(令和5年度)

基準値 備　考 目標値 備　考

1 一 般 細 菌 1ml中100個以下 1 ア ン チ モ ン 及 び そ の 化 合 物 0.02mg/L以下

2 大 腸 菌 検出されないこと 2 ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 0.002mg/L以下（暫定）

3 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.003mg/L以下 3 ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物  0.02mg/L以下

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005mg/L以下 4

5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/L以下 5 1,2- ジ ク ロ ロ ロ エ タ ン 0.004mg/L以下 一般有機物質

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/L以下 6

7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/L以下 7

8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.02mg/L以下 8 ト ル エ ン 0.4mg/L以下

9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04mg/L以下 9 フ タ ル 酸 ジ (2- エ チ ル ヘ キ シ ル ) 0.08mg/L以下

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 10 亜 塩 素 酸 0.6mg/L以下 消毒副生成物

11

12 二 酸 化 塩 素 0.6mg/L以下 消毒剤

12 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 0.8mg/L以下 13 ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル 0.01mg/L以下（暫定）

13 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 1mg/L以下 14 抱 水 ク ロ ラ ー ル 0.02mg/L以下（暫定）

14 四 塩 化 炭 素 0.002mg/L以下 15 農 薬 類 検出値と目標値の比の和として1以下 農薬

15 1,4- ジ オ キ サ ン 0.05mg/L以下 16 残 留 塩 素 1mg/L以下 臭気

16 シス -1,2-ジク ロロ エチ レン 及び
ト ラ ン ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン

0.04mg/L以下 17 カルシウム，マグネシウム等（硬度） 10mg/L以上100mg/L以下 味

17 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02mg/L以下 18 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/L以下 着色

18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/L以下 19 遊 離 炭 酸 20mg/L以下 味

19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/L以下 20 1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.3mg/L以下

20 ベ ン ゼ ン 0.01mg/L以下 21 メ チ ル -t- ブ チ ル エ ー テ ル 0.02mg/L以下

21 塩 素 酸 0.6mg/L以下 22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下 味

22 ク ロ ロ 酢 酸 0.02mg/L以下 23 臭 気 強 度 （ Ｔ Ｏ Ｎ ） 3以下 臭気

23 ク ロ ロ ホ ル ム 0.06mg/L以下 24 蒸 発 残 留 物 30mg/L以上200mg/L以下 味

24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 0.03mg/L以下 25 濁 度 1度以下 基礎的性状

25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0.1mg/L以下 26 ｐ Ｈ 値 7.5程度

26 臭 素 酸 0.01mg/L以下 27 腐 食 性 （ ラ ン ゲ リ ア 指 数 ） -１程度以上とし極力０に近づける

27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1mg/L以下 28 従 属 栄 養 細 菌 1ml中2000個以下(暫定) 水道施設の健全性の指標

28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0.03mg/L以下 29 1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1mg/L以下 一般有機物質

29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.03mg/L以下 30 ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.1mg/L以下 着色

30 ブ ロ モ ホ ル ム 0.09mg/L以下

31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0.08mg/L以下

32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1mg/L以下

33 ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.2mg/L以下

34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3mg/L以下

35 銅 及 び そ の 化 合 物 1mg/L以下

36 ナ ト リ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 200mg/L以下 味

37 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0.05mg/L以下 着色

38 塩 化 物 イ オ ン 200mg/L以下

カ ル シ ウ ム 、 マ グ ネ シ ウ ム 等

（硬　　度）

40 蒸 発 残 留 物 500mg/L以下

41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.2mg/L以下 発泡

42 ジ ェ オ ス ミ ン 0.00001mg/L以下

43 2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル 0.00001mg/L以下

44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.02mg/L以下 発泡

45 フ ェ ノ － ル 類 0.005mg/L以下 臭気

有 機 物

（全有機炭素（ＴＯＣ））の量

47 ｐ Ｈ 値 5.8以上8.6以下

48 味 異常でないこと

49 臭 気 異常でないこと

50 色 度 ５度以下

51 濁 度 ２度以下

味

臭気

硝 酸 態 窒 素 及 び
亜 硝 酸 態 窒 素

10mg/L以下

腐食

臭気

一般有機物質

消毒副生成物

消毒副生成物

項　目

水質基準項目について

欠 番

基礎的性状

味

  現在まで水道水中では水質基準とするような濃度で検出されていないが、今後、これまで以上の濃
度で検出される可能性があるものなど水質管理上留意すべき項目として、将来にわたり水道水の安
全性の確保等に万全を期する見地から目標値が設定されています。

水質管理目標設定項目について

 水道法第４条に基づき、次の内容において設定された基準項目であり、検査が義務づけられていま
す。
１.　生涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基とし安全性を十分考慮
して基準を定めている。
２.　水道水としての生活利用上あるいは水道施設の管理上障害が生ずるおそれのない水準をとして
基準を定めている。

      3mg/L以下46

項　目

欠 番

欠 番

無機物質
・重金属

11

水　　質　　基　　準 水質基準を補完する項目

水質基準項目(５１項目)

病原生物の
代替指標

水質管理目標設定項目（27項目）

31
ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

0.00005mg/L以下(暫定) 有機フッ素化合物

39

無機物質
・重金属

欠 番

一般有機物質

300mg/L以下

着色
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2．用語説明(令和5年度）

No 項　　　　　　　　　目 基　　準　　値 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

1  一般細菌
1mlの検水で形成され
る集落数が100以下で
あること

水の一般的清浄度を示す指標であり、平常時は水道水中には極めて少ないですが、多量に検出された
場合は病原生物に汚染されている疑いがあります。

2  大腸菌 検出されないこと
人や動物の腸管内や土壌に存在しています。水道水中に検出された場合には病原生物に汚染されてい
る疑いがあります。

3  カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関し
て、0.003mg/L以下

鉱山排水や工場排水などから河川水などに混入することがあります。イタイイタイ病の原因物質として知
られています。

4  水銀及びその化合物
水銀の量に関して、
0.0005mg/L以下

水銀鉱床などの地帯を流れる河川や、工場排水、農薬、下水などの混入によって河川水などで検出され
ることがあります。有機水銀化合物は水俣病の原因物質として知られています。

5  セレン及びその化合物
セレンの量に関して、
0.01mg/L以下 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。

6  鉛及びその化合物
鉛の量に関して、
0.01mg/L以下

鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。水道水中には含まれ
ていませんが鉛管を使用している場合に検出されることがあります。

7  ヒ素及びその化合物
ヒ素の量に関して、
0.01mg/L以下 地質の影響、鉱泉、鉱山排水、工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。

8  六価クロム化合物
六価クロムの量に関し
て、0.02mg/L以下 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。

9  亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
水中の亜硝酸イオン又は亜硝酸塩に含まれている窒素です。アンモニア態窒素が酸化されて生成されま
す。呼吸酵素の働きを阻害するメトヘモグロビン血症を起こすとされています。

10  シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して、
0.01mg/L以下 工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。

11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水などで検出されます。高濃度に
含まれると幼児にメトヘモグロビン血症（チアノーゼ症）を起こすことがあります。

12  フッ素及びその化合物
フッ素の量に関して、
0.8mg/L以下

主として地質や工場排水などの混入によって河川水などで検出されます。適量摂取は虫歯の予防効果が
あるとされていますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。

13  ホウ素及びその化合物
ホウ素の量に関して、
1.0mg/L以下 地下水汚染、ホウ素を使用している工場からの排水などの混入によって検出されます。

14  四塩化炭素 0.002mg/L以下 フロンガスの原料などに使われ、地下水汚染物質として知られています。

15  1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 溶剤や1,1,1-トリクロロエタン安定剤に使われ、地下水汚染物質として知られてます。

16
 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
 ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.04mg/L以下 家庭用ラップ、食品包装用フィルム樹脂の材料などに使用され、地下水汚染物質として知られてます。

17  ジクロロメタン 0.02mg/L以下 殺虫剤､塗料､ニスなどに使用されて、地下水汚染物質として知られています。

18  テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 ドライクリーニングなどに使用されて、地下水汚染物質として知られています。

19  トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 溶剤、脱脂剤などに使用されて、地下水汚染物質として知られています。

20  ベンゼン 0.01mg/L以下 染料、合成ゴムなどに使用されており、地下水汚染物質として知られています。

21  塩素酸 0.6mg/L以下 二酸化塩素の原料に使われています。消毒剤の次亜塩素酸ナトリウムの酸化により生成されます。

22  クロロ酢酸 0.02mg/L以下 浄水過程で、水中の有機物質と消毒剤（塩素）が反応して生成されます。

23  クロロホルム 0.06mg/L以下 浄水過程で、水中の有機物質と消毒剤（塩素）が反応して生成されます。

24  ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 浄水過程で、水中の有機物質と消毒剤（塩素）が反応して生成されます。

25  ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 浄水過程で、水中の有機物質と消毒剤（塩素）及び消毒剤の不純物（臭素）が反応して生成されます。

26  臭素酸 0.01mg/L以下 オゾン処理時及び消毒剤の次亜塩素酸生成時に不純物の臭素が酸化して、生成します。

27  総トリハロメタン 0.1mg/L以下
クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンといいま
す。

28  トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 浄水過程で、水中の有機物質と消毒剤（塩素）が反応して生成されます。

29  ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下 浄水過程で、水中の有機物質と消毒剤（塩素）及び消毒剤の不純物（臭素）が反応して生成されます。

30  ブロモホルム 0.09mg/L以下 浄水過程で、水中の有機物質と消毒剤の不純物（臭素）が反応して生成されます。

31  ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 浄水過程で、水中の有機物質と消毒剤が反応して生成されます。

32  亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して、
1.0mg/L以下

鉱山排水、工場排水などの混入や亜鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度
に含まれると白濁の原因となります。

33  アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関
して、0.2mg/L以下

工場排水などの混入や、水処理に用いられるアルミニウム系凝集剤に由来して検出されることがあり、高
濃度に含まれると白濁の原因となります。

34  鉄及びその化合物
鉄の量に関して、
0.3mg/L以下

鉱山排水、工場排水などの混入や鉄管に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると異臭味（カ
ナ気）や、洗濯物などを着色する原因となります。

35  銅及びその化合物
銅の量に関して、
1.0mg/L以下

銅山排水、工場排水、農薬などの混入や給水装置などに使用される銅管、真鍮器具などからの溶出に由
来して検出されることがあり、高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を着色する原因となります。

○水質基準項目（51項目）
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No 項　　　　　　　　　目 基　　準　　値 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

36  ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関し
て、200mg/L以下

苛性ソーダ、石鹸等に使われています。広く自然水中に存在し、工場排水、生活排水に由来し、高濃度に
含まれると味覚を損なう原因となります。

37  マンガン及びその化合物
マンガンの量に関し
て、0.05mg/L以下

地質からや、鉱山排水、工場排水の混入によって河川水などで検出されることがあり、塩素との反応によ
り黒色を呈することがあります。

38  塩化物イオン 200mg/L以下
地質や海水の浸透、下水、家庭排水、工場排水及びし尿などからの混入によって河川水などで検出さ
れ、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。

39  カルシウム､マグネシウム等（硬度） 300mg/L以下
カルシウムとマグネシウムの合計量をいい、主として地質によるものです。硬度が低すぎると淡泊でこくの
ない味がし、高すぎるとしつこい味がします。また、硬度が高いと石鹸の泡立ちを悪くします。

40  蒸発残留物 500mg/L以下
水を蒸発させたときに得られる残留物のことで、主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸などの塩
類及び有機物です。　　量が多いと苦み、渋みが付き、適度に含まれるとまろやかさがでます。

41  陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。

42
 （4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－
 ジメチルナフタレン－4a（2H）－オール
 （別名ジェオスミン）

0.00001mg/L以下
湖沼などで富栄養化現象に伴い発生するアナベナなどの藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質で
す。

43
 1,2,7,7－テトラメチルビシクロ［2,2,1］
 ヘプタン－2－オール
 （別名 2-メチルイソボルネオール）

0.00001mg/L以下
湖沼などで富栄養化現象に伴い発生するフォルミジウムやオシラトリアなどの藍藻類によって産生される
カビ臭の原因物質です。

44  非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
洗浄剤、乳化剤などに使われています。洗濯排水、工場排水の混入によって、河川等で検出されることが
あります。高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。

45  フェノール類
フェノールの量に換算
して、0.005mg/L以下

消毒剤、香料の原料等に使われています。工場の排水などの混入によって検出されることがあります。異
臭味の原因となります。

46  有機物(全有機炭素（TOC）の量) 3mg/L以下
有機物などによる汚れの度合を示し、土壌に起因するほか、し尿、下水、工場排水などの混入によっても
増加します。水道水中に多いと渋みをつけます。

47  ｐＨ値 5.8以上8.6以下
汚染等による水質変化の指標です。pH 7が中性、7より小さくなるほど酸性が強くなり、7より大きくなるほ
どアルカリ性が強くなります。

48  味 異常でないこと
水の味は、地質又は海水、工場排水、化学薬品などの混入及び藻類など生物の繁殖に伴うもののほか、
水道管の内面塗装などに起因することもあります。

49  臭気 異常でないこと
水の臭気は、藻類など生物の繁殖、工場排水、下水の混入、地質などに伴うもののほか、水道水では使
用される管の内面塗装剤などに起因することもあります。

50  色度 5度以下 水についている色の程度を示すもので、基準値の範囲内であれば無色な水といえます。

51  濁度 2度以下 水の濁りの程度を示すもので、基準値の範囲内であれば濁りのない透明な水といえます。

水質管理目標設定項目（２7項目）
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No. 水質項目 目標値 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

1  アンチモン及びその化合物
アンチモンの量に関し
て、0.02mg/L以下

合金、蓄電池、難燃助剤などに使われています。排水の混入や地質により河川水等で検出されることが
あります。

2  ウラン及びその化合物
ウランの量に関して、
0.002mg/L以下（暫定）

地質中に広く存在する主要な放射線物質です。地質により河川等で検出されることがあります。

3  ニッケル及びその化合物
ニッケルの量に関し
て、0.02mg/L以下

ステンレス、特殊鋼、蓄電池などに使われています。鉱山排水、工場排水あるいはメッキ製品からの溶出
により検出されることがあります。

4

5  1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 塩化ビニル原料、殺虫剤、有機溶剤として使われています。

6

7

8  トルエン 0.4mg/L以下 染料、香料、火薬、有機顔料等の合成原料及びベンゼン原料として使われています。

9  フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08mg/L以下 プラスチックの添加剤（可塑剤）に使われています。

10  亜塩素酸 0.6mg/L以下 二酸化塩素による消毒副生成物として生成されます。

11

12  二酸化塩素 0.6mg/L以下 浄水処理過程において酸化剤して使用してます。

13  ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定) 水中の有機物質と消毒剤（塩素）が反応して生成されます。

14  抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定) 水中の有機物質と消毒剤（塩素）が反応して生成されます。

15  農薬類
検出値と目標値の比
の和として、1以下

殺菌剤、除草剤、殺虫剤として使われている101種類の農薬であり、各農薬の検出値を各目標値で除した
値を合計したものです。

16  残留塩素 1mg/L以下 塩素消毒の結果、水中に消毒効果のある状態で残留している塩素のことです。

17  カルシウム、マグネシウム等（硬度）
10mg/L以上100mg/L
以下 基準項目No.39の項

18  マンガン及びその化合物
マンガンの量に関し
て、0.01mg/L以下 基準項目No.37の項

19  遊離炭酸 20mg/L以下
水に溶けている炭酸ガスです。水にさわやかな味を与えておいしくしますが、多いと刺激が強くなります。
多く含む水は水道施設の腐食等の原因となります。

20  1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
脱脂剤、エアゾール等に使われています。ドライクリーニングの洗浄剤、工場排水等の混入により地下水
で検出されることがあり、異臭味の原因となります。

21  メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下 ガソリンのオクタン価向上剤、アンチノック剤、低沸点溶剤などに使われています。

22
 有機物等(過マンガン酸カリウム消費
量)

3mg/L以下
有機物などの汚れの度合を示し、水中の有機物などの量を一定の条件下で酸化させるのに必要な過マ
ンガン酸カリウムの量として表わしたものです。

23  臭気強度（ＴＯＮ） 3以下 臭気の強さを定量的に表す方法で水の臭気が、希釈して感じられなくなるまでの希釈倍数を表します。

24  蒸発残留物
30mg/L以上200mg/L
以下 基準項目No.40の項

25  濁度 1度以下 基準項目No.51の項

26  ｐＨ値 7.5程度 基準項目No.47の項

27  腐食性（ランゲリア指数）
－1程度以上とし、極
力0に近づける

水が金属を腐食させる程度を判定する指標です。数値が負の値で絶対値が大きいほど、水の腐食性が
強いことを示します。

28  従属栄養細菌
1mlの検水で形成され
る集落数が2,000以下
（暫定）

水道施設の健全性を判断し、その存在量等の知見収集のため、暫定値を設定しています

29  1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 家庭用ラップ、食品包装用フィルム樹脂の材料などに使用され、地下水汚物質として知られます。

30  アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関
して、0.1mg/L以下

工場排水などの混入や、水処理に用いられるアルミニウム系凝集剤に由来して検出されることがあり、高
濃度に含まれると白濁の原因となります。

31
ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

0.00005mg/L以下
(暫定)

有機フッ素化合物の一種で炭素数が8のものをいい、環境中で分解されにくく、残留性や生物蓄積性を示
すことから、河川水等の水環境中に存在します。

欠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番

欠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番

欠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番

欠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番

水質管理目標設定項目について
※　水質管理目標設定項目のNo.10及び12について、本市では消毒剤として二酸化塩素を使用していないので検査を行っていません。
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3．検査項目及び検査方法（令和5年度）

番号　 項　　　　　　　　　　　　　目　 水 質 試 験 方 法

1 一般細菌 標準寒天培地法

2 大腸菌 特定酵素基質培地法

3 カドミウム及びその化合物 誘導結合プラズマ‐質量分析装置による一斉分析法

4 水銀及びその化合物 還元気化‐原子吸光光度法

5 セレン及びその化合物 誘導結合プラズマ‐質量分析装置による一斉分析法

6 鉛及びその化合物 誘導結合プラズマ‐質量分析装置による一斉分析法

7 ヒ素及びその化合物 誘導結合プラズマ‐質量分析装置による一斉分析法

8 六価クロム化合物 誘導結合プラズマ‐質量分析装置による一斉分析法

9 亜硝酸態窒素 イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法

10 シアン化物イオン及び塩化シアン イオンクロマトグラフ‐ポストカラム吸光光度法

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法

12 フッ素及びその化合物 イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法

13 ホウ素及びその化合物 誘導結合プラズマ‐質量分析装置による一斉分析法

14 四塩化炭素 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

15 1,4-ジオキサン パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

17 ジクロロメタン パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

18 テトラクロロエチレン パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

19 トリクロロエチレン パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

20 ベンゼン パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

21 塩素酸 イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法

22 クロロ酢酸 溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

23 クロロホルム パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

24 ジクロロ酢酸 溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

25 ジブロモクロロメタン パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

26 臭素酸 イオンクロマトグラフ‐ポストカラム吸光光度法

27 総トリハロメタン パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

28 トリクロロ酢酸 溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

29 ブロモジクロロメタン パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

30 ブロモホルム パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

31 ホルムアルデヒド 溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法

32 亜鉛及びその化合物 誘導結合プラズマ‐質量分析装置による一斉分析法

33 アルミニウム及びその化合物 誘導結合プラズマ‐質量分析装置による一斉分析法

34 鉄及びその化合物 誘導結合プラズマ‐質量分析装置による一斉分析法

35 銅及びその化合物 誘導結合プラズマ‐質量分析装置による一斉分析法

36 ナトリウム及びその化合物 イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法

37 マンガン及びその化合物 誘導結合プラズマ‐質量分析装置による一斉分析法

38 塩化物イオン イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法

39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法

40 蒸発残留物 重量法

41 陰イオン界面活性剤 固相抽出‐高速液体クロマトグラフ法

42 ジェオスミン パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

43 2-メチルイソボルネオール パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

44 非イオン界面活性剤 固相抽出‐吸光光度法

45 フェノール類 固相抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法

46 有機物 （全有機炭素（ＴＯＣ））の量） 全有機炭素計測定法

47 ｐＨ値 ガラス電極法

48 味 官能法

49 臭気 官能法

50 色度 透過光測定法

51 濁度 積分球式光電光度法

※平成25年度より、水道水質管理の安定及び技術力の維持向上を図るため、河南地域１０市町村と大阪広域水道企業団が連携して河南水質

　 管理ステーションを設立し、水質検査を共同で実施しています。
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4．基準項目(51項目)検査成績表（浄・受水場・末端給水栓　令和5年度）

No. 検 査 項 目 基 準 値 平 均 値 回数 平 均 値 回数 平 均 値 回数 平 均 値 回数 平 均 値 回数

1 一 般 細 菌 100個/mL以下 6 4 0 4 1 4 1 4 0 4

2 大 腸 菌 検出されないこと 不検出 4 不検出 4 不検出 4 不検出 4 不検出 4

3 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.003mg/L以下 0.0003未満 2 0.0003未満 2 0.0003未満 2 0.0003未満 2 0.0003未満 4

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005mg/L以下 0.00005未満 2 0.00005未満 2 0.00005未満 2 0.00005未満 2 0.00005未満 4

5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/L以下 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 4

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/L以下 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2

7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/L以下 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 4

8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.02mg/L以下 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 2

9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04mg/L以下 0.004未満 4 0.004未満 2 0.004未満 4 0.004未満 4 0.004未満 4

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2

11
硝 酸 態 窒 素 及 び
亜 硝 酸 態 窒 素

10mg/L以下 0.93 4 0.93 4 0.97 4 0.96 4 0.97 4

12 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 0.8mg/L以下 0.14 2 0.15 4 0.15 2 0.15 2 0.16 4

13 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 1mg/L以下 0.1 2 0.1未満 4 0.1未満 2 0.1未満 2 0.1未満 4

14 四 塩 化 炭 素 0.002mg/L以下 0.0002未満 2 0.0002未満 2 0.0002未満 2 0.0002未満 2 0.0002未満 4

15 1,4- ジ オ キ サ ン 0.05mg/L以下 0.005未満 2 0.005未満 2 0.005未満 2 0.005未満 2 0.005未満 4

16
シ ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及 び
ト ラ ン ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン

0.04mg/L以下 0.004未満 2 0.004未満 2 0.004未満 2 0.004未満 2 0.004未満 4

17 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02mg/L以下 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 4

18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/L以下 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 4

19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/L以下 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 4

20 ベ ン ゼ ン 0.01mg/L以下 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 4

21 塩 素 酸 0.6mg/L以下 - - 0.06未満 4 - - - - 0.06未満 4

22 ク ロ ロ 酢 酸 0.02mg/L以下 - - 0.002未満 4 - - - - 0.002未満 4

23 ク ロ ロ ホ ル ム 0.06mg/L以下 - - 0.006未満 4 - - - - 0.006未満 4

24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 0.03mg/L以下 - - 0.003未満 4 - - - - 0.003未満 4

25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0.1mg/L以下 - - 0.01未満 4 - - - - 0.01未満 4

26 臭 素 酸 0.01mg/L以下 - - 0.001未満 4 - - - - 0.001未満 4

27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1mg/L以下 - - 0.01未満 4 - - - - 0.01未満 4

28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0.03mg/L以下 - - 0.003未満 4 - - - - 0.003未満 4

29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.03mg/L以下 - - 0.003 4 - - - - 0.003未満 4

30 ブ ロ モ ホ ル ム 0.09mg/L以下 - - 0.009未満 4 - - - - 0.009未満 4

31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0.08mg/L以下 - - 0.008未満 4 - - - - 0.008未満 4

32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1mg/L以下 0.1未満 2 0.1未満 2 0.1未満 2 0.1未満 2 0.1未満 2

33 ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.2mg/L以下 0.02未満 2 0.04 2 0.02未満 2 0.02未満 2 0.03 2

34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3mg/L以下 0.03未満 4 0.03未満 4 0.03未満 4 0.03未満 4 0.03未満 4

35 銅 及 び そ の 化 合 物 1mg/L以下 0.1未満 2 0.1未満 2 0.1未満 2 0.1未満 2 0.1未満 2

36 ナ ト リ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 200mg/L以下 16.8 2 16.5 4 15.8 2 15.5 2 15.1 4

37 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0.05mg/L以下 0.005未満 4 0.005未満 4 0.008 4 0.005未満 4 0.005未満 4

38 塩 化 物 イ オ ン 200mg/L以下 16.1 4 16.8 4 14.5 4 15.1 4 15.4 4

39
カ ル シ ウ ム 、 マ グ ネ シ ウ ム 等
（ 硬 度 ）

300mg/L以下 94.2 2 88.6 4 91.1 2 88.8 2 86.4 4

40 蒸 発 残 留 物 500mg/L以下 157 2 155 4 155 2 155 2 152 4

41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.2mg/L以下 0.02未満 2 0.02未満 2 0.02未満 2 0.02未満 2 0.02未満 4

42 ジ ェ オ ス ミ ン 0.00001mg/L以下 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1

43 2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル 0.00001mg/L以下 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1

44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.02mg/L以下 0.01未満 2 0.01未満 4 0.01未満 2 0.01未満 2 0.01未満 4

45 フ ェ ノ － ル 類 0.005mg/L以下 0.0005未満 2 0.0005未満 2 0.0005未満 2 0.0005未満 2 0.0005未満 4

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ)の量） 3mg/L以下 1.0 4 0.9 4 0.8 4 0.7 4 0.7 4

47 ｐ Ｈ 値 5.8以上8.6以下 7.4 4 7.6 4 7.0 4 7.2 4 7.4 4

48 味 異常でないこと - - 異常なし 4 - - - - 異常なし 4

49 臭 気 異常でないこと 無臭 4 異常なし 4 無臭 4 無臭 4 異常なし 4

50 色 度 ５度以下 2.1 4 0.7 4 1.0 4 0.9 4 0.5未満 4

51 濁 度 ２度以下 0.1未満 4 0.1未満 4 0.1未満 4 0.1未満 4 0.1未満 4

― 残 留 塩 素 0.1mg/L以上 - - 0.7 4 - - - - 0.7 4

― 水 温 （℃） 16.7 4 16.9 4 17.5 4 17.2 4 17.4 4

採 水 場 所

浄 水 場

原 水 浄 水 原水（浅層地下水） 原 水 （ 伏 流 水 ） 浄 水

石 川 浄 水 場 壺 井 浄 水 場
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平 均 値 回数 平 均 値 回数 備考

0 1 0 1

不検出 1 不検出 1

0.0003未満 2 0.0003未満 2

0.00005未満 2 0.00005未満 2

0.001未満 2 0.001未満 2

0.001未満 1 0.001未満 1

0.001未満 2 0.001未満 2

0.002未満 1 0.002未満 1

0.004未満 2 0.004未満 2

0.001未満 1 0.001未満 1

0.89 1 0.72 1

0.08未満 4 0.08未満 4

0.1未満 2 0.1未満 2

0.0002未満 2 0.0002未満 2

0.005未満 2 0.005未満 2

0.004未満 2 0.004未満 2

0.002未満 2 0.002未満 2

0.001未満 2 0.001未満 2

0.001未満 2 0.001未満 2

0.001未満 2 0.001未満 2

0.08 1 0.07 1

0.002未満 1 0.002未満 1

0.012 1 0.008 1

0.003未満 1 0.003未満 1

0.01 1 0.01未満 1

0.003 1 0.002 1

0.04 1 0.02 1

0.003未満 1 0.003未満 1

0.013 1 0.009 1

0.009未満 1 0.009未満 1

0.008未満 1 0.008未満 1

0.1未満 1 0.1未満 1

0.02未満 1 0.02未満 1

0.03未満 1 0.03未満 1

0.1未満 1 0.1未満 1

14.2 2 13.9 2

0.005未満 1 0.005未満 1

16.8 1 15.0 1

39.8 4 40.5 4

90 4 92 4

0.02未満 2 0.02未満 2

0.000001未満 1 0.000001未満 1

0.000001未満 1 0.000001未満 1

0.01未満 4 0.01未満 4

0.0005未満 2 0.0005未満 2

0.8 1 0.8 1

7.4 4 7.4 4

異常なし 1 異常なし 1

異常なし 1 異常なし 1

0.5未満 1 0.5未満 1

0.1未満 1 0.1未満 1

0.6 4 0.6 4

18.1 4 17.9 4

大阪広域水道企業団受水

伊 賀 受 水 場 西 浦 受 水 場

ｐH・電気伝導率計

水質試験室（石川浄水場）
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検 査 項 目 基 準 値 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数

1 一 般 細 菌 100個/mL以下 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12

2 大 腸 菌 検出されないこと 不検出 12 不検出 12 不検出 12 不検出 12 不検出 12

3 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.003mg/L以下 - - - - - - - - - -

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005mg/L以下 - - - - - - - - - -

5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/L以下 - - - - - - - - - -

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/L以下 0.001未満 4 0.001未満 4 0.001未満 4 0.001未満 4 0.001未満 4

7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/L以下 - - - - - - - - - -

8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.02mg/L以下 0.002未満 4 0.002未満 4 0.002未満 4 0.002未満 4 0.002未満 4

9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04mg/L以下 - - - - - - - - - -

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 0.001未満 4 0.001未満 4 0.001未満 4 0.001未満 4 0.001未満 4

11
硝 酸 態 窒 素 及 び
亜 硝 酸 態 窒 素

10mg/L以下 0.86 12 0.85 12 0.85 12 0.86 12 0.84 12

12 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 0.8mg/L以下 - - - - - - - - - -

13 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 1mg/L以下 - - - - - - - - - -

14 四 塩 化 炭 素 0.002mg/L以下 - - - - - - - - - -

15 1,4- ジ オ キ サ ン 0.05mg/L以下 - - - - - - - - - -

16
シ ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及 び
ト ラ ン ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン

0.04mg/L以下 - - - - - - - - - -

17 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02mg/L以下 - - - - - - - - - -

18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/L以下 - - - - - - - - - -

19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/L以下 - - - - - - - - - -

20 ベ ン ゼ ン 0.01mg/L以下 - - - - - - - - - -

21 塩 素 酸 0.6mg/L以下 0.06未満 4 0.06未満 4 0.06未満 4 0.06未満 4 0.06未満 4

22 ク ロ ロ 酢 酸 0.02mg/L以下 0.002未満 4 0.002未満 4 0.002未満 4 0.002未満 4 0.002未満 4

23 ク ロ ロ ホ ル ム 0.06mg/L以下 0.007 4 0.008 4 0.007 4 0.006未満 4 0.006 4

24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 0.03mg/L以下 0.003未満 4 0.003未満 4 0.003未満 4 0.003未満 4 0.003未満 4

25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0.1mg/L以下 0.01未満 4 0.01未満 4 0.01未満 4 0.01未満 4 0.01未満 4

26 臭 素 酸 0.01mg/L以下 0.001未満 4 0.001未満 4 0.001未満 4 0.001未満 4 0.001未満 4

27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1mg/L以下 0.03 4 0.03 4 0.02 4 0.02 4 0.02 4

28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0.03mg/L以下 0.003未満 4 0.003 4 0.003未満 4 0.003未満 4 0.003未満 4

29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.03mg/L以下 0.008 4 0.008 4 0.007 4 0.007 4 0.007 4

30 ブ ロ モ ホ ル ム 0.09mg/L以下 0.009未満 4 0.009未満 4 0.009未満 4 0.009未満 4 0.009未満 4

31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0.08mg/L以下 0.008未満 4 0.008未満 4 0.008未満 4 0.008未満 4 0.008未満 4

32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1mg/L以下 0.1未満 4 0.1未満 4 0.1未満 4 0.1未満 4 0.1未満 4

33 ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.2mg/L以下 0.04 4 0.04 4 0.02未満 4 0.02未満 4 0.02未満 4

34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3mg/L以下 0.03未満 12 0.03未満 12 0.03未満 12 0.03未満 12 0.03未満 12

35 銅 及 び そ の 化 合 物 1mg/L以下 0.1未満 4 0.1未満 4 0.1未満 4 0.1未満 4 0.1未満 4

36 ナ ト リ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 200mg/L以下 - - - - - - - - - -

37 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0.05mg/L以下 0.005未満 12 0.005未満 12 0.005未満 12 0.005未満 12 0.005未満 12

38 塩 化 物 イ オ ン 200mg/L以下 18.0 12 18.1 12 17.2 12 17.1 12 17.0 12

39
カ ル シ ウ ム 、 マ グ ネ シ ウ ム 等
（ 硬 度 ）

300mg/L以下 87.0 4 86.3 4 63.0 4 61.3 4 61.3 4

40 蒸 発 残 留 物 500mg/L以下 152 4 150 4 121 4 117 4 117 4

41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.2mg/L以下 - - - - - - - - - -

42 ジ ェ オ ス ミ ン 0.00001mg/L以下 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1

43 2- メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル 0.00001mg/L以下 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1 0.000001未満 1

44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.02mg/L以下 - - - - - - - - - -

45 フ ェ ノ － ル 類 0.005mg/L以下 - - - - - - - - - -

46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量) 3mg/L以下 0.8 12 0.8 12 0.8 12 0.8 12 0.8 12

47 ｐ Ｈ 値 5.8以上8.6以下 7.6 12 7.6 12 7.5 12 7.5 12 7.5 12

48 味 異常でないこと 異常なし 12 異常なし 12 異常なし 12 異常なし 12 異常なし 12

49 臭 気 異常でないこと 異常なし 12 異常なし 12 異常なし 12 異常なし 12 異常なし 12

50 色 度 ５度以下 0.5未満 12 0.5未満 12 0.5未満 12 0.5未満 12 0.5未満 12

51 濁 度 ２度以下 0.1未満 12 0.1未満 12 0.1未満 12 0.1未満 12 0.1未満 12

― 残 留 塩 素 0.1mg/L以上 0.4 12 0.3 12 0.4 12 0.5 12 0.5 12

― 水 温 （℃） 20.2 12 18.9 12 20.2 12 19.4 12 19.3 12

島 泉西 浦 6 丁 目 駒 ヶ 谷 広 瀬

高 区 上 部 系 高 区 下 部 系 壺 井 系 低 区 系採 水 場 所

末端給水栓

羽 曳 が 丘

-　72　-



あ 

-　73　-



5．水質管理目標設定項目検査成績表（浄・受水場・末端給水栓　令和5年度）

No. 検 査 項 目 目 標 値 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数

1 ア ン チ モ ン 及 び そ の 化 合 物 0.02mg/L以下 - - 0.002未満 1 - - - -

2 ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 0.002mg/L以下(暫定) - - 0.0002未満 1 - - - -

3 ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 0.02mg/L以下 - - 0.002未満 1 - - - -

4

5 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004mg/L以下 - - 0.0004未満 1 - - - -

6

7

8 ト ル エ ン 0.4mg/L以下 - - 0.04未満 1 - - - -

9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル ) 0.08mg/L以下 - - 0.008未満 1 - - - -

10 ※ 亜 塩 素 酸 0.6mg/l以下

11

12 ※ 二 酸 化 塩 素 0.6mg/L以下

13 ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル 0.01mg/L以下(暫定) - - 0.001 1 - - - -

14 抱 水 ク ロ ラ ー ル 0.02mg/L以下(暫定) - - 0.002未満 1 - - - -

15 農 薬 類 検出値と目標値の比の和として，1以下 - - 0.00 1 - - - -

16 残 留 塩 素 1mg/L以下 - - 0.8 5 - - - -

17
カルシウム，マグネシウム等 （硬

度 ）
10mg/L以上100mg/L以下 94.2 2 88.6 4 91.1 2 88.8 2

18 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01mg/L以下 0.005未満 4 0.005未満 4 0.008 4 0.005未満 4

19 遊 離 炭 酸 20mg/L以下 - - 4.4 1 - - - -

20 1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.3mg/L以下 - - 0.03未満 1 - - - -

21 メ チ ル -t- ブ チ ル エ ー テ ル 0.02mg/L以下 - - 0.002未満 1 - - - -

22
有機物等（過マンガン酸カリウム消費

量 ）
3mg/L以下 - - 1.5 1 - - - -

23 臭 気 強 度 （ Ｔ Ｏ Ｎ ） 3以下 - - 1 1 - - - -

24 蒸 発 残 留 物 30mg/L以上200mg/L以下 157 2 155 4 155 2 155 2

25 濁 度 1度以下 0.1未満 4 0.1未満 4 0.1未満 4 0.1未満 4

26 ｐ Ｈ 値 7.5程度 7.4 4 7.6 4 7.0 4 7.2 4

27 腐 食 性 （ ラ ン ゲ リ ア 指 数 ） -１程度以上とし、極力0に近づける - - -0.6 4 - - - -

28 従 属 栄 養 細 菌 2000個/mL以下 - - - - - - - -

29 1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1mg/L以下 - - 0.01未満 1 - - - -

30 ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.1mg/L以下 0.02未満 2 0.04 2 0.02未満 2 0.02未満 2

31
ペルフルオロオクタンスルホン酸
（ PFOS ）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

0.00005mg/L以下(暫定) 0.000013 3 0.000015 3 0.000018 3 0.000017 3

※No.10及び12は、二酸化塩素未使用により、検査の対象外とする。

原 水 浄 水 原水(浅層地下水） 原水（伏流水）

石 川 浄 水 場 壺 井 浄 水 場

欠　　　　　番

採 水 場 所

浄 水 場

欠 番

二酸化塩素未使用により、検査の対象外とする。

欠 番

二酸化塩素未使用により、検査の対象外とする。

卓 上 型 濁 色 度 計 水 質 試 験 室 （ 石 川 浄 水 場 ）

欠 番
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平 均 値 回 数 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数 平 均 値 回 数

0.002未満 1 0.002未満 1 0.002未満 1 - - - - - - - - - -

0.0002未満 1 0.0002未満 1 0.0002未満 1 - - - - - - - - - -

0.002未満 1 0.002未満 1 0.002未満 1 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 2

0.0004未満 1 0.0004未満 1 0.0004未満 1 - - - - - - - - - -

0.04未満 1 0.04未満 1 0.04未満 1 - - - - - - - - - -

0.008未満 1 0.008未満 1 0.008未満 1 - - - - - - - - - -

0.001 1 0.001未満 1 0.001 1 0.001 2 0.001 2 0.001未満 2 0.001未満 2 0.001未満 2

0.002未満 1 0.002 1 0.002未満 1 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 2 0.002未満 2

0.00 1 - - - - - - - - - - - - - -

0.8 5 0.6 4 0.6 4 0.4 12 0.3 12 0.4 12 0.5 12 0.5 12

86.4 4 39.8 4 40.5 4 87.0 4 86.3 4 63.0 4 61.3 4 61.3 4

0.005未満 4 0.005未満 1 0.005未満 1 0.005未満 12 0.005未満 12 0.005未満 12 0.005未満 12 0.005未満 12

4.8 1 - - - - 4.2 1 4.4 1 4.8 1 3.2 1 3.4 1

0.03未満 1 0.03未満 1 0.03未満 1 - - - - - - - - - -

0.002未満 1 0.002未満 1 0.002未満 1 - - - - - - - - - -

1.4 1 - - - - 1.4 1 1.3 1 1.3 1 1.1 1 1.2 1

1 1 - - - - 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

152 4 90 4 92 4 152 4 150 4 121 4 117 4 117 4

0.1未満 4 0.1未満 1 0.1未満 1 0.1未満 12 0.1未満 12 0.1未満 12 0.1未満 12 0.1未満 12

7.4 4 7.4 4 7.4 4 7.6 12 7.6 12 7.5 12 7.5 12 7.5 12

-0.8 4 -1.5 4 -1.5 4 -0.6 4 -0.6 4 -0.9 4 -1.0 4 -1.0 4

- - - - - - 20 1 46 1 39 1 1 1 1 1

0.01未満 1 0.01未満 1 0.01未満 1 - - - - - - - - - -

0.03 2 0.02未満 1 0.02未満 1 0.04 4 0.04 4 0.02未満 4 0.02未満 4 0.02未満 4

0.000018 3 - - - - - - - - - - - - - -

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連続水質測定計器　石川浄水場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連続水質測定計器　石川浄水場

壺 井 系 低 区 系

浄 水 羽 曳 が 丘 西 浦 6 丁 目 駒 ヶ 谷

壺 井 浄 水 場
伊賀受水場 西浦受水場

高 区 上 部 系 高 区 下 部 系

広 瀬 島 泉

浄 水 場 大阪広域水道企業団受水 末 端 給 水 栓

二酸化塩素未使用により、検査の対象外とする。 二酸化塩素未使用により、検査の対象外とする。

二酸化塩素未使用により、検査の対象外とする。 二酸化塩素未使用により、検査の対象外とする。

-　75　-



6．農薬項目検査成績表（浄水場　令和5年度） （検出値単位:mg/L）

採 水 場 所

浄 水 場

石 川 浄 水 場

浄 水
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採 水 場 所

浄 水 場

壺 井 浄 水 場

浄 水
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7．末端給水栓水質基準項目グラフ（令和5年度）

1 一般細菌 100 個以下/mL 12 12 12 12 12 60

2 大腸菌 12 12 12 12 12 60

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

8 六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 12 12 12 12 12 60

12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

13 ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下 4 4 2 2 2 14

14 四塩化炭素 0.002 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

15 1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

16
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.04 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

17 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

19 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

20 ベンゼン 0.01 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

21 塩素酸 0.6 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

22 クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

23 クロロホルム 0.06 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

24 ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

26 臭素酸 0.01 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

27 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

28 トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

30 ブロモホルム 0.09 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

32 亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

34 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 12 12 12 12 12 60

35 銅及びその化合物 1 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 4 4 2 2 2 14

37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 12 12 12 12 12 60

38 塩化物イオン 200 mg/L以下 12 12 12 12 12 60

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

40 蒸発残留物 500 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

42 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下 1 1 1 1 1 5

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下 1 1 1 1 1 5

44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 4 4 4 4 4 20

45 フェノ－ル類 0.005 mg/L以下 2 2 2 2 2 10

46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） 3 mg/L以下 12 12 12 12 12 60

47 ｐＨ値 5.8以上 8.6以下 12 12 12 12 12 60

48 味 12 12 12 12 12 60

49 臭気 12 12 12 12 12 60

50 色度 5 度以下 12 12 12 12 12 60

51 濁度 2 度以下 12 12 12 12 12 60

合計 266 266 262 262 262 1,318

No. 水 質 基 準 項 目 水 質 基 準 値

計

(

回

)

壺
井
系

駒

ヶ
谷

低
区
系

広
瀬

低
区
系

島
泉

異常でないこと

高

区

上

部

系

羽
曳
が
丘

異常でないこと

水質基準項目検査回数

検出されないこと

高

区

下

部

系

西
浦

6
丁
目

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

水
質
項
目
№

高区上部系羽曳が丘 平均値

高区下部系西浦6丁目 平均値

壺井系駒ヶ谷 平均値

低区系広瀬 平均値

低区系島泉 平均値

100%ライン

基
準
値
ラ
イ
ン

平均値／水質基準値(％)

ｐ
H

 5
.8

-
8
.6
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

令和5年度水質基準項目％表示グラフ

（基準値が100％・10％以上を記載）
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〔日野検査室〕 

 

 

〔太満池検査室〕 

 

 大阪広域水道企業団水質管理センター 河南水質管理ステーションの各検査室における検査機器状況。 

※本市の水質検査は、原則河南水質管理ステーションで行っています。 
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Ⅶ 施    設 

 

 

 
 

紫外線照射装置（石川浄水場内） 

 

 

 

 

 

 



１．水道施設・配水区域図

石
川
浄
水
場

壺
井
配
水
池

低
区
第
２
配
水
池

羽
曳
山
配
水
場

低
区
第
１
配
水
池

伊
賀
受
水
場

西
浦
受
水
場

水
道
局

高
区
配
水
池

高
区
上
部
配
水
池

高
区
下
部
配
水
池

(上
下
２
層
式
）

低
区
系
島
泉
配
水
モ
ニ
タ

壺
井
系
駒
ヶ
谷
配
水
モ
ニ
タ

高
区
上
部
系
羽
曳
が
丘
配
水
モ
ニ
タ

高
区
下
部
系
西
浦
配
水
モ
ニ
タ

低
区
系
広
瀬
配
水
モ
ニ
タ

応
急
給
水
拠
点

凡
例

：
壺
井
系
配
水
区
域

：
低
区
系
配
水
区
域

：
高
区
下
部
系
配
水
区
域

：
高
区
上
部
系
配
水
区
域

N

工
事
中
（R
6.
10
運
用
開
始
予
定
）

壺
井
浄
水
場
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２．送 配 水 系 統 図

標
高
値
：
Ｔ
．
Ｐ
．

令
和
6年
3月
31
日
現
在

工
事
中

(R
6

.1
0
運
用
開
始
予
定

)

浄
水
池

3
9

0
㎥

H
W

L
3

4
.3

6
m

L
W

L
3

1
.3

6
ｍ

最
大
取
水
量

5
,0

0
0
㎥

/日

応
急
給
水
拠
点

羽 曳 が 丘

羽 曳 が 丘 西
は び き の

学 園 前 ・ 桃 山 台

河 原 城 ・ 埴 生 野

誉 田 ・ 川 向

古 市 ・ 南 古 市 ・ 碓 井

大 黒 （ 西 ）

東 阪 田 ・ 広 瀬 ・ 栄 町

西 浦 ・ 蔵 之 内 ・ 尺 度

白 鳥 ・ 軽 里 ・ 翠 鳥 園

野 々 上 ・ 河 原 城

向 野 ・ 樫 山 ・ 野 ・ 郡 戸

恵 我 之 荘 ・ 南 恵 我 之 荘

島 泉 ・ 高 鷲 ・ 伊 賀

1
0

,0
0

0
㎥

H
W

L
8

3
.4

5
m

H
1

1
.0

m
φ
3
4
.1
m

L
W

L
7

2
.4

5
m

浄
水
池

5
9

6
㎥

H
W

L
3

2
.2

0
m

L
W

L
2

8
.2

5
ｍ

最
大
取
水
量

1
2

,5
0

0
㎥

/日

.H

.Ｐ
.Ｐ

.Ｐ

.Ｐ

石
川
浄
水
場

壺
井
浄
水
場

伊
賀
受
水
場

西
浦
受
水
場

羽
曳
山
配
水
場

高
区
上
部
系

高
区
下
部
系

低
区
系

飛 鳥 ・ 駒 ヶ 谷

大 黒 （ 東 ）

通 法 寺 ・ 壺 井壺
井
系

受
水
池

3
8

4
㎥

H
W

L
3

9
.9

1
m

L
W

L
3

7
.9

1
ｍ

最
大
受
水
量

9
,2

5
0
㎥

/日

受
水
池

9
6

2
㎥

H
W

L
4

3
.1

5
m

L
W

L
3

9
.6

5
ｍ

最
大
受
水
量

1
2

,5
0

0
㎥

/日

1
0

,0
0

0
㎥

H
W

L
8

3
.5

5
m

H
1

5
.0

m
φ
3
0
.0
m

L
W

L
6

8
.5

5
m

高
区
上
部
配
水
池

3
,0

0
0
㎥

H
W

L
1

1
5

.0
0

m
H

1
0

.0
m

φ
1
9
.7
m

L
W

L
1

0
5

.0
0

m

高
区
下
部
配
水
池

3
,0

0
0
㎥

H
W

L
1

0
0

.0
0

m
H

1
0

.0
m

φ
1
9
.7
m

L
W

L
9

0
.0

0
m

配
水
池

3
,5

0
0
㎥

H
W

L
7

3
.3

7
m

L
W

L
6

9
.8

4
ｍ

壺
井

.H .H
.H

.H

.Ｐ

.H

.H

.Ｐ
.H

.H
.H

.M

M .

.

M

.

.M

M

.M

φ
40
0

φ
60
0

φ500

φ
60
0

φ600

φ600

φ400 φ500

φ700

φ
40
0

φ400

φ
60
0

φ
50
0

φ500

φ250

φ
25
0

φ
25
0

φ
60
0

φ
50
0

φ
50
0

φ
50
0

φ400

φ
50
0

φ500

φ400

φ250

φ300

φ
30
0

φ
10
0

企
業
団
水

（
４
拡
系
）

（
５
拡
系
）

企
業
団
水

（
６
拡
系
）

低
区
第

2
配
水
池

低
区
第

1
配
水
池

高
区
配
水
池

企
業
団
水

（
壺
井
分
岐
）

(将
来
) .H

M .

送
水
管

配
水
管

ﾊ
ﾟ
ｲ
ﾊ
ﾟ
ｽ管

場
内
給
水
栓

緊
急
遮
断
弁

逆
止
弁

電
動
弁

送
水
ポ
ン
プ

凡
例

壺
井
系

高
区
上
部
系

高
区
下
部
系

低
区
系 閉
バ
ル
ブ
・

開
バ
ル
ブ

.P

φ
40
0

壺
井
配
水
池

φ200

8
7

0
㎥

H
W

L
8

9
.5

m
H

5
.0

m
1

0
.0

m
×

1
8

.0
ｍ

L
W

L
8

4
.5

m

西
浦

.P
加
圧
ポ
ン
プ
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３．集中管理システム

高
区
上
部
系

羽
曳
が
丘

配
水
モ
ニ
タ

低
区
系

島
泉

配
水
モ
ニ
タ

低
区
系

広
瀬

配
水
モ
ニ
タ

高
区
下
部
系

西
浦

配
水
モ
ニ
タ

壺
井
系

駒
ヶ
谷

配
水
モ
ニ
タ

低
区
第
２

配
水
池

石
川

浄
水
場

水
道
施
設

監
視
制
御
装
置

配
水
モ
ニ
タ

監
視
装
置

大
画
面
水
道
施
設
監
視
装
置

水
道
施
設
カ
メ
ラ

映
像
監
視
装
置

浄
水
場

魚
類
監
視
装
置

石
川
浄
水
場

監
視
制
御
装
置

水
道
施
設

監
視
装
置

水
道
局

水
道
管
理
セ
ン
タ

管
理
室

通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

応
急
給
水

拠
点

壺
井

浄
水
場

伊
賀

受
水
場

西
浦

受
水
場

羽
曳
山

配
水
場

壺
井

配
水
池

高
区

配
水
池

低
区
第
１

配
水
池

通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

工
事
中

(R
6

.1
0
竣
工
予
定

)
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４．施 設 の 概 要

(1)石 川 浄 水 場

(1
)
石

川
浄

水
場

施
設
概
要

（
平
成
２
８
年
３
月
竣
工
）

１
．
位

置
羽
曳
野
市
古
市
３
丁
目
１
０
番
４
号

２
．
施
設
能
力

１
３
,０

０
０
ｍ

３
／
日
（
最
大
取
水
量
１
２
,５

０
０
ｍ
３
／
日
）

３
．
水

源
伏
流
水
（
大
和
川
水
系
石
川
）

許
可
取
水
量

最
大

０
.１

５
０
ｍ

３
／
秒

一
日
最
大

１
２
,５

０
０
ｍ

３
／
日

４
．
ポ
ン
プ
設
備

取
水
ポ
ン
プ

３
０
ｋ
Ｗ
・
・
・
３
台

送
水
ポ
ン
プ

７
５
ｋ
Ｗ
・
・
・
４
台

５
．
急
速
ろ
過
池

サ
イ
フ
ォ
ン
式
急
速
ろ
過
方
式
・
・
・
４
池

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

（
ろ
過
面
積
２
９
．
６
ｍ

２
ろ
過
速
度
１
１
０
ｍ
/日
)×

４
池

６
．
紫
外
線
照
射
装
置

内
照
式
管
路
密
閉
型
・
・
・
２
基

低
圧
高
出
力
ア
マ
ル
ガ
ム
ラ
ン
プ
×
６
本
/基

７
．
浄
水
池

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

・
・
・
２
池

有
効
容
量

５
９
６
ｍ

３

８
．
排
水
処
理

上
向
流
移
動
床
式
砂
ろ
過
器
×
２
基

処
理
水
：
公
共
下
水
放
流

９
．
非
常
用
自
家
発
電
設
備

原
動
機

デ
ィ
ー
ゼ
ル
式

発
電
機

３
φ
３
Ｗ
６
,６

０
０
Ｖ

３
５
０
ｋ
Ｖ
Ａ

H
応
急
給
水
栓

応
急
給
水
塔

水
道
管
理
セ
ン
タ
ー
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貯
水

量
 3

8.
8m

3

　
19

.4
㎥

×
２

池

上
向

流
移

動
床

式
砂

ろ
過

装
置

　
２

基
貯

水
量

11
3.

8m
3

　
56

.9
㎥

×
２

池

排
水

処
理

設
備

返
送

水
槽

排
水

処
理

用
ろ

過
器

放
流

水
槽

次
亜

塩
素

酸
ﾅ

ﾄﾘ
ｳ

ﾑ

注
入

ポ
ン

プ
　

３
台

苛
性

ソ
ー

ダ
注

入
ポ

ン
プ

　
３

台

貯
水

量
 5

96
m

3

　
29

8㎥
×

２
池

下
水

放
流

貯
水

量
 9

57
.6

m
3

　
47

8.
8㎥

×
２

池

次
亜

塩
素

酸
ﾅ

ﾄﾘ
ｳ

ﾑ
注

入
ポ

ン
プ

　
３

台
ﾎ

ﾟﾘ
塩

化
ｱ

ﾙ
ﾐﾆ

ｳ
ﾑ

注
入

ポ
ン

プ
　

３
台

排
水

池

取
水

設
備

前
塩

素
注

入
設

備

ろ 過 処 理 水 槽

Ｐ
Ａ

Ｃ
注

入
設

備
後

塩
素

注
入

設
備

ｐ
Ｈ

調
整

設
備

送
水

ポ
ン

プ
　

４
台

両
吸

込
渦

巻
ポ

ン
プ

容
量

　
75

kW
揚

程
　

61
m

吐
出

量
 4

.4
㎥

/m
in

薬
品

混
和

池

原 水 渠

急
速

ろ
過

池

集 水 室

流 出 渠

集
水

設
備

取
水

井
ろ

過
池

棟
浄

水
池

棟
　

水
源

　
石

川
伏

流
水

集
水

埋
渠

配
管

管
 径

 φ
10

00
m

m
材

 質
 S

U
S
30

4
延

 長
 1

50
m

取
水

ポ
ン

プ
　

３
台

容
　

量
　

30
kW

揚
　

程
　

20
m

吐
出

量
　

4.
35

㎥
/m

in
口

　
径

　
φ

20
0

着 水 井

紫
外

線
処

理
装

置
塩 素 混 和 池

浄
水

池
送

水
ポ

ン
プ

室

急
速

攪
拌

機
　

　
　

２
基

処
理

能
力

3,
25

0㎥
/日

×
4池

ろ
過

面
積

29
.6

㎡
/池

ろ
過

速
度

11
0m

/日

内
照

式
管

路
密

閉
型

13
,0

00
㎥

/日
×

２
基

低
圧

高
出

力
ｱ

ﾏ
ﾙ

ｶ
ﾞﾑ

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ　

６
本

/基

石
川
浄
水
場

水
処
理
フ
ロ
ー
図

ろ 過 ・ 捨 水 サ イ フ ォ ン

逆 洗 排 水

ろ
過

処
理

水

濃
縮

排
水

ろ
過

池
棟

浄
水

池
棟

排
水

処
理

設
備

取
水

設
備

取
水

井

紫
外

線

照
射

装
置

空
気

圧
縮

機
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排
泥
池

浄
水
池

急
速
ろ
過
池

沈
で
ん
池

管
理
棟

フ
ロ
ッ
ク
形
成
池

着
水
井

伏
流
水
井

浅
井
戸

(2
) 
壺

井
浄

水
場

施
設
概
要

（
昭
和
４
８
年
３
月
竣
工
）

１
．
位

置
羽
曳
野
市
壺
井
１
５
４
番
地
の
１

２
．
施
設
能
力

５
,０

０
０
ｍ

３
／
日
（
最
大
取
水
量
５

,０
０
０
ｍ

３
／
日
）

３
．
水

源
浅
井
戸

円
形
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
・
・
・
１
井

（
内
径
６
ｍ

深
さ
１
３
ｍ
）

伏
流
水
（
大
和
川
水
系
石
川
）

許
可
取
水
量

最
大

０
.０

０
８
５
ｍ

３
／
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(3)伊 賀 受 水 場
施設概要 （昭和４２年３月竣工、昭和６２年７月改良）

１．位 置 羽曳野市伊賀３丁目１７番１０号

２．施設能力 ２６,０００ｍ３／日

３．計画分水量 ９,２５０ｍ３／日

４．ポンプ設備 ７５ｋＷ・・・３台

４５ｋＷ・・・１台

５．受水池 鉄筋コンクリート造・・・１池

有効容量３８４ｍ３×１池

A

応急給水栓

H

D
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(4)西 浦 受 水 場
施設概要 （昭和５９年１１月竣工）

１．位 置 羽曳野市西浦６丁目４６５番地の３

２．施設能力 ３０,０００ｍ３／日

３．計画分水量 １２,５００ｍ３／日

４．ポンプ設備 ７５ｋＷ・・・３台

４５ｋＷ・・・２台

５．受水池 鉄筋コンクリート造

有効容量４８１ｍ３×２池

６．非常用発電設備 原動機 ディーゼル式

発電機 ３φ３Ｗ ６,６００Ｖ ４００ｋＶＡ

H
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H

高
区
下
部
j配
水

D

D

M

M

M
１号低区流入弁

２号高区下部流入弁

３号壺井流入弁

低区送水流量計

高区送水流量計

D

P

P

P

P

(5)羽 曳 山 配 水 場
施設概要 （昭和３９年３月竣工、平成２年１０月改良）

１．位 置 羽曳野市はびきの２丁目８番２０号

２．配 水 池 鉄筋コンクリート造・・・１池

有効容量３,５００ｍ３×１池

３．ポンプ設備 低区送水 ６０ｋＷ・・・２台

高区送水 １１０ｋＷ・・・２台

４．非常用発電設備 原動機 ディーゼル式

発電機 ３φ３Ｗ ６,６００Ｖ ５００ｋＶＡ
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(6)壺 井 配 水 池（工事中）
施設概要 （令和６年１０月竣工予定）

１．位 置 羽曳野市古市２２７１番地の１１９

２．配 水 池 高架型ステンレス配水池

１０.０ｍ×１８.０ｍ 有効水深５.０ｍ

（１０.０ｍ×９.０ｍ 有効水深５.０ｍ×２池）

３．有効容量 ８７０ｍ３（４３５ｍ３×２池）

防災行政無線

工事中
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高区上部流出管

高区下部流出管高区上部流入管

ドレン管

高区下部連絡管

緊急

遮断弁

応急給水栓(上部)

H

応急給水栓(下部)

H

D

D

(7)高 区 配 水 池
施設概要 （平成１８年３月竣工）

１．位 置 羽曳野市羽曳が丘9丁目２９５－８６

２．配 水 池 溶接構造ステンレス製円筒形たて型２層配水池

高区上部配水池（上層）直径１９.７ｍ 有効水深１０ｍ

高区下部配水池（下層）直径１９.７ｍ 有効水深１０ｍ

３．有効容量 高区上部 ３,０００ｍ３

高区下部 ３,０００ｍ３
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(8)低 区 第 １ 配 水 池
施設概要 （昭和４９年１０月竣工、平成１２年３月改良）

１．位 置 羽曳野市西浦６丁目８１番地

２．配 水 池 プレストレストコンクリート造

直径３０ｍ 有効水深 １５ｍ

３．有効容量 １０,０００ｍ３

配水池

緊急

遮断弁

流
量
計

流出管φ600
流入管φ400

泥吐管φ300

D

高区下部配水管φ200
西浦－低区第１送水管φ500
低区配水管φ600
石川送水管φ600
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流
出
管
φ
60
0

水質

計器室

電気室

緊急遮断弁

(9)低 区 第 ２ 配 水 池
施設概要 （昭和５８年８月竣工）

１．位 置 羽曳野市学園前１丁目５番１２号

２．配 水 池 プレストレストコンクリート造

直径３４.１ｍ 有効水深 １１ｍ

３．有効容量 １０,０００ｍ３

D

D

D

バイパス管φ400

φ500
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(10)応 急 給 水 拠 点
施設概要 （平成２３年１月竣工）

１．位 置 羽曳野市羽曳が丘西１丁目１番９号

２．給水施設 応急給水塔 ２基

応急給水栓 ２基

応急給水塔２ 応急給水塔１

応急給水栓２

応急給水栓１

H

H

バルブ（常時閉）

（応急給水時 開）

ブロックバルブ

（常時閉）

高
区
下
部
流
出
管
φ
500

高
区
上
部
流
出
管
φ
500

高
区
送
水
管

φ
500

高
区
上
部
配
水
管
φ
100

D

D

高区下部配水管φ400

高区上部配水管φ300

高区送水管φ500
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５．導送配水管状況
口 径 Ｒ４年度末延長 Ｒ５年度新設 Ｒ５年度撤去 Ｒ５年度末延長

mm m m m m
50以下 329.7 0.0 0.0 329.7

75 103,419.6 1,924.2 983.1 104,360.7
100 94,895.4 654.7 428.8 95,121.3
150 61,810.1 540.4 320.4 62,030.1
200 27,010.3 71.3 283.8 26,797.8
250 1,326.9 0.0 84.7 1,242.2
300 19,453.6 1,530.7 1,386.7 19,597.6
350 4,653.4 0.0 3.4 4,650.0
400 9,533.0 1.5 208.9 9,325.6
450 19.7 0.0 0.0 19.7
500 5,270.1 66.9 0.0 5,337.0
600 9,086.2 0.0 1,231.1 7,855.1
700 0.0 1,212.9 0.0 1,212.9

計 336,808.0 6,002.6 4,930.9 337,879.7
50以下 1,200.2 0.0 69.4 1,130.8

75 46.6 0.0 5.0 41.6
100 0.0 5.0 0.0 5.0
125 38.2 0.0 38.2 0.0
150 48.1 30.5 0.0 78.6
200 221.8 7.7 0.0 229.5
250 275.3 0.0 250.5 24.8
300 164.8 250.5 0.0 415.3
400 273.9 0.0 0.0 273.9
450 6.6 0.0 0.0 6.6
500 18.4 0.0 0.0 18.4
600 24.6 0.0 0.0 24.6

計 2,318.5 293.7 363.1 2,249.1
100 25.8 0.0 0.0 25.8
150 16.6 0.0 0.0 16.6
200 88.7 0.0 0.0 88.7
250 239.8 0.0 0.0 239.8
300 20.4 0.0 0.0 20.4
400 61.7 0.0 0.0 61.7
500 28.5 0.0 0.0 28.5

計 481.5 0.0 0.0 481.5
50以下 142.5 0.0 2.0 140.5

75 395.6 0.0 0.0 395.6
100 124.7 0.0 0.1 124.6
125 9.9 0.0 0.0 9.9

計 672.7 0.0 2.1 670.6
50以下 90,279.4 245.6 956.9 89,568.1

75 10,286.2 33.2 388.8 9,930.6
100 5,243.1 4.1 80.3 5,166.9
150 581.9 0.0 1.3 580.6

計 106,390.6 282.9 1,427.3 105,246.2
50以下 14,856.5 848.1 144.7 15,559.9

75 50.0 0.0 0.0 50.0
100 1.5 0.0 0.0 1.5
150 58.8 0.0 0.0 58.8
200 26.9 0.0 0.0 26.9
400 217.6 0.0 0.0 217.6

計 15,211.3 848.1 144.7 15,914.7
150 41.0 0.0 0.0 41.0
200 45.0 0.0 0.0 45.0
400 958.8 0.0 0.0 958.8

計 1,044.8 0.0 0.0 1,044.8
50以下 62.4 15.6 0.0 78.0

75 29.8 0.0 0.0 29.8
100 11.1 0.0 0.0 11.1
150 119.7 0.0 0.0 119.7
200 0.0 0.0 0.0 0.0
250 7.9 0.0 0.0 7.9
300 13.3 0.0 0.0 13.3
350 2.6 0.0 0.0 2.6
400 39.9 0.0 0.0 39.9
500 0.0 0.0 0.0 0.0
600 0.0 31.1 0.0 31.1

不明 0.0 0.0 0.0 0.0
計 286.7 46.7 0.0 333.4

463,664.3 7,474.0 6,868.1 463,820.0

硬質塩化ビニル管

ポリエチレン管

鋳　鉄　管

ステンレス管

石　綿　管

鋼　　　管

FRP管

総 延 長

区  分
管  種

その他・不明管
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管路台帳システム稼動イメージ

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

R元年度

R２年度

R３年度

R４年度

R５年度

（単位：ｍ ）

導送配水管延長の推移

鋳鉄管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 鋼管・ｽﾃﾝﾚｽ管 石綿管 ﾋﾞﾆﾙ管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 その他管
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（令和５年４月号より） 

 

（令和５年５月号より） 

 
 

 

 

（令和５年６月号より） 
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（令和５年８月号より） 

 
（令和５年９月号より） 

 

 

 

 

 

 

 
（令和５年 10 月号より） 
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（令和５年 10 月号より） 

 

（令和５年 11月号より）  

 

 

 
（令和５年 12 月号より） 

 

（令和６年 1 月号より） 
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○羽曳野市水道事業給水条例 

 制定 昭和38.３.20 条例231 

                       最近改正  令和6.3.15 条例13 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、羽曳野市水道事業の給水に係る料金、給水装置工事の費用負担その他

の供給条件について必要な事項を定め、もって適正な給水の保持に資することを目的とす

る。 

第２条 削除 

（給水装置の定義） 

第３条 この条例において、「給水装置」とは、需用者に水を供給するために水道事業の管

理者（管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。）の施設した配水管から

分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 

（給水装置の種類） 

第４条 給水装置は、次に掲げるものとする。 

(1) 専用給水装置 １戸又は１箇所で専用に使用するもの 

(2) 共用給水装置 ２戸以上が共用で使用するもの 

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの 

２ 管理者は、必要と認めるときは、給水装置の種類を指定することができる。 

（権利義務の継承） 

第５条 給水装置の所有権を継承した者は、その継承後に係るこれに付随する工事費及び修

繕費に係る納付の義務も共に継承した者とする。 

（同居人等の行為に対する責任） 

第６条 給水装置の使用者又は所有者は、その家族、同居人及び使用人その他の従業者の行

為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。 

第２章 給水装置の工事及び費用 

（給水装置の新設等の申込み） 

第７条 給水装置の新設、改造又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、

あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。 

（新設等の費用負担） 

第８条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造又は撤

去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市
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においてその費用を負担することができる。 

（工事の施行） 

第９条 給水装置工事は、管理者又は管理者が水道法（昭和32年法律第177号。以下「法」

という。）第16条の２第１項の指定をした者（以下「指定給水装置工事事業者」という。）

が施行する。 

２ 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事の施行をする場合は、あら

かじめ管理者の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け、かつ、工事竣工後に管理者

の工事検査を受けなければならない。 

３ 第１項の規定により、給水装置工事の施行をする場合においては、当該工事に関する利

害関係人の同意書等の提出を求めることができる。 

４ 第１項の指定給水装置工事事業者の指定及び更新並びに第２項の設計審査及び竣工後

の工事検査については、それぞれ第33条第１項の表に掲げる手数料を徴収する。 

５ 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

（給水管及び給水用具の指定） 

第９条の２ 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷

の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取

付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具につい

て、その構造及び材質を指定することができる。 

２ 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該

取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示する

ことができる。 

第10条 削除 

（工事費の算出方法） 

第11条 管理者が施行する給水装置工事に係る費用は、次に掲げる費用の合計額とする。 

(1) 材料費 

(2) 労務費 

(3) 道路復旧費 

(4) 間接経費 

２ 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、前項第３号に掲げる費用を

徴収する。 

３ 管理者は、第１項各号に掲げる費用のほか、特別の費用を必要とするときは、その費用

を加算する。 
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４ 第１項及び前項に定める費用のほか、工事に係る費用の算出に関して必要な事項は、別

に管理者が定める。 

（工事費の前納） 

第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者及び指定給水装置工事事業者により工事を

施行をしようとする者（以下この章において「申込者」という。）は、前条の規定により

算出した費用の概算の額を管理者が指定する期日までに前納しなければならない。ただし、

管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。 

２ 前項の規定による前納が、その納付の期日を20日以上過ぎてもなお行われないときは、

管理者は、申込者が給水装置工事の申込みを取り消したものとみなす。 

３ 第１項の概算の額は、工事の竣工後に精算する。 

（給水装置所有権の移転時期） 

第12条の２ 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移

転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事

の工事費が完納されるまでの間においても申込者の責任とする。 

（工事費の未納の場合の措置） 

第12条の３ 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、申込者が納付の期日を20日以

上過ぎても納付しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。 

２ 前項の規定により、管理者が給水装置の撤去をした後、なお損害があるときは、申込者

は、管理者にその損害を賠償しなければならない。 

（給水装置の変更等の工事） 

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工

事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行すること

ができる。 

２ 前項の工事に伴う費用は、その特別の理由の原因となる者の負担とする。ただし、管理

者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

第３章 給水 

（給水の原則） 

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公営上その他のやむを得ない事情及び法令

又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することがない。 

２ 管理者は、前項に規定する場合により給水の制限又は停止をしようとするときは、その

日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、

この限りでない。 
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３ 第１項に規定する場合により給水の制限若しくは停止又は断水若しくは漏水による損

害については、市は、その責を負わない。 

（給水契約の申込み） 

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者

に申し込み、その承認を受けなければならない。 

（給水装置の所有者の代理人） 

第16条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると

認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住

する代理人を置かなければならない。 

（管理人の選定） 

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、

管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。 

(1) 給水装置を共有する者 

(2) 給水装置を共用する者 

(3) 前２号に掲げる者のほか、管理者が必要と認めた者 

２ 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。 

（水道メーターの設置） 

第18条 給水量は、市の水道メーター（以下「メーター」という。）により計算する。た

だし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。 

２ メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。 

（メーターの貸与） 

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所

有者（以下「水道使用者等」という。）に保管させる。 

２ 前項の規定により保管をする者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなけ

ればならない。 

３ 第１項の規定により保管をする者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失

し、又は毀損した場合は、その損害を弁償しなければならない。 

４ 水道使用者等は、第１項の規定にかかわらず、管理者の許可を得て、自己のメーターを

使用する事ができる。 

５ 前項のメーターについて、管理者は、その設置後随時その機能を点検するものとし、不

良と認めたときは、その交換の指示をすることができる。 

（水道の使用中止、変更等の届出） 
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第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に

届け出なければならない。 

(1) 水道の使用をやめるとき。 

(2) 用途を変更するとき。 

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。 

２ 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、管理者に届け出な

ければならない。 

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。 

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。 

(3) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。 

(4) 消防用として水道を使用したとき。 

(5) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。 

（私設消火栓の使用） 

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。 

２ 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会を要する。 

（水道使用者等の管理上の責任） 

第22条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受

ける水に異状があると認める場合又は給水装置のうち配水管の分岐から市のメーターの

間に異状がある場合にあっては、管理者に修繕その他必要な処置を請求するものとし、市

のメーターから宅地内の給水装置に異状がある場合にあっては、指定給水装置工事事業者

に修繕その他必要な処置を請求しなければならない。ただし、法第16条の２第３項の国

土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は、この限りでない。 

２ 前項の修繕に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認め

たときは、これを徴収しないことができる。 

３ 第１項の規定による管理を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。 

（給水装置及び水質の検査） 

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があ

ったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。 

２ 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。 

第４章 料金及び手数料 

（料金の支払義務） 

第24条 水道料金（以下「料金」という。）は、水道の使用者から徴収する。 
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２ 共用給水装置又は同一のメーターによって水道を使用する者は、料金の納入について連

帯責任を負うものとする。 

（料金） 

第25条 料金は、１月について、次の表に掲げる額に、消費税法（昭和63年法律第108号）

第29条に規定する消費税の税率及び地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の83に規

定する地方消費税の税率（以下「消費税率」という。）を乗じて得た額を当該表に掲げる

額に加えて得た額（１円未満の端数が出たときは、これを切り捨てた額）とする。 

種
別 

用
途 

基本料金 超過料金（1立方メートルにつき） 

使用

水量 

料金 使用

水量 

料金 使用

水量 

料金 使用

水量 

料金 使用

水量 

料金 使用

水量 

料金 

計
量
制 

一
般
用 

8㎥ 円 

635 

9～10

㎥ 

円 

130 

11～

20㎥ 

円 

160 

21～

40㎥ 

円 

200 

41～

100

㎥ 

円 

260 

101

㎥以

上 

円 

310 

湯
屋
用 

200

㎥ 

円 

1万 

201㎥

以上 

円 

60 

        

臨
時
用 

1㎥ 円 

400 

 

２ 前項の用途の適用の基準については、管理者が別に定める。 

（料金の算定） 

第26条 料金は定例日（料金算定の基準としてあらかじめ、管理者が定めた日をいう。以

下同じ。）にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、管理

者が必要と認めるときは、２月以上一括し、又は定例日を変更して点検することができる。

この場合の水量は、各月において均等とみなす。 

（使用水量及び用途の認定） 

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定

する。 

(1) メーターに異状があったとき。 

(2) 料率の異なる２種以上の用途に水道を使用するとき。 

(3) 使用水量が不明のとき。 

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。 
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（特別な場合における料金の算定） 

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は終了したときの料金は、次の各号に

掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 

(1) 使用水量が基本水量の２分の１に満たないとき 第25条第１項の料金の２分の１の

額 

(2) 使用水量が基本水量の２分の１を超えるとき １月分とみなして、算定した金額 

２ 料金算定の基準となる月の中途で、用途に変更のあったときの料金は、基準となる月の

日数の２分の１を超えるものに係る用途によって算定する。この場合において使用日数が、

月の日数の２分の１に等しいときは、変更後の用途について算定する。 

（多用途に使用するときの料金） 

第29条 １の専用給水装置を２以上の用途に使用する場合の料金は、管理者がその用途の

適用を定めて算定する。 

（臨時使用の場合の概算料金の前納） 

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの

際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要が

ないと認めたときは、この限りでない。 

２ 前項の概算料金は、水道の使用を終了したときに精算する。 

（料金の徴収） 

第31条 料金は、２月ごとに徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、

１月ごとに徴収することができる。 

２ 水道の使用を中止し、若しくは給水装置を廃止し、又は給水を停止したときは、その都

度料金を算定して徴収する。 

（納付料金の過不足の取扱い） 

第32条 納付料金に過不足があるときは、納付後であってもその差額を追徴し、又は還付

する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。 

（手数料） 

第33条 手数料は、次のとおりとし、申込者からこれを徴収する。 

区分 種別及び単位 金額 

設計手数料 給水管口径 30ミリメートル未満 1件につき 8,800円 

給水管口径 75ミリメートル未満 1件につき 10,500円 

給水管口径 75ミリメートル以上 1件につき 12,300円 

設計審査手数料 給水管口径 30ミリメートル未満 1件につき 5,300円 
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給水管口径 75ミリメートル未満 1件につき 7,000円 

給水管口径 75ミリメートル以上 1件につき 9,700円 

竣工検査手数料 給水管口径 30ミリメートル未満 1件につき 21,100円 

給水管口径 75ミリメートル未満 1件につき 23,700円 

給水管口径 75ミリメートル以上 1件につき 26,400円 

道路占用申請手

数料 

国道・府道等の占用申請 1件につき 16,700円 

市道の占用申請 1件につき 1,800円 

指定給水装置工

事事業者に関す

る手数料 

指定及び更新 1件につき 10,000円 

証書の交付 1件につき 2,000円 

証書の再交付 1件につき 2,000円 

その他の手数料 私設消火栓の消防演習の立会い 1回につき 10,500円 

２ 手数料は、管理者が指定する期日までに前納しなければならない。ただし、管理者が特

別の理由があると認めた場合は、この限りでない。 

３ 前項の納付の期日を20日以上過ぎても納付しないときは、管理者は、申込者が申込み

を取り消したものとみなす。 

４ 第１項の表に掲げる手数料であって、既に納められたものは、還付しない。ただし、管

理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

（料金及び手数料等の軽減又は免除） 

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納

付しなければならない料金及び手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。 

第４章の２ 工事負担金及び分担金 

（工事負担金） 

第34条の２ 給水の申込み、開発行為その他の理由により、必要が生じた配水施設の新設、

移設又は撤去の工事に要する費用（以下「工事負担金」という。）については、その原因

者（以下この条において「申込者」という。）に負担させるものとする。 

２ 工事負担金の額の算定方法等については、管理者が別に定める。 

３ 申込者は、工事負担金を管理者が指定する期日までに前納しなければならない。ただし、

管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

４ 前項の期日を20日以上過ぎてもなお納付しないときは、管理者は、申込者が第１項の

申込みを取り消したものとみなす。 

（分担金） 

第34条の３ 分担金は、次の表に掲げる額に、消費税率を乗じて得た額を当該表に掲げる
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額に加えて得た額（１円未満の端数が出たときは、これを切り捨てた額）とする。 

メーター口径 分担金の額 

新設工事 増径工事 

20ミリメートル 188,000円 同一場所に係る、既設給水装置

の増径工事申込者から徴収す

る分担金の額は、新設工事の分

担金の額から既設口径の分担

金の額を差し引いた額とする。 

25ミリメートル 530,000円 

40ミリメートル 1,290,000円 

50ミリメートル 2,100,000円 

75ミリメートル 4,980,000円 

100ミリメートル 9,330,000円 

150ミリメートル 22,600,000円 

200ミリメートル以上 管理者が別に定める 

２ 分担金は、給水装置の新設工事及び増径工事の申込者から徴収する。ただし、管理者が

特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。 

３ 前項に規定する額のほか、メーター口径が13ミリメートルの分担金（既設給水装置の

増径工事する場合に限る。）は、150,000円の範囲内で管理者が定める。 

４ 第１項の規定によりがたい特別な場合における分担金は、管理者が別に定める。 

５ 分担金は、給水工事の申込みのときに徴収する。ただし、管理者が必要がないと認めた

ときは、この限りでない。 

６ 前項の規定により管理者が指定した徴収の期日を20日以上過ぎてもなお納付しないと

きは、管理者は、第１項の申込者が給水工事の申込みを取り消したものとみなす。 

７ 第１項から第４項までに規定する分担金であって既に納められたものは、還付しない。

ただし、管理者が、特に必要と認める場合は、この限りでない。 

第５章 管理 

（給水装置の検査等） 

第35条 管理者は、水道の管理上、必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道

使用者等に対し、適当な措置の指示をすることができる。 

（給水装置の基準違反に対する措置） 

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令（昭

和32年政令第336号）第６条に規定する給水装置の構造及び材質基準に適合していないと

認めるときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適

合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。 

２ 管理者は、前項に規定する者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装
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置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する

給水を停止することができる。ただし、法第16条の２第３項の国土交通省令で定める給

水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合して

いることを確認したときは、この限りでない。 

（給水の停止） 

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理

由の継続する間給水を停止することができる。 

(1) 水道の使用者が、第11条に規定する工事費、第22条第２項に規定するの修繕費、第

25条第１項の料金又は第33条第１項の手数料を指定した期日内に納付しないとき。 

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく第19条第５項又は第35条の指示に従わないとき。 

(3) 水道の使用者が、正当な理由がなく第26条の規定による水量の点検又は第35条の規

定による検査を拒み、又は妨げたとき。 

(4) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告

を発してもなお、これを改めないとき。 

(5) 給水を濫用したとき。 

（給水装置の切り離し） 

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認め

たときは、給水装置を切り離すことができる。 

(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。 

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。 

（過料） 

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する

ことができる。 

(1) 第７条の承認を受けないで、給水装置の新設若しくは改造又は撤去をした者 

(2) 正当な理由がなく、第18条第２項の規定によるメーターの設置、第26条の規定によ

る水量の計算、第35条の規定による検査又は第37条の規定による給水の停止を拒み、

又は妨げた者 

(3) 第22条第１項の規定による給水装置の管理を著しく怠った者 

(4) 第25条第１項の料金又は第33条第１項の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その

他の不正の行為をした者 

（料金を免れた者に対する過料） 

第40条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条第１項の料金又は第33条第１項の
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手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相

当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。）以下の過料を科すること

ができる。 

第６章 貯水槽水道 

（水道事業者の責務） 

第40条の２ 管理者は、貯水槽水道（法第14条第２項第５号に規定する貯水槽水道をいう。

以下同じ。）の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、

助言及び勧告を行うことができるものとする。 

２ 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うも

のとする。 

（設置者の責務） 

第40条の３ 貯水槽水道のうち簡易専用水道（法第３条第７項に規定する簡易専用水道を

いう。以下同じ。）の設置者は、法第34条の２の規定に基づき、その水道の管理をし、

及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。 

２ 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道

の管理をし、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。 

第７章 補則 

（委任） 

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、昭和38年４月１日から施行する。 

（旧条例に基づく処置等に関する経過措置） 

第２条 この条例施行の際、現に旧条例によりなされた申込、申請、承認、指定、認定、指

示等は、この条例によりなされたものとみなす。 

附 則（昭和41年６月15日条例第360号） 

この条例は、公布の日（昭和41年６月15日）から施行し、昭和41年４月分の使用料から

適用する。 

附 則（昭和41年10月14日条例第376号） 

この条例は、公布の日（昭和41年10月14日）から施行し、昭和41年10月分の使用料から

適用する。 

附 則（昭和42年９月25日条例第410号） 
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この条例は、昭和42年10月１日から施行する。 

附 則（昭和45年７月２日条例第22号） 

この条例は、公布の日（昭和45年７月２日）から施行し、昭和45年６月１日から適用す

る。 

附 則（昭和47年３月21日条例第13号） 

この条例は、昭和47年４月１日から施行する。 

附 則（昭和47年10月27日条例第31号） 

この条例は、公布の日（昭和47年10月27日）から施行し、昭和47年11月分の使用料から

適用する。 

附 則（昭和49年４月１日条例第12号） 

この条例は、昭和49年４月分の料金から施行する。 

附 則（昭和49年９月24日条例第31号） 

この条例は、昭和49年10月１日から施行する。 

附 則（昭和51年６月23日条例第16号） 

この条例は、昭和51年10月分の料金から施行する。 

附 則（昭和53年６月27日条例第27号） 

この条例は、昭和53年７月１日から施行する。 

附 則（昭和53年９月26日条例第36号） 

この条例は、昭和53年10月１日から施行する。 

附 則（昭和55年９月11日条例第23号） 

この条例は、昭和55年12月分の料金から施行する。 

附 則（昭和56年３月25日条例第３号） 

この条例は、昭和56年４月１日から施行する。 

附 則（昭和57年６月12日条例第20号） 

この条例は、公布の日（昭和57年６月12日）から施行する。 

附 則（平成６年３月31日条例第10号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成６年６月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の羽曳野市水道事業給水条例の規定は、平成６年６月分の料金か

ら適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。 

附 則（平成９年12月25日条例第28号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の羽曳野市水道事業給水条例の規定に基づいてなされ

た申し込み、申請、承認、指定、認定、指示等は、改正後の羽曳野市水道事業給水条例の

規定に基づいてなされた申し込み、申請、承認、指定、認定、指示等とみなす。 

附 則（平成12年３月15日条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成12年６月23日条例第38号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年10月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の羽曳野市水道事業給水条例の規定は、平成12年10月分の料金

から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。 

附 則（平成12年12月４日条例第45号） 

この条例は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成14年12月20日条例第43号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の羽曳野市水道事業給水条例（以下「新条例」という。）第24

条第２項又は第25条第１項の規定は、それぞれこの条例の施行の日以後の水道の使用に

係る連帯責任又は料金について適用し、同日前の使用に係る連帯責任又は料金については、

なお従前の例による。 

３ 新条例第34条の３第１項の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る給水装置

の新設工事又は増径工事の分担金について適用し、同日前の申込みに係る分担金について

は、なお従前の例による。 

附 則（平成21年11月30日条例第29号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

-　115　-



 

附 則（平成26年７月３日条例第20号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第25条第１項の規定は、平成26年10月分の料金から適用し、

同月前の料金については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年９月４日条例第18号） 

この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月15日条例第13号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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